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馬
建
忠
の
イ

ン
ド
紀
行
、

「
南
行
記
」

八
八

年

ア
ヘ
ン
貿
易
漸
減
案
打
診
の
旗
|-

坂

野

正

高

印
度
之
民
日
富
。
中
園
之
民
日
紬
。
可
慨
也
己
。

|
|
馬
建
忠
(
一
八
八

一
年
、
ボ
ン
ベ
イ
に
て
〉

一

ま

え

が

き

二
放
程
と
同
行
者
奥
庚
需

三
馬
建
忠
波
遣
の
背
景

四
香
港
・
イ
ン
ド
蛍
局
と
の
接
燭
と
、
ア
ヘ
ン
事
情
に
つ
い
て
の
調
査

五
放
行
中
に
出
舎
っ
た
西
洋
人

六
筆
僑
と
の
接
絹

七
馬
建
忠
の
イ
ン
ド
観

八
む
す
び
|
|
奥
底
需
の
み
た
馬
建
忠
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ま

> 

スー

ヵ:

き

文
法
書
『
馬
氏
文
通
』
(
商
務
印
書
館
、
初
版
一
九

O
四
年
)
の
著
者
と
し
て、
ま
た
北
洋
大
臣
李
鴻
章
(
一
八
二
三

一
九
O
一
)
幕
下
の
交
配
お
H

行
政
官
、
な
い
し
は
、
ア
ン
ト
ル
プ
ル
ヌ

l
ル
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
責
務
韓
験
と
、

一
八
七
七
年
か
ら
三
年
聞
の
フ
ラ
ン
ス
留
皐
の
盟



験
と
を
ふ
ま
え
た
辛
練
な
改
革
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
た
馬
建
忠
〈
字
は
眉
叔
、

八
九
六
年
〉
と
題
す
る
文
集
を
公
に
し
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
、
経
済
政
策
・
外
交
・
海
軍
・
畿
道
な
ど
に
つ
い
て
書
い
た
意
見
書
や
論
説
の

た
ぐ
い
二
篇
|
|
う
ち
、
六
篇
は
フ
ラ
ン
ス
留
皐
中
に
執
筆

T
1を
牧
め
た
『
適
可
賛
記
言
』
全
四
巻
と
、
彼
が
視
察
・
交
渉
な
い
し
は
政

一
八
四
四
|
一
九
O
O〉
は
、

『
適
可
粛
記
言
記
行
』
(
序
文
、

治
工
作
の
た
め
に
祇
遣
さ
れ
た
折
の
放
行
記
五
篇
を
牧
め
た
『
遁
可
驚
記
行
』
全
六
巻
を
牧
め
て
い
る
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
に
、

『
適
可
驚
記
言
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
文
章
を
主
な
材
料
に
し
て
、
馬
建
忠
に
つ
い
て
三
つ
の
論
文
を
設
表
し
た
。

ま
ず
、

「
フ
ラ
ン
ス
留
準
時
代
の
馬
建
忠
|
|
外
交
お
よ
び
外
交
官
制
度
に
つ
い
て
の
二
つ
の
意
見
書
(
一
八
七
八
年
〉
を
中
心
と
し
て
」
(
『
園

家
皐
舎
雑
誌
』
八
四
谷
、
五
・
六
合
併
競
〔
一
九
七
一
年
八
月
〕
、
頁
二
五
七
|
二
九
三
〉
に
お
い
て
は
、
馬
建
忠
の
生
涯
と
思
想
の
全
貌
に
つ
い
て
素
描

い
か
に
し
て
中
園
に
専
門
外
交
官
組
織
を
育
て
る
べ
き

を
こ
こ
ろ
み
た
上
で
、
近
代
外
交
と
外
交
官
制
度
に
つ
い
て
の
彼
の
所
論
、
こ
と
に
、

「
馬
建
忠
の
海
軍
論
|
|
一
八
八
二
年
の
意
見
書
を
中
心
と
し
て
」

一
九
七
二
年
〕
、
頁
三
二
二
|
三
四
四
)
に
お
い
て
は
、
創
設
期
の
北
洋
海
軍
の
建
設
に
か
か
わ
っ
て
い
た
彼
が

李
鴻
章
の
諮
問
に
答
え
て
書
い
た
き
わ
め
て
長
文
の
意
見
書
を
分
析
し
、
と
り
わ
け
、
専
門
家
集
固
と
し
て
の
海
軍
将
兵
の
養
成
の
問
題
に
彼

①
 

が
も
っ
と
も
重
き
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
、

か
に
つ
い
て
の
彼
の
意
見
を
検
討
し
た
。

〔
東
京
大
皐
出
版
曾
、

つ
ぎ
に
、

(
川
野
重
任
編
『
ア
ジ
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ア
の
近
代
化
』

「
馬
建
忠
の
鍛
道
論
|
|
一
八
七
九
年
の
二
つ
の
意
見
書
」
(
『
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
』
六
三
冊
〔
一
九
七
四
年
三
月
〕
、
頁
二
二

|
一
五
六
〉
に
お
い
て
は
、

た
っ
て
考
慮
す
べ
き
資
金
の
調
達
、
こ
と
に
外
園
か
ら
の
借
款
、
同
敷
設
工
事
じ
た
い
、

付
中
園
に
早
急
に
銭
遁
を
敷
設
す
べ
き
こ
と
、
∞
識
遁
敷
設
に
あ

お
よ
び
、
帥
開
通
後
の
管
理
・
運
営
、
と
い
う
四
つ

の
貼
に
つ
い
て
の
彼
の
所
論
を
考
察
し
た
。

『
適
可
祷
記
行
』
に
入
っ
て
い
る
五
篇
の
放
行
記
の
中
で
、
と
り
わ
け
注
目
に
慣
す
る
の
は
、
本
稿
に
お
い
て
そ
の
紹
介
を
試
み
る
「
南
行

記
」
で
あ
旬
。
こ
れ
は
、
一
八
八
一
年
(
光
緒
七
年
)
に
、
馬
建
忠
が
北
洋
大
臣
李
鴻
章
の
非
公
式
特
使
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
の
一
括
購
入
と
、

ア
ヘ
ン
貿
易
の
漸
減
の
案
に
つ
い
て
香
港
政
臆
と
イ
ン
ド
政
臆
の
意
向
を
打
診
し
、
か
っ
、
ア
ヘ
ン
事
情
(
こ
と
に
、
イ
ン
ド
政
鹿
の
ア
へ

γ
牧
入

の
仕
組
)
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
に
、
シ
ム
ラ
ま
で
往
復
三
ヶ
月
の
放
行
を
し
た
折
の
日
記
慢
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
放
行
記
は
、
ア
ヘ
ン

理i23
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問
題
に
つ
い
て
の
打
診
や
調
査
と
い
う
彼
の
い
わ
ば
公
的
な
活
動
を
知
る
た
め
の
大
切
な
責
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
1
上
海
、
香
港
が
ら
始

サ
イ
ゴ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ
ナ
ン
、
さ
ら
に
は
、
イ
ン
ド
の
各
地
や
、

ま
っ
て
、

コ
ロ
ソ
ボ
な
ど
、
行
く
先
々
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
中
圏
人

や
外
園
人
と
の
出
舎
い
や
、
そ
の
土
地
の
事
情
に
つ
い
て
の
見
聞
の
記
録
と
し
て
も
貴
重
で
あ
恥

@
 

「
南
行
記
」
よ
り
も
さ
ら
に
く
わ
し
い
「
南
行
日
記
」
と
い

う
放
行
記
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
南
行
日
記
」
を
併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
馬
建
忠
の
こ
の
放
行
の
種
種
相
が
一
一
層
は
っ
き
り
す

な
お
、
馬
建
忠
に
同
行
し
た
呉
庚
痛
と
い
う
外
交
官
志
墓
の
若
い
護
主
盲
人
が
、

る

馬
建
忠
の
扱
程
と
同
行
者
呉
贋
第

「
南
行
記
」
に
よ
る
と
、
馬
建
忠
は

一
八
八
一
年
七
月
一
八
日
(
光
絡
七
年
六
月
一
一
一
一
一日
〉
に
、
北
洋
大
臣
李
鴻
章
(
正
確
に
い
う
と
、
彼
は
大
皐

天
津
で
汽
船
に
乗
り
込
み
、

@
 

李
鴻
章
か
ら
香
港
総
督
と
イ
ン
ド
総
督
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
た
紹
介
肢
を
携
行
し
た
。

よ
」
と
い
う
口
頭
の
訓
令
(「面
総
」
)
を
う
け
、
翌
一
九
日
夕
食
後
、

夜中十、

午
前

時
γ 「」薦
出
4 片
帆
1 事
し r=-

た⑤Z
彼訪
は樹
、せ

台、

ら

- 108ー

士
・
直
線
総
督
で
あ
り
、
且
つ
、
直
毅
線
督
と
し
て
、
所
謂
北
洋
大
臣
の
職
務
を
粂
ね
、
欽
差
大
臣
の
資
格
を
帯
び
て
い
た
〉

彼
は
、
芝
宋
に
一
晩
碇
泊
し
、
上
海
に
五
日
開
滞
在
し
、

八
月
二
日
、
香
港
に
上
陸
し
た
。
香
港
で
は
、

香
港
線
督
か
ら
イ
ン
ド
総
督
、
海

峡
植
民
地
知
事
、

お
よ
び
ボ
ン
ベ
イ
知
事
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
た
紹
介
紋
を
う
け
と
り
、

八
月
一
一
日
に
同
地
を
出
帆
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
向

ぃ
、
途
中
、

サ
イ
ゴ
ン
港
に
一
晩
碇
泊
し
た
。

つ
い
で

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
二
日
開

ベ
ナ
ン
に
二
日
間
滞
在
し
て

八
月
二
九
日

カ
ル
カ

ッ
タ
に
上
陸
し
た
。
同
地
に
は
四
日
間
滞
在
し
た
が
、
グ
レ
ー
ト

・
イ
ー
ス
タ
ン
ホ
テ
ル
(
「
大
東
客
寓
」
子
。
。
3
2
F
5
2
Z
o
E〉
に
宿
泊

⑦
 

し
た
。馬

建
忠
は
、

カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
ア
ン
バ
ラ
ま
で
汽
車
で
放
行
し

そ
こ
か
ら
は
馬
車
を
利
用
し
て

九
月
五
日
に
、
英
領
イ
ン
ド
の
夏
期

の
首
都
た
る
シ
ム
ラ
に
到
着
し
た
。

シ
ム
ラ
で
は
と
り
あ
え
ず
放
舘
に
お
ち
つ
い
た
が
、

次
の
日
に
、

イ
ン
ド
政
底
側
の
用
意
し
た
迎
賓
館



(
「
館
会
」
〉
に
移
っ
た
。
シ
ム
ラ
に
は
九
日
間
滞
在
し
た
が
、
そ
の
関
、
手
厚
く
も
て
な
さ
れ
、
総
督
そ
の
他
の
高
官
か
ら
、
晩
餐
、
重
食
曾
、

茶
舎
の
た
ぐ
い
に
し
ば
し
ば
招
か
れ
た
。
彼
は
、
イ
ン
ド
総
督
リ
ボ
ン
(
「
察
制
軍
」
)
(
0
0
0
『
向
。

F
o
p
-
n
r
r
B
c
o
-
-
Pえ
豆

ω
2
5
a
a

プ
ア
イ
ナ

リ'
h
y

ヤ
ル
セ
ク
レ
タ
リ

1

担唱
o
p
呂
町
l
H由
。
由
)
と

一
回
曾
談
し
、
財
務
部
長
ベ
ア
リ

ン
グ
(
「
総
理
戸
部
貝
冷
」
〉

2
2q
ロ∞
R
E
m
-
-三
2
F臼
再
開
釦
ユ
え
の

g
g
F

H
E
H1
5ロ
)
と
は
、
二
回
、
長
時
間
の
曾
談
を
行
っ
た
。
九
月
一
四
日
に
シ
ム
ラ
を
離
れ
た
馬
建
忠
は
、
ア
ン
バ
ラ
か
ら
汽
車
で
放
行
し
、
デ

リ
ー
で
、
藩
王
園
の
多
レ
ラ
l
ジ
プ
タ

l
ナ
(
現
在
の
ラ
l
ジ
ャ
ス
タ
ン
〉

γ
ベ
イ
に
到
着
し
た
〈
シ
ム
ラ
か
ら
の
馬
車
と
汽
車
の
便
は
リ
ボ
ン
の
指
示
で
手
配
さ
れ
、

の
贋
大
な
地
域
を
通
る
狭
軌
の
戴
道
に
乗
換
え
、

運
賃
も
政
廊
が
負
携
し
た
)
。
ボ
ン
ベ
イ
滞
在
中
に
、
彼
は
ボ

九
月
一
七
日
に
ボ

ン
ペ
イ
知
事
フ
ァ

1
ガ
ソ
ン
(
「
撫
軍
一
幡
葛
松
L
)
(
ω

可

γ
ヨ
g
p
a
g
M
O
P
臼E
r
w
R
8
2
0同
開

C
F
O『
S
F
-s
s
l
H
8
3
を
避
暑
先
の
プ

l
ナ

@
 

へ
訪
ね
に
赴
き
、
知
事
別
邸
の
客
室
に
二
泊
し
た
。

馬
建
忠
は
、
九
月
二
四
日
、

ボ
ン
ベ
イ
か
ら
出
帆
し
た
ー。

一
O
月
一
八
日
、
午
後
九
時
、
無
事
上
海
に
蹄
り
つ
い
た
。

コ
ロ
ン
ボ
、

ベ
ナ
ン
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
立
寄
り
、

一
O
月
一
一
一
日
、
香
港
に
到

て着
レし
る⑨ Tこ

同
地

日
開
滞
在
し

「
南
行
記
」
の
放
の
物
語
は
、

こ
こ
で
終
つ

~109~ 

「南
行
記
」
だ
け
を
讃
む
と
、
馬
建
忠
が

一
人
で
放
を
し
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
貫
際
は
、
臭
贋
需
(
字
は
潟
議
、
競
は
剣
華
道
人
、

i¥ 

五
五
l
一
九
一
九
)
と
い
う
、

た
。
彼
が
書
い
た
「
南
行
日
記
」

即
ち
、
馬
建
忠
よ
り
も
一
一
歳
若
い
青
年
が
、
終
始
、
行
を
と
も
に
し

と
題
す
る
こ
の
放
行
の
詳
細
な
記
録
が
王
錫
棋
輯
『
小
方
査
費
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
の
中
に
、
馬
建
忠
の

「
南
行
記
」
の
す
ぐ
あ
と
に
績
け
て
、
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

「南
行
記
」
が
全
文
約
二
高
字
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
「
南
行
日
記
」
は
全
文
二
高

⑩
 

六
千
字
の
長
さ
で
あ
る
。

一
八
八
一
年
現
在
で
数
え
の
二
七
歳
の
、

tì~ 

-

e

呉
贋
一需

は

、

安

徽

省

連

勝

の

人

。

高

祖

父

の

芳

培

は

乾

隆

四

九

年

(

一

七

八

四

年

〉

左

都

御

史

に

ま

で

昇

進

し

た
。
祖
父
の
朝
宗
は
、
江
西
省
で
長
く
役
人
を
し
た
。
呉
贋
需
は
、
鰹
摩
、
歴
史
、
小
皐
に
く
わ
し
く
、
詩
を
よ
く
作
一
り
、
ま
た
、
「
舞
剣
L

の
進
士
(
二
甲
二
六
名
〉
で
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を
よ
く
し
て
、

み
ず
か
ら
剣
華
道
人
と
践
し
た
。
彼
は
、
天
津
で
徐
欝
朋
(
字
は
、
進
薦
、

一九
O
一
年
卒
)
に
洋
務
を
同
学
び
、
一
八
七
七
年
一
二

月
、
初
代
駐
日
公
使
何
如
疎
(
在
任
、

一
八
七
七
l
一
八
八
二
)
の
随
員
と
し
て
日
本
に
起
き
、
神
戸
領
事
館
に
配
属
さ
れ
た
。
一
八
七
九
年
に
日

本
を
訪
れ
た
王
栢
〈
一
八
二
八
一
八
九
七
)
は
果
慶
一需
に
も
出
合
っ
て
、
何
度
か
同
席
し
て
い
る
が
、
『
扶
桑
遊
記
』
の

一
八
七
九
年
八
月
二

め
ザ
ら

五
日
の
項
で
、
「
潟
漢
は
、
今
世
の
豪
傑
の
士
也
。
年
少
に
し
て
、
才
は
奇
し
。
識
見
は
超
卓
し
、
志
量
は
恢
搬
な
り
。
嘗
今
、
殆
ん
ど
其
の

と
も
が
ら
ま
れ

億
を
空
に
す
。」
と
許
し
て
い
る
。
呉
康
稀
は
、
馬
建
忠
に
随
行
し
て
イ
ン
ド
に
赴
い
た
あ
と
、
天
津
の
津
海
開
道
か
ら
駐
米
公
使
〈
駐
ス
ベ

イ
ン
、
ベ
ル
l
公
使
粂
任
)
と
な
っ
た
鄭
藻
如
(
字
は
、
玉
軒
)

(在任、

一
八
八
一
|
一
八
八
五
〉
の
随
員
と
し
て
渡
米
し
、
在
ベ
ル

l
副
領
事
を
つ

と
め
た
。
ま
た
、
徐
蕎
朋
駐
朝
鮮
公
使
(
在
任
、

O
一
l
一九
O
一
一
一
)
の
も
と
で
、
公
使
館
参
賛
を
つ
と
め
た
。

一八
九
九
l
一九
O
一
)
の
も
と
で
、

奈
鈎
駐
日
公
使
(
在
任
、

の
ち
、
果
贋
需
は
、
候
補
道
と
し
て
江
蘇
省
に
赴
き
、
高
等
皐
堂
監
督
、
官
書
局

漢
城
総
領
事
を
つ
と
め
、

九

総
参
議
を
つ
と
め
た
。
辛
亥
革
命
後
、
越
爾
巽
に
招
か
れ
て
、
そ
の
主
宰
す
る
清
史
館
に
入
り
、

⑪
 

し
、
一
九
一
九
年
に
、

数
え
の
六
五
歳
で
逝
去
し
た
。

『清
史
稿
』
の
編
纂
の
仕
事
に
数
年
間
従
事

-110ー

呉
庚
需
は
、
鄭
観
態
と
親
し
く
、
鄭
槻
雁
の
『
盛
世
危
言
』
の
序
文
と
凡
例
に
は
、
校
正
な
い
し
は
校
訂
の
仕
事
を
し
て
く
れ
た
一
人
と
し

て
彼
の
名
前
が
み
え
、
彼
自
身
、
光
緒

一
八
年
〈
一
八
九
二
年
)
一
一
月
下
旬

〈
「
壬
辰
仲
冬
下
涜
」
)
の
日
附
で
、
肢
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
本
書

⑫
 

に
は
、
鄭
翻
臆
の
論
説
に
射
す
る
附
録
、
附
論
と
し
て
、
臭
康
痛
の
文
章
が
六
篇
入
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
き
わ
だ
っ
て
長
文
で
あ
る
の
は
、

千
七
百
字
に
近
い
長
さ
の
「
績
罪
言
天
下
大
勢
通
論
」
(
執
筆
の
日
附
な
し
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
小
方
査
驚
輿
地
叢
紗
再
補
編
』

に
も
、

「天

下
大
勢
通
論
」
と
題
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
が

内
容
か
ら
い
っ
て
、

一
八
八

0
年
代
の
移
り
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
文
章

と
は
異
な
っ
た
、

は
、
中
園
が
「
一
統
無
外
の
粧
を
守
り
、
自
傘
卑
人
の
見
を
挟
み
」
て
、
朝
鮮
、
安
南
、
遅
羅
、
緬
旬
、
琉
球
を
層
圏
と
し
た
「
古
之
天
下
」

五
大
州
に
数
十
ヶ
園
が
相
劉
立
し
て
い
る
「
今
日
之
天
下
」
に
お
け
る
園
際
政
治
の
大
勢
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
彼
は
、
中
園
の
安
全
を
お
び
や
か
す
も
の
は
ロ
シ
ア
と
日
本
で
あ
る
と
し
て
、
中
・
露
・
日
三
園
の
閲
の
不
安
定
な
勢
力
均
衡
の
獄
態
を

被
討
し
、
中
園
は
、
ロ
シ
ア
を
背
後
か
ら
お
び
や
か
し
う
る
英
園
に
接
近
し
、
か
っ
、
朝
鮮
が
強
大
に
な
る
よ
う
に
助
け
て
日
本
を
牽
制
す
ベ



は
か
，
ご
と

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
「
鳴
呼
、
此
の
二
策
は
、
要
す
る
に
、
有
且
、
活
き
る
を
求
む
る
己
む
を
え
ざ
る
の
園
也
」
と
断
じ
、

中
園
に
と
っ
て
自
強
が
必
要
か
つ
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
き
な
が
ら
、
惜
し
む
ら
く
は
、
自
分
の
目
で
は
そ
の
寅
現
を
見
る
に
至
ら
な
い
で
あ

ろ
う
と
嘆
じ
て
、
結
び
と
し
て
い
る
。

果
康
一帯
が
馬
建
忠
に
同
行
し
て
イ
ン
ド
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
事
情
は
、
「
南
行
日
記
」
の
書
き
出
し
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

や
ど

「
辛
巳
〔
光
緒
七
年
、
一
八
八
一
年
〕
六
月
、
津
門
〔
天
津
〕
に
客
と
な
り
、
馬
眉
叔
〔
馬
建
忠
〕
観
察
〔
道
員
〕
の
家
に
寓
る
。
時
に
、
徐
準
策

〔徐
車問
朋
〕
師
、
ま
さ
に
鄭
玉
軒
〔
鄭
藻
如
〕
観
察
の
美
州
に
節
を
持
す
る
に
随
わ
ん
と
す
。
玉
軒
年
伯
、
余
の
時
事
を
談
ず
る
文
を
見
て
大
い

に
奨
穫
を
加
え
、
こ
れ
を
陳
同
甫
〔
南
宋
の
皐
者
、
陳
亮
〕
に
比
し
、
余
の
曾
て
徐
を
師
と
し
て
洋
務
を
皐
ベ
る
を
以
て
、
周
玉
山
〔
周
複
〕
観

察
に
力
薦
す
。
余
、
志
は
出
洋
に
あ
り
。
園
僻
し
て
、
就
か
ず
。
た
ま
た
ま
、
眉
叔
、
合
肥
相
園
〔
大
皐
土
李
鴻
章
〕
の
命
を
奉
じ
て
南
洋
に
事

⑬
 

あ
る
を
も
っ
て
、
余
の
同
じ
く
往
か
ん
こ
と
を
謹
む
。
慨
然
と
し
て
、
こ
れ
を
許
す
。」

馬
建
忠
は
「
南
行
記
」
の
中
で
、
果
慶
需
の
こ
と
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
船
中
で
「
友
人
」
と
話
を
し
た
と
い
う
記
事
が
二
回
出

@
 

て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
呉
贋
需
の
「
南
行
日
記
」
は
、
馬
建
忠
と
そ
の
動
静
に
つ
い
て
、
絶
え
ず
述
べ
て
い
る
。
馬
建
忠
は
、
主
と
し

て
、
行
く
さ
き
ざ
き
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
嘗
局
と
の
接
舗
な
い
し
は
交
渉
、
経
済
的
、
社
禽
的
な
朕
態
に
つ
い
て
の
観
察
や
見
聞
と
い
っ
た
、

-111ー

い
わ
ば
こ
の
放
行
の
公
的
側
面
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
呉
贋
需
の
方
は
、
馬
建
忠
の
公
的
活
動
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
.
す
、
そ
の

土
地
そ
の
土
地
の
都
舎
の
様
子
や
風
景
と
か
、
住
民
の
風
俗
習
慣
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
彼
ら
二
人
の
、
と
り
わ
け
上
海
と
香

港
に
お
け
る
、
中
園
人
の
知
合
い
と
の
聞
の
社
交
的
な
往
来
に
つ
い
て
、
詳
細
に
の
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
上
海
で
彼
ら
と
毎
日
の
よ
う
に

褒
豊
園
と
か
復
興
園
と
い
う
酒
棲
に
集
ま
っ
て
酒
を
飲
ん
だ
人
た
ち
と
し
て
「
南
行
日
記
」
に
名
前
が
出
て
く
る
の
は
、
申
報
館
の
銭
析
伯
、

同
館
の
記
者
張
依
軒
、
馬
建
忠
の
奮
友
で
年
若
い
桃
賦
秋
、
賦
秋
が
引
合
せ
て
く
れ
た
「
老
名
士
」
李
芋
仙
、
果
責
骨怖が
路
上
で
ば
っ
た
り
出

舎
っ
て
大
喜
び
を
し
た
襲
竹
生
、
そ
の
甥
の
襲
秋
孫
、
馬
建
忠
の
兄
と
奮
知
の
劉
仲
康
と
い
っ
た
所
謂

「上
海
名
士
」
の
人
た
ち
で
あ
旬
。
呑

「
南
行
日
記
」
に
は
、
呉
贋
需
が
、
文
字
、
通
り
、
王
話
の
と
こ
ろ
に

627 

港
で
は
、
二
人
は
毎
日
の
よ
う
に
王
栢
(
玉
紫
詮
〉
に
接
燭
し
て
い
る
が
、
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⑮
 

入
り
浸
っ
て
い
た
様
子
が
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
南
行
日
記
」
に
は
、
軍
事
や
園
際
政
治
の
面
に
お
け
る
中
園
の
力
の
衰
退
を
嘆
く
臭
庚
需
の
感
一
慢
を
あ
ら
わ
に
示
す
記
事
が
何
ケ
所
か
あ

⑫
 

る
。
こ
の
貼
、
た
と
え
ば
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
英
兵
の
駐
屯
地
の
か
ず
か
ず
に
つ
い
て
も
さ
ら
り
と
書
き
留
め
て
い
る
内
、
む
し
ろ
経
済
や
銭

道
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
い
「
南
行
記
」
と
封
照
的
で
あ
る
。

「
南
行
記
」
に
は
、
「
南
行
日
記
」
に
お
け
る
該
嘗
記
事
と
全
く
同
じ
か
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
表
現
や
文
章
が
、

に
つ
く
。
お
そ
ら
く
、
馬
建
忠
は
「
南
行
記
」
を
起
草
、
な
い
し
は
推
敵
す
る
と
き
に
、
臭
贋
需
の
日
記
を
材
料
と
し
て
参
照
し
た
の
で
あ
ろ

⑮
 

う
し
、
ま
た
、
果
贋
需
が
直
接
に
馬
建
忠
の
日
記
の
文
章
に
手
を
入
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
呉
廉
需
の
こ
の
放
行
に
お
け
る
任
務

い
た
る
と
こ
ろ
に
目

は
、
宿
舎
に
お
い
て
、
馬
建
忠
の
英
園
植
民
地
嘗
局
と
の
禽
談
に
つ
い
て
の
記
録
の
整
理
、
李
鴻
章
へ
の
逼
信
文
の
起
案
や
護
信
の
手
惇
な
ど

の
所
謂
「
文
案
」
の
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
し
た
仕
事
の

一
部
と
し
て
、

@
 

と
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ば
嘗
然
に
、
馬
建
忠
の
日
記
の
執
筆
を
手
停
っ
た
も
の
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馬
建
忠
汲
遣
の
背
景

李
鴻
章
が
馬
建
忠
を
香
港
・
イ
ン
ド
に
汲
遣
し
た
理
由
は
、
何
で
あ
っ
た
か
。

一
八
八

一
年
の
馬
建
忠
の
放
行
は
、

一
八
七
六
年
の
芝
宋
協

定
の
調
印
か
ら
、
同
協
定
第
三
部
第
三
僚
の
ア
ヘ
ン
課
税
に
閲
す
る
規
定
に
到
す
る
英
固
と
イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
商
人
お
よ
び
イ
ン
ド
政
醸
の
反

封
が
強
く
て
、
英
園
政
府
に
よ
る
協
定
の
批
准
が
大
い
に
お
く
れ
、

一
八
八
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
結
ば
れ
た
追
加
傑
款
に
よ
」っ
て
、
漸
く
問
題

が
解
決
す
る
に
至
る
'ま
で
の
九
年
近
い
雨
園
聞
の
交
渉
の
歴
史
の
中
の

一
つ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

へ
ン
戦
争
の
近
因
と
な
っ
た
ア
ヘ
ン
貿
易
が
、
ア
ロ

l
戦
争
の
結
果
、

約
束
し
た

一
九

一一

年
五
月
八
日
の
中
英
協
定
の
規
定
ど
お
り
に
、

@
 

鷲
す
る
じ
至
る
ま
で
の
、
長
い
歴
史
の
中
の

一
節
で
あ
る
。

こ
の
九
年
聞
は
、
ァ

一
八
五
八
年
に
合
法
化
さ
れ
て
か
ら
、
ア
ヘ
ン
貿
易
の
年
々
の
漸
減
を

一
九
一
七
年
に
、
イ
ン
ド
か
ら
中
園
へ
の
ア
ヘ
ン
の
合
、法
貿
易
が
全
く
務
、



二

八
五
八
年
六
月
二
六
日
の
中
英
天
津
燦
約
第
二
六
僚
の
規
定
に
基
づ
く
通
商
規
則
を
包
含
す
る
中
英
協
定
が
同
年
一
一
月
八
日
広
上
海

で
調
印
さ
れ
た
が
、
こ
の
協
定
の
第
五
僚
第
一
項
は
こ
れ
ま
で
禁
制
品
で
あ
っ
た
ア
ヘ
ン
を
「
洋
繋
」
(
英
文
テ
キ
ス
ト
で
は
、

z
O
司
呂
田
J

と
い

テ

t
ル

一ピ

ク
ル
に
つ
き
銀
三

O
雨
〔
従
債
、
七
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
〕
の
職
入
税
を
課
す
る
こ
と
を
さ
だ
め
た
。
か
っ
、
新
た
に

う
名
稽
で
犠
入
し
、

き
め
ら
れ
た
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
内
地
逼
過
税
を
篠
約
港
で
支
携
え
ば
、
そ
れ
以
外
に
内
地
関
税
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
所
謂

通
過
税
特
権
は
ア
ヘ
ン
に
は
適
用
の
な
い
も
の
と
し
|
|
即
ち
、
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
驚
金
そ
の
他
の
内
地
関
税
の
徴
牧
は
地
方
官
憲
の
意
の
ま

ま
ー
ー
ー
、

ま
た
、
外
園
商
人
は
そ
の
稔
入
し
た
ア
ヘ
ン
を
篠
約
港
応
お
い
て
の
み
貰
る
こ
と
を
許
さ
れ
、

内
地
へ
は
、

た
だ
中
園
人
に
よ
っ

て
、
中
園
人
所
有
の
商
品
と
し
て
の
み
、
聡
迭
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
。

一
八
五
八
年
の
天
津
篠
約
第
二
七
僚
に
あ
る
、
締
約
園
は

一
O
年
後
に
通
商
に
闘
す
る
事
項
と
税
率
表
を
改
正
す
る
こ
と
を
求
め
う
る
と
し
た
規
定
に
も
と
づ
い
た
篠
約
改
正
交
渉
の
結
果
結
ぼ
れ
た

一

八
六
九
年
一

O
月
二
三
日
の
中
英
聞
の
所
謂
オ
ル
コ
ッ
ク
協
定
i
l
l
-調
印
者
は
、
英
園
公
使
オ
ル
コ
ッ
ク

(ω
可
河
口
神
宮
町

r
E
E
n
o
n
r・
5
3
1

5
ヨ
)
と
恭
親
王
・
文
鮮
そ
の
他
の
組
理
街
門
大
臣
ー
ー
は
、
ア
ヘ
ン
の
轍
入
税
を
一
ピ
ク
ル
に
つ
き
銀
五

O
雨
に
引
上
げ
た
。
併
し
、
周
知

オ
ル
コ
ッ
ク
協
定
は
種
々
の
黙
で
英
園
側
の
中
園
貿
易
関
係
の
業
者
の
反
劉
が
強
か
っ
た
震
に
、
英
園
政
府
部
批
准
を
拒
否
し

の
よ
う
に
、
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た。
一
八
七
五
年
二
月
に
雲
南
省
の
ピ
ル
マ
と
の
園
境
に
近
い
地
黙
で
北
京
め
英
園
公
使
館
の
館
員
マ

1
ガ
リ
(
〉
・
伺
・
7
A
白
『
官
ミ
・
同
∞
品
目
1
1
H

∞
浅
)

が
殺
さ
れ
た
所
調
マ
l
ガ
リ
事
件
の
あ
と
、
こ
の
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
と
オ
ル
コ
ッ
ク
協
定
が
瑳
殺
し
な
か
っ
た
震
に
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て

い
た
雨
園
聞
の
懸
案
を
解
決
す
る
こ
と
と
を
目
的
と
し
て
、
英
園
公
使
ト
マ
ス
・
ウ
ェ

1
ド

〈
ω可
吋

F
O
B
S
司

E
ロ
E
問
者
包
0

・
5
5
1
H呂
町
)
と

一
八
七
六
年
九
月
一
一
一
一
日
に
所
謂
芝
宋
協
定
が
調
印
さ
れ
'た
。
こ
の
協
定
の
第
三
部

北
洋
大
臣
李
鴻
章
の
聞
に
交
渉
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

。
通
商
〉
の
第
三
僚
は
、

ア
ヘ
ン
課
税
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

第
一
に

り こ
れ
を
僚
約
港
の
保
税
倉
庫
に
入
れ
る
。
第
二
に
、
ア
ヘ
ン
が
貰
れ
た
と
き
に
、

一
ピ
ク
ル
に
つ
き
銀
三
O
雨
〕
を
、
買
入
れ
た
中
園
商
人
か
ら
は
遊
金
を
、

洋
闘
は
、

ア
ヘ
ン
が
轍
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
と
り
あ
え
ず
洋
開
が

職
入
し
た
英
国
商
人
か
ら
は
験
入
税
〔
従
前
ど
お

629 

同
時
に
併
せ
て
徴
牧
す
る
。

第
三
に
、
徴
牧
す
べ
き
麓
金
の
額
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は
、
篠
約
港
ご
と
に
、
そ
の
省
の
嘗
局
が
こ
れ
を
定
め
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
新
た
に
宜
昌
、
蕪
湖
、
温
州
、
北
海
を
篠
約

港
と
し
て
聞
き
、
ま
た
、
揚
子
江
に
六
ケ
所
の
立
寄
港
守
O
H
Z
O『

g-C
を
設
け
る
こ
と
を
中
園
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
を
代
償
と
し
て
、
中

園
側
が
通
過
税
特
権
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
総
出
入
商
品
に
射
し
て
自
由
に
遊
金
を
か
け
る
権
利
|
|
外
国
商
人
は
こ
の
権
利
を
必
ず

し
も
認
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
ー
ー
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
だ
そ
の
徴
牧
方
法
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
種
の
ギ
ヴ
・
ア
ン

ド
・
テ
l
ク
の
一
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
に
、
篠
約
港
区
域
の
中
で
外
園
租
界
を
外
園
商
品
の
麓
金
菟
除
区
域
と
す
る

〔
即
ち
、
租
界
内
に
あ
る
拙
皿
金
徴
牧
所
は
租
界
外
に
撤
退
さ
せ
る
、
言
い
か
え
る
と
、
租
界
の
外
に
出
れ
ば
外
園
商
品
は
都
皿
金
の
劉
象
と
な
る
。
但
し
、
通
過
税

即
ち
、

特
権
を
利
用
し
う
る
こ
と
は
、
従
前
通
り
〕

(
第
三
部
第
一
保
)
、
第
二
に
、

買
れ
た
場
合
に
洋
闘
が
、
一
ピ
ク
ル
に
つ
き
三

O
雨
の
職
入
関
税
だ
け
で
な
く
、
賛
金
を
も
併
せ
て
同
時
に
徴
牧
す
る

枚
所
に
代
っ
て
徴
収
す
る
〕
、
そ
し
て
、
そ
の
麓
金
の
額
は
、
従
前
通
り
、

ア
ヘ
ン
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
よ
う
に

一
た
ん
保
税
倉
庫
に
入
れ
、

〔
即
ち
、
洋
関
が
麓
金
徴

各
省
首
局
の
裁
量
に
ま
か
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
第
三

部
第
三
僚
)
。
な
お
、
こ
の
二
黙
の
貫
施
期
日
に
つ
い
て
は
、
英
園
政
府
が
他
の
諸
外
国
政
府
と
了
解
を
と
げ
た
上
で
、

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と

-114-

し
た
(
第
三
部
第
六
僚
〉
。

芝
宋
協
定
を
中
園
政
府
は
直
ち
に
批
准
し
た
が
、
英
園
政
府
は
す
ぐ
に
は
批
准
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

は
、
第
三
部
第
一
僚
の
租
界
を
麓
金
克
除
匿
域
と
す
る
規
定
に
射
し
て
、
こ
れ
は
匡
域
の
外
で
の
内
地
闘
税
の
徴
税
を
公
然
と
認
め
る
こ
と
に

そ
の
主
な
理
由
は
、

一
つ
に

な
る
と
し
て
、
外
園
商
人
の
聞
に
反
射
が
強
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
つ
に
は
、
こ
と
に
、
麓
金
の
額
が
地
方
ご
と
の
裁
量
に
任
さ

れ
て
い
て
、
ど
れ
だ
け
に
な
る
か
が
分
ら
な
い
で
不
確
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鐙
金
が
高
く
な
っ
て
ア
へ
ン
の
寅
行
き
が
落
ち
て
、
イ
ン
ド
政

醸
の
ア
ヘ
ン
牧
入
が
減
少
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
麓
金
が
高
く
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
の
反
劃
は
、
英
園
と
イ
ン
ド
の
ア
へ

冷

''ν

ン
商
人
の
聞
で
も
強
か
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ン
ド
政
臆
と
ア
ヘ
ン
商
人
の
危
倶
の
底
に
は
、
中
園
の
圏
内
に
お
い
て
嬰
粟
の
栽
培
、
従
っ
て
土

煙
(
即
ち
、
圏
内
産
の
ア
ヘ
ン
〉
の
生
産
が
増
大
の
一
途
を
辿
り
、
将
来
戦
入
ア
ヘ
ン
を
駆
逐
し
か
ね
な
い
強
敵
と
な
り
つ
つ
あ
る
事
情
に
射
す

る
認
識
が
あ
っ
た
。
買
を
い
う
と
、
遊
金
の
課
税
率
に
つ
い
て
は
、
芝
米
協
定
の
交
渉
中
に
、
各
候
約
港
に
一
律
の
均
一
レ
l
ト
を
設
け
る
こ



主
が
倹
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
レ

l
ト
の
高
さ
に
つ
い
て
話
が
折
り
合
わ
な
か
っ
た
の
で
、
従
前
通
り
、
各
候
約
港
の
地
方
嘗
局
の
裁
量
に
任

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

英
園
に
よ
る
批
准
は
お
く
れ
に
お
く
れ
、

一
八
八
五
年
七
月
一
八
日
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
英
圏
外
相
ソ

l
ル
ズ
ベ
リ
ハ
列
島

E
〉
三
宮
司

、『帥
-ro

件。
2
2
ヨ0
・
pn子
同
F
F
円
仏
玄
R
官
官
同
O
同

ω同
-uzq-一

5
8
1
5
0
3
と
中
園
の
駐
英
公
使
曾
紀
津
(
一
八
三
九
1
一
八
九
O
〉
と
の
聞
に
結

ぼ
れ
た
追
加
篠
款
に
よ
っ
て
、
漸
く
問
題
の
解
決
を
み
た
。
即
ち
、
差
金
兎
除
匿
域
の
件
は
棚
上
げ
と
し
(
第
一
篠
〉
、
ア
ヘ
ン
に
つ
い
て
は
、

一
ピ
ク
ル
に
つ
き
三

O
商
の
鞍
入
税
と
、
一
律
八

O
テ
ー
ル
の
賛
金
と
を
、
洋
闘
が
併
せ
て
同
時
に
徴
牧
す
る
こ
と
と
し
〔
併
せ
て
、
一
ピ
ク
ル

に
つ
い
て
二

O
雨
で
、
ア
ヘ
ン
の
市
場
債
格
の
ほ
ぼ
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
〕
、
そ
の
他
に
は
、
包
装
を
解
か
ず
に
内
地
へ
職
、
逸
さ
れ
る

途
中
で
は
一
切
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
内
地
の
消
費
地
に
お
い
て
包
装
を
解
い
て
小
賀
さ
れ
る
と
き
に
は
、
土
煙
の
納
め
る
税
金
以
外
、

叉
は
、
以
上
の
税
金
を
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
(
第
三
係
、
第
五
篠
)
。

馬
建
忠
が
イ
ン
下
に
涯
遣
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
八
八
一
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
丁
度
、
こ
の
年
の
二
月
二
四
日
に
大
率
土

快
甘
総
督
と
し
て
長
《
内
陸
ア
ジ
ア
の
反
凱
鎮
匡
に
首
っ
て
い
た
左
宗
裳
(
一
八
二
丁
一
八
八
五
〉
が
北
京
に
入
り
、
二
月
二
七
日
附
で
軍
機

大
臣
・
総
理
街
門
大
臣
と
な
っ
て
、
ア
へ

y
課
税
を
め
ぐ
る
ウ
ェ

l
ド
英
圏
公
使
と
の
交
渉
に
も
、
し
ば
ら
く
の
問
、
開
興
し
た
。
快
甘
線
督

け

し

時
代
に
嬰
莱
栽
培
と
ア
ヘ
ン
吸
飲
を
き
び
し
く
取
締
っ
て
賓
績
を
あ
げ
た
経
験
の
あ
る
彼
は
、
高
率
の
課
税
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
吸
飲
を
お
さ
え

よ
う
と
い
う
考
え
方
で
、
一
ピ
ク
ル
に
つ
き
職
人
税
は
三

O
雨
、
産
金
は
一
二

O
雨
、
併
せ
て
一
五

O
雨
を
課
す
べ
し
と
ウ
ェ

l
ド
に
劃
し
て

@
 

主
張
し
、
こ
の
趣
旨
を
詳
論
し
た
奏
文
を
六
月
一
日
附
で
呈
し
た
。
政
府
は
六
月
五
日
附
の
上
誌
で
、
こ
の
奏
文
の
提
案
に
つ
い
て
、

-115ー

「
J
も
つ

と
も
な
意
見
で
あ
る
」
(
「
不
篤
無
見
」
)
と
し
、

か
っ
、
「
必
ず
賀
行
す
べ
き
も
の
」
(「此
事
務
在
必
行
」
)
と
し
て
、
「
南
北
洋
大
臣
、
一
幅
州
将
軍
、

じ各

ち@喜
督
撫

琴
海
開
監
督
しー

に
射
し
て
、

各
地
方
の
質
情
を
よ
く
検
討
し
て
、

取
締
と
徴
税
の
具
践
的
方
法
を
立
案
し
て
報
告
せ
よ
と
命

631 

こ
の
諮
問
に
答
え
た
李
鴻
章
の
七
月
一
一
日
附
の
奏
文
は
、
職
入
ア
ヘ
ン
と
土
煙
の
課
税
を
め
ぐ
る
問
題
貼
、

こ
と
に
香
港
を
中
心
と
す
る
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脱
税
の
賞
情
に
つ
い
て
詳
論
し
、

@
 

を
批
判
し
た
。
彼
は
、
こ
の
奏
文
で
は
、
針
案
と
し
て
の
自
分
の
数
字
を
出
し
て
い
な
い
が
、
ウ
ェ

l
ド
と
の
交
渉
で
は
、

テ
:
ル

テ
ー

ル

テ

ー

ル

②

O
雨
と
賛
金
八

O
雨
、
併
せ
て
一
一

O
雨
と
い
う
線
ま
で
下
げ
た
数
字
を
示
し
た
。

エ
グ
ア
γ
ジ
エ
リ
カ
ル
ズ

こ
の
頃
、
英
本
園
で
は
、
一
八
七
四
年
に
、

一幅
音
主
義
者
と
ク
エ
ー
カ
ー
を
中
心
と
す
る
、
ア
ヘ

ン
戦
争
嘗
時
か
ら
の
ア
ヘ
ン
反
射
運
動
の

流
れ
を
引
く
反
煙
協
曾

令
官
〉
田
町
-
。
・
0
1
2
H
E
r
n
-
2司向。『

Hroω
ロ宅『
2
臼

FOロ
O町
内

r
O
0
3ι言
、
吋
E

F
。
:
r
o
〉
E
・0
司
E
E
ω
。
n
E己
が

「賛
金
を
増
加
し
す
ぎ
る
と
、
脱
税
が
い
よ
い
よ
多
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し
て
暗
に
左
宗
葉
の
提
案

ほ
ぼ
、
職
入
税

結
成
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
有
力
な
人
士
を
動
員
し
て
議
舎
の
内
と
外
で
活
設
に
動
き
、
芝
宋
協
定
を
批
准
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
、

ま
た
、

ロ

ン
ド
ソ
の
中
園
公
使
館
と
も
接
燭
し
た
。
李
鴻
章
は
協
舎
か
ら
の
呼
び
か
け
に
答
え
て
一
八
八

一
年
五
月
二
四
日
附
の
書
翰
を
迭
り
、

こ
の
室
田

翰
は
七
月
二
九
日
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
上
で
公
に
さ
れ
た
。
李
鴻
章
は
、
こ
の
中
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
(
上
略
〉
ア
ヘ

ン
は
、
英
園

と
中
園
が
共
、通
の
土
俵
の
上
で
は
決
し
て
議
論
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
中
園
は
こ
の
問
題
全
鎧
を
道
徳
的
な
硯
貼
か
ら
み
る
が
、

英
国
は

り
、
英
圏
に
と
っ
て
は

ア
ヘ

ン
を
安
く
し
て
中
園
に
お
け
る

需
要
を
増
大
さ
せ
、

(
中
略
〉
ア
ヘ

ン
貿
易
に
つ
い
て
の
表
向
き
の
議
論
の
背
後
に
は
、

か
き
立
て
る
こ
と
が

は
っ

き
り
し
た
目
的
で
あ
る
。

-116 

財
政
牧
入
と
い
う
硯
酷
か
ら
み
る
。

(
中
略
)
中
園
に
と

う
て
の

主
た
る
動
機
は

到
る
慮
で
重
税
を
十か
け
て
ア
ヘ

ン
を
お
さ
え
る
こ
と
で
あ

か
な
ら
ず
イ
ン
ド
政
聴
が
あ
り

ど
ん
な
協
定
を
提
案
す
る
に
も
、
そ
れ

が
イ
ン
ド
政
聴
に
よ
っ
て
受
入
れ
や
す
く
、
そ
の
牧
入
を
き
ず
っ
け
な
い
よ
う
な
形
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
(
下
略
)
」
反
煙
協
舎
の
推
進
す
る
こ

@
 

う
し
た
反
射
運
動
の
影
響
力
と
反
響
を
、
英
本
園
政
府
も
イ
ン
ド
政
臨
も
決
し
て
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
李
鴻
章
は
、
左
宗
裳
の
一
五

O
雨
案
を
暗
に
批
判
し
た
前
述
の
一
八
八
一
年
七
月
一
一
日
附
の
奏
文
に
添
え
た
片
奏
で
、
ア
ヘ
ン

の
脱
税
を
防
い
で
税
の
増
牧
を
は
か
る
震
に
、
香
港
に
ア
ヘ
ン
貿
易
を
濁
占
す
る
「
公
司
」
を
設
立
し
、
役
所
が
大
綱
を
掌
揮
し
て
、
中
園
商

ド
ル
を
資
本
と
す
る
「
洋
薬
公
司
」

は、

ー一
ピ
ク
ル
に
つ
き
百
鉄
雨
の
税
金
(
「
税
麓
U

〉
ーを
納
め
る
と
い
う
構
想
を
申
出
て
来
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
彼
は
、
こ
の
構
想
に
賛

人
に
経
営
に
首
ら
せ
る
方
法
を
、
試
み
に
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
目
穴僅
的
に
、
贋
東
省
の
何
献
堤
そ
の
他
の
商
人
た
ち
が
、
香
港
に
銀
二
千
高

イ
ン
ド
政
臆
と
契
約
を
結
ん
で
ア
ヘ
ン
を
濁
占
的
に
購
入
販
買
し
、
中
園
政
府
に
射
し
て

を
設
立
し
、



意
を
表
し
て
、
税
金
は
大
官
を
特
涙
し
て
徴
牧
し
、
そ
の
中
か
ら
、
各
省
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
開
税
と
遊
金
の
取
り
分
を
迭
り
、
残
額
は
戸
部
に
迭

れ
ば
よ
い
と
し
、
た
だ
、
香
港
は
英
領
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
該
商
人
等
が
香
港
総
督
お
よ
び
イ
ン
ド
緯
督
と
交
渉
し
て
了
解
を
と
る
こ
と
が
必
一

要
一で
あ
る
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
奏
文
の
中
に
、
「
英
園
の
役
入
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
」

(
「
英
官
沙
苗
」
、
「
英
員
沙
苗
」
)
の
名
前
が
出

て
く
る
こ
と
で
、
彼
は
奮
暦
四
月
(
陽
暦
四
月
二
八
日
|
五
月
二
七
日
)
に
、
各
港
の
ア
ヘ
ン
の
貰
行
き
を
調
査
す
る
震
に
中
園
に
涯
遣
さ
れ
て
来

て
、
天
津
に
来
た
と
き
に
自
分
も
曾

っ
て
い
る
が

何
献
塀
等
、か
彼
と
ア
ヘ

ン
濁
占
の
公
司
を
つ
く
る
件
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
と
こ
ろ
、

@
 

「
心
に
留
め
て
お
こ
う
と
言
っ
て
く
れ
た
」
(
「
允
魚
留
意
」〉
と
い
う
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

李
鴻
章
の
こ
の
片
奏
は

「
南
行
記
」
の
冒
頭
に
、
李
鴻
章
か
ら
口
頭
の
訓
令
を
う
け
て
、
「
南
洋
」
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
た
す

「附
録
」
と
し
て
二
行
割
註
の
形
で
、
全
文
が
、
ほ
ぼ
同
文
で
、
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
馬
建
忠
が
、
こ
の
資
料

ぐ
そ
の
あ
と
に
、

を
し
て
彼
の
波
遣
の
由
来
な
い
し
は
背
景
を
語
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
輿
え
る
。

中
園
へ
来
て
、

こ
の
サ
ミ
品
エ
ル
(
「
沙
苗」

』

o
z
z
r
s
E
C
と
い
う
人
物
は
吋

一
種
の
ア
ヘ
ン
専
買
案
を
提
案
L
た
の
で
あ
る
。
そ
の

円

d

要
黙
は
、
J

イ
ン
ド
政
鹿
が
マ
白ル
ワ
・
ア
ヘ

ン
と
ベ
ル
シ
ャ
・
ア
ヘ
ン
を
含
む
「全
ア
へ
ン
の
貿
易
を
支
配
す
る
、
中
圏
以
外
の
香
港
、

ナ、
、
マ
ニ
ラ
な
ど
の
地
域
へ
の
割
嘗
分
を
除
炉
た
ア
ヘ
ン
は
す
べ
て
、

コ
チ
ン
シ

中
園
に
あ
る
中
園
人
も
し
く
は
外
園
人
た
る
濁
占
者
(
曲
目

g
s。
-zc

に
貰
り
渡
さ
れ
る
、
そ
の
濁
占
者
だ
け
が
外
園
ア
ヘ
ン
を
中
園
へ
聡
入
し
て
貰
り
さ
ば
き
、
洋
開
を
通
じ
て
中
園
政
府
に
一
ど
ク
ル
に
つ
き
一

O
O雨
を
支
梯
う
、
こ
れ
は
職
人
税
と
賛
金
を
ふ
く
む
他
の
一
切
の
税
金
に
代
る
も
の
で
、

@
 

わ

ず

と

い

う
も
の
で
あ

っ
た
。

」
れ
を
支
梯
っ
た
ア
ヘ
ン
は
候
約
港
と
否
と
を
問

李
鴻
章
は
サ
ミ
品
エ
ル
を
「
英
園
の
役

人
」
(「
英
官
」、「
英
員
」
)
と
い

っ
て
い
る
が
、
ウ
ェ

l
ド
は
彼
の
こ
と
を
「
金
融
機
関
に
関
係
し
て
い
る
聴
明
な
男
」
(
ぷ

P
S
E
-
-
m
g仲
間

OE-0
・

ど
こ
で
も
そ
れ
以
外
の
課
税
を
兎
れ
る
、

先
に
引
い
た
片
奏
で、

E
2
2
2
0
2
t
f
p
ヨ
o
u
a
お
2
2
o
m--v、
あ
る
い
は
、
「
民
聞
の
投
機
家
」
(
ぷ
宝
言
円
。

ζ
o
n
Z
E
g
--〉
之
形
容
し
、
「
彼
は
た
し
か
に
い

か
な
る
公
職
に
も
な
か
っ
た
。
併
し
、
領
事
や
公
使
か
ら
の
何
ら
の
紹
介
も
な
い
の
に
サ
ミ
ユ
エ
ル
氏
を
引
見
し
た
大
皐
士
李
〔
鴻
章
〕
は、

@
 

彼
が
公
人
と
し
て
の
責
任
の
あ
る
地
位
に
あ
る
も
の
と

J

誤
想
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
評
し
た
。

633 
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サ
ミ
ュ
エ
ル
案
に
射
し
て
、
中
園
政
府
は
何
ら
は
っ
き
り
と
し
た
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
案
は
、
李
鴻
章
が
馬
建
忠
を
イ
ン
ド
に

@
 

汲
遣
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
、
な
い
し
は
、
動
機
と
し
て
作
用
し
た
ら
し
い
。
ウ
ェ

l
ド
に
よ
る
と
、
李
鴻
章
は
、
サ
ミ
ム
エ
ル
の
先
例
に
な

フ
オ
リ
Y

ア
ド
グ
ア
イ
4
7
1

ら
っ
て
、
こ
れ
と
は
別
に
、
特
使
を
イ
ン
ド
に
汲
遣
す
る
こ
と
を
「
外
園
人
顧
問
」
か
ら
強
く
勤
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
選
ば
れ
た
の
が
馬
建
忠

で
あ
り
、
馬
建
忠
が
ア
ヘ
ン
貿
易
を
漸
減
し
て
終
了
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
打
診
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

@
 

護
案
に
よ
る
と
い
う
。
組
税
務
司
ハ

1
ト

(ω
可
河
。

Z
Z
目
白
血
ユ
・

5
8
l
H申
HH)
は、

こ
の
「
外
園
人
顧
問
」
の

も
っ
と
は
っ
き
り
と
、

馬
建
忠
の
波
遣
は
デ
ト
リ
ン
グ

(。E
Z〈

0
2
2
d
問)
〔
天
津
の
津
海
関
税
務
司
で
、

李
鴻
章
の
片
腕
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
〕
が
考
え
出
し
た
こ
と
で
、
李
鴻
章
が
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
サ

@
 

の
だ
と
断
言
し
て
い
る
。

(
動
向
ト
帆
「
同
帥
帥
円
。
一
何
回

r】
白

骨

}
W
C
ロ
品
。
『
・
ご

)

@
 

「
南
行
記
」
は
、
デ
ト
リ
ン
グ
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。

、
ユ
エ
ル
の
「
考
え
を
横
取
り
し
て
出
し
抜
い
た
」

ち
な
み
に
、

馬
建
忠
の

馬
建
忠
が
出
設
に
嘗
っ
て
李
鴻
章
か
ら
う
け
た
口
頭
の
訓
令
の
く
わ
し
い
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
背
景
を
念
頭
に
お

い
て
、
李
鴻
章
の
一
八
八
一
年
七
月
一
九
日
、
即
ち
、
馬
建
忠
が
天
津
で
乗
船
し
た
日
の
目
附
の
駐
英
公
使
曾
紀
津
宛
の
「
函
」
〔
公
務
の
上
で
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の
、
非
公
式
の
書
翰
〕
を
誼
む
と
、
馬
建
忠
の
出
裂
の
時
黙
で
、
何
が
彼
の
任
務
と
さ
れ
て
い
た
か
が
は
っ
き
り
と
分
る
。

こ
の
函
は
、
前
述
の
七
月
一
一
日
附
の
李
鴻
章
の
片
奏
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
の
要
貼
を
記
し
て
か
ら
、
失
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
此
事
〔
瞭
東
商
人
の
凋
占
案〕

は
重
大
で
あ
っ
て
、

イ
ン
ド
と
香
港
の
英
園
嘗
局
の
諒
承
を
え
た
上
で
な
い
と
試
掛
で
き
な
い
。

ウ
ヱ
l
ド
公
使
は
ひ
そ
か
に
イ
ン
ド
の
財
源
と
英
園
商
人
の
商
買
を
か
ば
い
、
ど
こ
ま
で
も
校
猪
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
相
手
に
交
渉
は
で
き
な

い
。
倣
慮
は
道
員
馬
建
忠
を
汲
遣
し
、
服
装
を
改
め
て
香
港
と
イ
ン
ド
に
赴
か
せ
て
商
情
を
ひ
そ
か
に
調
査
さ
せ
、

つ
い
で
に
手
紙
を
持
た
せ

一
切
の
こ
と
に
つ
い
て
討
論
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
大
意
は
、
中
園
と

英
園
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
は
、
我
々
は
脱
税
を
防
が
ね
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
は
イ
ン
ド
政
醸
の
牧
入
を
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

て
や
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
の
総
督
に
直
接
に
舎
っ
て
、

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ヘ
ソ
か
ら
の
牧
入
を
漸
次
に
減
少
さ
せ
る
方
法
を
ど
う
や
っ
て
し
か
る
べ
く
立
案
す
る
か
。
も
し
、
そ
の
方
法
に

つ
い
て
話
が
ま
と
ま
れ
ば
、
そ
の
上
で
、
華
商
が
資
金
を
集
め
て
公
司
を
設
立
で
き
る
か
ど
う
か
、
英
園
嘗
局
者
が
そ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か



を
み
た
い
。
ま
ず
、
内
情
を
く
わ
し
く
知
り
た
い
の
で
、
そ
う
す
れ
ば
方
法
も
考
案
で
き
よ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
く
し
の

私
見
で
あ
っ
て
、
総
理
街
門
に
は
相
談
を
し
て
な
い
。
唯
、
お
そ
ら
く
、
遁
員
馬
建
忠
が
香
港
と
イ
ン
ド
に
至
っ
た
後
、
先
方
が
或
い
は
外
務

@
 

省
に
電
報
で
報
告
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
あ
な
た
に
そ
の
こ
と
を
た
ず
ね
た
な
ら
ば
、
私
の
気
持
を
俸
え
て
頂
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
」

四

香
港
・
イ
ソ
ド
嘗
局
と
の
接
舗
と
、

ア
ヘ
ン
事
情
に
つ
い
て
の
調
査

さ
て
、
こ
の
放
行
に
お
け
る
馬
建
忠
の
公
的
な
活
動
の
跡
を
、
す
こ
し
詳
し
く
辿
っ
て
み
よ
う
。

上
海
に
上
陸
し
た
翌
日
、
馬
建
忠
は
外
園
書
庖
に
立
寄
っ
て
、
ア
ヘ
ン
問
題
に
関
す
る
外
園
書
を
数
般
購
入
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
上
海
滞
在

中
に
ざ
っ
と
目
を
逼
し
、
上
海
か
ら
香
港
へ
の
船
の
中
で
こ
れ
を
讃
み
、
香
港
に
到
着
し
て
か
ら
も
、
組
督
と
の
曾
見
に
赴
く
日
の
午
前
中

@
 

に
、
こ
れ
を
ひ
も
と
い
て
い
る
。

書
官
ア
イ
テ
ル
(
「
参
賛
歌
徳
星
」

F
5
2

』

o
E
E
一回

Ho--gω
∞1
5
8
)
と
は
、
連
日
の
よ
う
に
曾
っ
て
、

か
な
り
に
つ
っ
こ
ん
だ
話
し
合
い
を

-119ー

香
港
に
お
い
て
、
彼
は
香
港
綿
督
ヘ
ネ
シ
イ
ハ
「
撫
軍
燕
泉
斯
」

ω町
』

o
E
F宮
出
g
Z臼

印
可

L
∞忠
l
H
S
C
と
一
回
正
式
に
曾
談
し
、
組
督
秘

し
た
。
彼
は
こ
こ
一

0
年
聞
の
ア
ヘ
ン
に
関
す
る
保
存
記
録
九
二
件
の
閲
覧
を
許
さ
れ
、
こ
れ
に
目
を
逼
し
な
が
ら
中
文
で
書
抜
き
を
作
つ

@
 

た
(
「
随
関
随
謬
」
〉
。
彼
は
ま
た
、
へ
ネ
シ
イ
の
本
園
政
府
宛
の
機
密
遁
信
〈
「
密
腹
」
)
を
み
せ
ら
れ
た
。

「
南
行
記
」
に
は
、
馬
建
忠
が
八
月
五
日
に
へ
ネ
シ
イ
と
曾
見
し
た
折
の
問
答
の
概
略
を
記
録
し
た
「
節
恥
」
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
彼
は
ま
ず
、
中
園
に
お
け
る
現
行
の
ア
ヘ
ン
課
税
の
税
率
が
極
端
に
低
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
天
津
篠
約
の
定
め
た
一
ピ
ク
ル
に

つ
い
て
三

O
雨
と
い
う
職
人
税
は
、
従
債
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
ら
な
い
。
内
地
の
賛
金
税
を
加
え
て
も
、
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
な
ら

な
い
。
煙
草
や
酒
類
の
害
は
ア
ヘ
ン
の
百
分
の
一
程
度
で
あ
る
が
、
英
園
は
フ
ラ
ン
ス
の
酒
に
劃
し
て
一
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
を
か
け
、
フ

ラ
ン
ス
は
他
園
の
煙
草
に
二

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
の
税
を
か
け
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
は
、
政
府
の
専
買
の
買
値
の
買
入
債
格
の
ほ
と
ん
ど

中
国
は
芝
宋
協
定
の
ア
へ
ン
候
項
に
も
と
ョつ
い
て
、
ア

635 

倍
で
あ
る
(
「
幾
倍
三
鷲
」
〉
。
香
港
の
ア
ヘ
ン
税
は

一O
Oパ
ー
セ

ン
ト
で
あ
る
。
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へ
ン
の
課
税
率
を
高
め
た
い
の
だ
が
、
英
園
は
ま
だ
協
定
を
批
准
し
て
い
な
い
。
稔
入
税
と
賛
金
を
併
せ
て
一
ピ
ク
ル
に
つ
い
て
一
五

O
雨
と

し
た
い
と
い
う
大
準
土
左
宗
裳
の
提
案
を
、
高
率
に
す
ぎ
て
行
い
が
た
い
と
す
る
外
園
人
も
あ
る
が
、
一
五

O
雨
と
い
う
の
は
、
香
港
の
ア
ヘ

ン
税
の
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
れ
ば
、
字
分
以
下
で
あ
る
。
た
だ
、
左
宗
裳
の
提
案
が
ま
だ
寅
行
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
俄
か
に
税
を
増

す
と
、
脱
税
も
一

一層
ひ
ど
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ず
ね
求
め
る
震
に
、

し
か
も
同
時
に
、
脱
税
を
根
絶
で
き
る
よ
う
な
良
い
方
法
を
た

ヘ
ネ
シ
イ
に
禽
い
に
自
分
は
波
遣
さ
れ
て
来
た
の
だ
と
述
べ
、
ア
ヘ
ン
を
扱
う
権
を
政
府
が
掌
鐘
し
て
、
密
職
業
者
(
「
私

版
」
)
の
手
に
蹄
せ
し
め
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
職
人
を
一
年

一
年
減
少
さ
せ
て
、
漸
次
に
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い

@
 

へ
ネ
シ
イ
の
力
添
え
を
も
と
め
た
。

か
と
し
て

つ
い
で
、
馬
建
忠
は
、

だ
か
ら
こ
そ
、

ア
ヘ
ン
税
を
増
す
こ
と
が
で
き
て
、

と
し
、 こ

れ
に
針
す
る
ヘ
ネ
シ
イ
の
反
鷹
は
か
な
り
肯
定
的
で
、
中
園
が
ア
ヘ
ン
脱
税
を
杜
絶
さ
せ
る
の
を
助
け
た
い
と
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た

ア
ヘ
ン
の
税
金
は
暗
に
禁
止
の
意
を
寓
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
税
率
を
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
高
め
て
も
、
多
く
は
な
い

と
思
う
と
の
ベ
た
。
馬
建
忠
が
サ
ミ
ュ
エ
ル
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
と
、

ヘ
ネ
シ
イ
は

ハ
ー
ト
か
ら
の
来
信
で
も
こ
れ
を
善
し
と
し
て
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い
る
が
、

た
だ
イ
ン
ド
か
ら
の
ア
ヘ
ン
の
購
入
を
商
人
の
「
公
司
」
に
や
ら
せ
る
と
、
私
腹
を
肥
や
さ
れ
て
、
税
牧
入
の
助
け
に
な
ら
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
し
、
中
園
政
府
が
商
人
の
公
司
を
香
港
に
設
立
す
る
こ
と
を
准
し
て
も
、
英
園
政
府
と
し
て
は
断
じ
て
こ
れ
を
許
し
が
た
い
、
政

府
が
み
ず
か
ら
ア
ヘ
ン
を
イ
ン
ド
か
ら
買
入
れ
て
香
港
に
貯
識
し

買
入
債
格
の
五
割
増
し
な
い
し
は
二
倍
の
債
格
で
、
各
港
の
「
承
撹
公

司
」
(
専
寅
舎
祉
)
に
寅
れ
ば
、

「
公
司
」
に
や
ら
せ
て
職
人
税
と
賛
金
を
こ
れ
か
ら
徴
牧
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
。
馬
建
忠
は
こ
れ
に

劃
し
て
、

イ
ン
ド
政
臆
〈
「
印
度
図
家
」
)
は
中
園
だ
け
に
頁
る
こ
と
を
承
諾
す
る
だ
ろ
う
か
、

ヘ
ネ
シ
イ
は
イ
ン
ド
総
督
と
親
し
い
と
き
い
て
い

る
が
、
文
書
往
復
で
こ
の
件
に
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
か
と
問
う
た
。

ヘ
ネ
シ
イ
は
、

イ
ン
ド
総
督
か
ら
サ
ミ
ュ
エ
ル
案
を
大
筋
に
お
レ
て
支

持
し
て
い
る
よ
う
に
書
い
て
来
て
い
る
と
答
え
、
李
鴻
章
が
馬
建
忠
を
イ
ン
ド
に
汲
遣
し
て
ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
交
渉
に
嘗
ら
せ
る
こ
と
は

嘗
然
の
こ
と
だ
と
し
た
。
馬
建
忠
は
、
イ
ン
ド
に
行
く
か
否
か
は
、

ヘ
ネ
シ
イ
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
答
え
、

ヘ
ネ
シ
イ



ば
、
あ
な
た
の
震
に
よ
く
考
え
で
み
よ
う
と
挨
拶
し
た
。

八
月
五
日
の
馬
建
忠
・
ヘ
ネ
シ
イ
舎
談
の
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
馬
建
忠
は
そ
の
後
、
八
月
八
日
、
九
日
、

日
と
、
さ
ら
に
三
回
へ
ネ
シ
イ
に
舎
っ
て
い
る
。
ヘ
ネ
シ
イ
は
、
八
月
八
日
の
曾
見
の
折
に
は
、

一馬
建
忠
の
来
訪
の
事
情
を
す
で
に
く
わ
し
く

イ
ン
ド
綿
督
に
書
き
迭
っ
た
と
の
ベ
た
。
八
月
一

O
日J

に
は
、
特
に
イ
ン
ド
行
き
の
こ
と
で
ゆ
っ
く
り
相
談
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ヴ
ィ
ク

以
上
、
繁
を
い
と
わ
ず
、

。

ト
リ
ア
・
ピ
ー
ク
の
頂
き
に
あ
る
総
督
公
邸
に
招
か
れ

ヘ
ネ
シ
イ
が
自
分
で
書
い
た
イ
ン
ド
総
督
、

@
 

お
よ
び
ボ
ン
ベ
イ
知
事
に
そ
れ
ぞ
れ
宛
て
た
紹
介
紋
を
わ
た
さ
れ
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
海
峡
植
民
地
知
事
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
案
は
、

ア
イ
テ
ル
と
の
聞
で
も
話
題
に
な
っ
た
。
組
督
と
の
正
式
曾
談
の
前
日
、

八
月
四
日
、

ア
イ
テ
ル
は
馬
建
忠
の
問
い
に

答
え
て
、

こ
の
度
来
た
の
は
、
外
務
省

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
お
よ

び
中
圏
各
港
に
赴
い
て
ア
ヘ
ン
事
情
を
査
察
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、

賓
に
、
英
園
政
府
が
涯
遺
し
た
人
聞
で
あ
る
」
と
説
明
し
、

⑪
 

案

に

つ

い

て

は

、

ハ

l
ト
か
ら
の
来
信
で
も
こ
れ
に
傾
刷
れ
て
い
る
と
の
ベ
た
。
さ
ら
に
、

の
誼
明
書
を
所
持
し
て
〔
「
有
外
部
懇
信
」
|
|
或
い
は
、
外
務
省
の
信
頼
を
う
け
て
、
の
意
か
〕

イ
ン
ド
、
ベ
ナ
ン
、

「
サ
ミ
ュ
エ
ル
は

ロ
ン
ド

ン
の
イ
ン
ド
省
(
「
印
度
部
」
p
o
r
ι
Z
O
R
S
)
の
役
人
(「
司
員
」
)
で
、

サ
ミ
占
エ
ル
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「
貫
に
創
見
で
あ
る
」
と
評
し
、

ヘ
ネ
シ
イ
と
の
曾

談
の
次
の
目
、

が
来
て
密
織
を
取
締
る
こ
と
は
、
香
港
総
督
の
権
限
内
で
で
き
る
、

八
月
六
日
に
は
、
中
園
政
府
が
香
港
に
ア
ヘ
ン
の
貯
蔵
倉
庫
を
設
け
、
香
港
に
お
け
る
禁
制
品
の
扱
い
に
し
て
、
中
園
の
役
人

@
 

へ
ネ
シ
イ
も
そ
う
考
え
て
い
る
、
と
の
ベ
た
。

八
月
一
一
目
、
馬
建
忠
が
香
港
か
ら
出
帆
す
る
と
き
は
、

@
 

て
、
船
ま
で
同
行
し
て
見
迭
っ
た
。

ヘ
ネ
シ
イ
の
指
示
で
、

ア
イ
テ
ル
が
総
督
乗
用
の
小
型
汽
船
に
馬
建
忠
を
の
せ

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
駐
在
す
る
海
峡
植
民
地
知
事
ウ
ェ
ル
ド
(
「
本
埠
英
撫
味
磁
徳」

ω可

?
E
E
。r
E
0
3
-
5
4ぐ
巳
内

Y
Z
N
ω

-
5
2〉
の
代
理
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
・
ス
ミ
ス
(
「
代
理
本
煽
撫
軍
市
米
徳
」

ω目
。

2
ニ
2
0E
g
z
ω
E手
)
と
長
時
間
命
面
談
し
て
、

同
地
に
お
け
る

ア
ヘ
ン
貿
易
や
ア
へ
ン
牧
入
に
つ
い
て
皐
び
知
っ
た
。
避
暑
中
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ル
ド
知
事
と
は
、

ベ
ナ
ン
の
知
事
別
邸
に
お
い
て
禽
見
し
た
。
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次
の
日
に
、

ウ
ェ
ル
ド
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ベ
ナ
ン
の
ア
ヘ
ン
職
出
入
規
則
と
ア
ヘ
ン
精
製
所
規
則
(
「
煮
燈
公
司
之
例
」
)
と
を
届
け
で
よ
こ
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し

fミ@カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
、

ベ
ン
ガ
ル
準
知
事
ア
シ

ュ
リ
l

・
イ
l
デ
ン
(
「
撫
軍
堕
散
依
登
」

ω可
〉

与

-4
同

p
p
g
ω
H
H∞
∞
吋
)
の
秘
書
官
(
「
参
賃
」
)

高
克
来
(
原
名
未
詳
)
が
、
イ
ン
ド
政
聴
の
ア
ヘ
ン
専
買
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
く
れ
た
。
こ
の
人
の
紹
介
で
曾
っ
た
ア
ヘ
ン
事
務
主
任
措

馬
建
忠
を
ア
ヘ
ン
競
貰
場
へ
案
内
し
た
。
長
さ
数
十
丈
、
幅
五
丈
の
そ
の
部
屋
に
は
、

嘗
官
(
「
線
理
鶏
片
事
務
L
)

一
帽
貝
斯
(
原
名
未
詳
〉
は

0
0人
以
上
の
買
手
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
は

ユ
ダ
ヤ
人
が
一
ば
ん
多
く
、
ベ
ル

シ
ャ
人
と
英
園
人
も
か
な
り
居
た
。
英
園
人
仲

聞
の
頭
株
は
、
「
恰
和
行
」
(
(
』
堅
企
2
・
ω
r
5
2『

gι

の
0・
〔
噌
〕
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
幅
貝
斯
と
い
う
名
の
役
人
は
、
「
残
片
局
」

関
係
の
詳
細
な
規
則
集
二
巻
と
、
鵠
片
局
の
総
督
宛
の
前
年
度
の
年
次
報
告
書
一
巻
を
借
覧
さ
せ
て
く
れ
向
。

(
原
名
未
詳
〉

『
李
文
忠
公
全
集
』
の
「
謹
署
函
稿
」

単
位
一
こ
に
は
、
こ
の
三
回
の
曾
見
の
問
答
の
要
貼
を
一
問
一
答
の
形
式
で
記
録
し
た
三
つ
の
「
問
答
節
略
」
が
牧
め
ら
れ
て
い
加
。
そ
の
中
で

馬
建
忠
の
イ
ン
ド
放
行
の
い
わ
ば
山
場
は
、
シ
ム
ラ
に
滞
在
し
た
九
日
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
滞
在
期
間
中
に
、
彼
は
総
督
リ
ボ
ン
と
九
月
七

日
に
舎
見
し
、
そ
の
次
の
日
と
、
次
の
次
の
日
に
、
財
務
部
長
ベ
ア
リ
ン
グ
と
二
回
の
舎
見
を
し
た
。
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ベ
ア
リ
ン
グ
と
の
第
一
回
禽
見
の
「
節
略
」
|
|
長
さ
は
第
二
四
分
の
三
倍
を
こ
え
る
ー
ー
だ
け
が
、
「
南
行
記
」
の
九
月
八
日
(
奮
閏
七
月
一

@
 

五
日
)
の
項
に
、
二
行
割
註
の
形
で
入
っ
て
い
る
。

馬
建
忠
と
リ
ポ
ン
と
の
曾
見
に
つ
い
て

@
 

シ
ム
ラ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ン
ド
省
に
あ
て
た
一

O
月
一
日
附
の
報
告
は
、

き
わ
め
て
簡
潔
に
、

リ
ボ
ン
は
馬
建
忠

(27p
目
。
吋
n
r
g
m
-
p
o
同

2
3
Zミ
件
。
目
印
刷
R
o
-
-
2
4
t
z
E聞
の

E
ロ
m-
手
。
同
日
吉
コ
と
の
O
B
ヨ
5
5
5
コ
F
r
E
J

「
中
園
政
府
と
イ
ン
ド
政
聴

(
P
0
0
0
2
2
E
O
E
O同
目
立
E
)
と
の
聞
で
、

直
接
に
正
式
の
交
渉

Q
O司
自
己

5
同

o
z
z
oロ
る
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
併
し
、
も
し
彼
〔
馬
建
忠
〕
が
ベ
ア
リ
ン
グ
大
佐
と
話
し
合
え
ば
、

ア
ヘ
ン
に
闘
し
て
彼
の
役
に
立
ち
そ
う
な
ど
ん
な
情
報
で

も
、
非
公
式
に
〈
5
0由
2
色
也
、
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
告
げ
た
と
の
べ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

馬
建
忠
の
「
南
行
記
」
で
は
、
「
話
の
折
に
、
ア
ヘ
ン
の
こ
と
は
、
余
は
た
だ
そ
の
大
綱
を
綜
べ
る
だ
け
で
あ
る
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

財
務
部
長
と
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
話
し
合
っ
て
は
じ
め
て
、
明
か
に
な
ろ
う
と
の
ベ
た
」
と
だ
け
記
し
て
、
詳
細
な
節
略
に
ゆ
ず
っ
て
い
加
。



「
語
審
函
稿
」
所
牧
の
節
略
に
よ
る
と
、
商
圏
聞
の
交
渉
に
開
す
る
こ
と
で
、

劃
し
て
、
馬
建
忠
は
、
イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
専
買
に
封
し
て
英
園
議
舎
で
強
い
非
難
の
撃
が
上
っ
て
い
る
が
、

る
ア
ヘ
ン
は
急
に
は
禁
絶
で
き
な
い
と
指
摘
し
、
そ
こ
で
李
鴻
章
が
、
ま
ず
リ
ポ
ン
の
意
見
を
聞
い
て
、
後
の
交
渉
に
便
な
ら
し
め
る
震
に
、

こ
こ
で
き
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
リ
ポ
ン
の
護
言
に

イ
ン
ド
の
財
政
牧
入
の
大
宗
で
あ

自
分
を
汲
遣
し
た
の
だ
と
鷹
酬
し
た
。
彼
は
ま
た
、
職
人
ア
ヘ
ン
に
射
す
る
関
税
は
雨
園
の
協
定
に
よ
る
が
、
内
地
の
麓
金
の
税
率
は
、
こ
れ

け

し

と
ち
が
っ
て
、
中
園
の
一
存
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
密
粟
の
栽
培
の
禁
が
解
か
れ
て
土
煙
が
も
っ
と
増
せ
ば
、
イ
ン
ド
・
ア
へ

γ
の
賀
行
き
は
落
ち
よ
う
と
の
ベ
、
李
鴻
章
は
貴
園
と
の
和
好
が
す
で
に
深
い
こ
と
を
思
い
、
商
圏
の
隻
方
に
と
っ
て
善
い
方
策
を
あ
ら
か
じ

め
探
聞
す
る
震
に
自
分
を
よ
こ
し
た
の
だ
と
念
を
押
し
た
。

リ
ボ
ン
は
、

ヘ
ネ
シ
イ
か
ら
の
逼
信
で
、
中
園
政
府
が
ア
ヘ
ン
を
一
括
購
入
し
た

い
と
い
う
馬
建
忠
の
提
案
(
「
所
云
遁
盤
承
買
鴻
片
一
節
」
〉
に
つ
い
て
も
既
に
承
知
し
て
お
り
、
「
だ
い
た
い
賀
行
可
能
で
あ
る
が
、

判例刻、、
L
A
M
-
F

一

制
剤
ふ

μ
B
h
w
固
有
'
vhp

つ
い
て
は
な
お
詳
し
く
討
議
す
る
必
要
が
あ
る
」
〈
「
大
端
可
行
。
細
節
街
須
詳
議
。
」
〉
と
し
て
、
詳
細
に
つ
い
て
は
ベ
ア
リ
ン
グ
と
話
し
合
っ
て
く

をが
さそ
しれ
Tこ@ぞ
。れ

y、F

A 

{吏
を
汲
遣
し
て
チて
;x_ 

渉
す
る
と
き

こ
れ
を
擦
り
ど
こ
ろ
と
し
て
引
合
い
に
出
さ
な
い
で
ほ
し
い
〈
「
不
必
嬢
此
信
用
窓
」
〉
、
と
釘

-123ー

れ
と
の
ベ
、

た
だ
、
ベ
ア
リ
ン
グ
の
意
見
は
た
し
か
に
自
分
の
意
見
と
一
致
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
分
た
ち
の
意
見
で
あ
っ
て
、
他
日
南
園@

 

ベ
ア
リ
ン
グ
と
の
舎
見
に
つ
い
て
は
、
馬
建
忠
の
書
い
た
こ
つ
の
問
答
節
略
と
ベ
ア
リ
ン
グ
自
身
の
筆
に
成
る
「
馬
建
忠
と
の
舎
話
の
阻
覚
書
」

と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
馬
建
忠
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
流
暢
に
話
し
た
の
で
、
二
人
は
遁
謹
の
助
け
を
借
り
な

い
で
話
し
合
え
た
。
ベ
ア
リ
ン
グ
が
強
調
し
た
こ
と
は
、
外
交
交
渉
は
す
べ
て
北
京
駐
在
の
英
園
公
使
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
、
従
っ
て

自
分
の
い
う
こ
と
は
す
べ
て
個
人
と
し
て
の
意
見
に
す
ぎ
ず
、
本
国
政
府
な
い
し
は
、
イ
ン
ド
政
醸
の
総
督
や
同
僚
達
に
代
っ
て
言
質
を
輿
え

る
も
の
で
は
な
い
、

ま
た
自
分
の
個
人
的
意
見
で
も
、
そ
れ
を
文
書
の
形
に
し
て
わ
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
、

た
だ
、
後
日
の
交
渉
の
潟
の
準
備
工
作
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
答
え
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
馬
建

忠
は
、
自
分
の
任
務
は
、

具
程
的
な
細
か
い
提
案
を
す
る
の
で
は
な

639 

く
、
中
園
政
府
が
英
園
政
府
に
劃
し
て
ア
ヘ
ン
問
題
に
闘
し
て
提
案
を
し
た
場
合
に
、

イ
ン
ド
政
鹿
は
、
乗
り
気
に
な
っ
て
こ
れ
を
検
討
し
て
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お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
承
知
し
た
い
と
の
ベ
た
。
こ
の
粘
に
つ
い
て
の
ベ
ア
リ
ン
グ
の
返
事
は
、
自
分
の
個
人
的
意
見
で

あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
提
案
が
さ
れ
て
も
、
友
好
園
政
府
に
劃
し
て
嘗
然
梯
う
べ
き
敬
意
と
注
意
深
き
を
も
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

@
 

助
言
を
い
た
そ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
中
園
政
府
が
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
提
案
の
大
筋
と
い
う
の
は
、

「
イ
ン
ド
政
臨
は
中
園
の
必
要
と

く
れ
る
か
ど
う
か
、

す
る
ア
へ
ン
を
直
接
に
中
園
政
府
に
供
給
す
る
、
中
園
政
府
の
方
は
あ
る
一
定
の
金
額
を
何
年
か
の
閲
|
|
彼

〔馬
建
忠
〕
は、

な
い
し
は
五

O
年
か
、

と
い
っ
た
|
|
支
梯
う
こ
と
を
約
束
し
、

三
、
四

O
年、

@
 

そ
し
て
、
こ
の
金
額
を
漸
次
に
減
少
さ
せ
る
」
と
い
う
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に

封
し
、

ベ
ア
リ
ン
グ
は
、

「
イ
ン
ド
政
臆
の
財
務
部
長
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
、
中
園
政
府
の
し
よ
う
と
す
る
提
案
が
正
確
に
い
っ
て
如
何
な

る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

も
っ
と
詳
し
く
聞
か
せ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
意
見
は
何
も
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
答

え
た
。ベ

ア
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、

大
切
な
話
は
以
上
の
程
度
で
あ
っ
た
が

そ
れ
以
外
に
、

ア
ヘ
ン
問
題
を
め
ぐ
っ
て
あ
ち
こ
ち
と
話
題
が
と
ん

-124ー

で
、
話
が
は
ず
ん
だ
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
馬
建
忠
が
、

ベ
ン
ガ
ル
と
西
イ
ン
ド
に
お
け
る
政
聴
の
ア
ヘ
ン
枚
入
の
仕
組
に
つ
い
て
は
い
ろ
い

ベ
ア
リ
ン
グ
は
、
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
仕
組
の
特
徴
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
た
。
彼
は
、
中
園
政
府

ろ
と
知
り
た
が
っ
た
の
で
、

の
員
の
ね
ら
い
は
ア
ヘ
ン
の
吸
飲
を
本
首
に
根
絶
す
る
こ
と
に
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
た
だ
、
現
在
よ
り
以
上
の
牧
入
を
ア
ヘ
ン
か
ら
あ
げ
る

こ
と
に
あ
る
の
か
を
見
き
わ
め
よ
う
と
努
力
し
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。
併
し
、
彼
の
う
け
た
印
象
で
は
、

「
中
園
政
府
は

ア
ヘ
ン
牧
入
に

き
わ
め
て
重
き
を
お
い
て
お
り
、
こ
れ
を
捨
て
る
気
は
毛
頭
な
い
」
ょ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
推
測
し
え
た
限
り
で
は
、

馬
建
忠
は
ロ
ン

ド
ン
の
反
煙
協
舎
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
が

「
協
曾
は
、
政
治
的
に
は
、

さ
し
て
重
要
で
は
な
い
」
と
考
え
て
レ
る
よ
う
に
み
え
た
。

馬
建
忠
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
ベ
ア
リ
ン
グ
は

「
私
は
馬
建
忠
か
ら
、
概
し
て
、

か
な
り
良
い
(
『
巳
宮
『
同
曲
〈
。
ロ
『
白
E
O
)

印
象
を
う
け
た
」

と
許
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
中
園
側
の
立
場
を
、
彼
は
「
正
確
に
」
公
『
巴
F
E
-
-己
表
明
し
た
よ
う
に
み
え
た
、
と
の
べ
て
い
る
。

ベ
ア
リ
ン
グ
の
「
究
書
」
は
、
馬
建
忠
と
の
二
回
の
曾
談
を
一
括
し
て
扱
い
、

@
 

て
い
る
。
馬
建
忠
の
二
つ
の
「
問
答
節
略
」
こ
れ
と
は
針
照
的
で
、

の
方
は
、

い
わ
ば
項
目
別
に
ま
と
め

一
問
一
答
式
に
封
話
を
記
録
し
た
よ
う
な
陸
裁
に
な
っ
て
い

一
三
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
切
っ
て



る
。
こ
れ
を
.
さ
つ
と
讃
む
と
、

ち
ょ
っ
と
、

丁
丁
護
止
と
言
葉
の
刀
を
切
り
結
ぶ
、
試
合
を
見
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

馬
建
忠
の
打
診
し
た
ア
ヘ
ン
の
一
括
購
入
案
(
「
通
盤
承
賀
穂
片
一
節
」
)
に
劃
し
て
、
「
だ
い
た
い

賓
行
可
能
で
あ
る
」
(
「
大
意
可
行
」
、
「
大
略
可
行
」
、
「
大
約
可
笠
有
成
」
)
、
な
い
し
は
、
「
悪
く
は
な
い
」
(
「
未
篤
不
善
」
)
と
肯
定
し
な
が
ら
、
細
目

に
つ
い
て
な
お
討
議
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
留
保
を
つ
け
た
(
「
但
其
中
節
目
甚
多
。
有
非
簿
商
亦
有
難
以
弊
定
者
」
、
「
惟
細
節
山
問
須
詳
議
」
〉
。

リ
ボ
ン
と
同
じ
よ
う
に
ベ
ア
リ
ン
グ
も
、

彼
は
、

九
月
八
日
の
第
一
回
の
禽
談
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
問
題
黙
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
議
論
を
い
ど
ん
で
い
る
。
ハ
円
ア
ヘ
ン
の
一
括
購
入
を

中
園
政
府
が
み
ず
か
ら
行
う
の
か
、
民
間
舎
祉
(
「
公
司
」
)
に
請
負
(
「
承
緋
」
)
わ
せ
る
の
か
。
ベ
ア
リ
ン
グ
は
、

政
府
が
み
.
す
か
ら
行
う
方
式

を
強
く
推
し
た

0
0イ
ン
ド
政
聴
が
み
ず
か
ら
専
買
を
行
っ
て
い
る
ベ
ン
ガ
ル
と
、
藩
王
園
の
産
出
す
る
マ
ル
ワ
・
ア
ヘ
ン
託
職
出
税
を
か
け

る
西
イ
ン
ド
と
で
は
、
方
式
が
ち
が
う
の
で
、
扱
い
が
容
易
で
な
い
。
僧
毎
年
の
ア
ヘ
ン
の
賓
渡
債
格
を
ど
う
や
っ
て
き
め
る
の
か
。
帥
買
渡

じ
量
(
従
っ
て
、
イ
ン
ド
政
府
の
ア
ヘ
ン
牧
入
)
を
一
年
一
年
遁
減
さ
せ
て
行
く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
た
と
え
ば
、
五
年
毎
に
減
ら
す
よ
う
に
す
る

の
か
。
伺
ア
ヘ
ン
貿
易
を
こ
の
よ
う
に
遁
減
さ
せ
て
い
っ
て
、
馬
建
忠
の
い
う
よ
う
に
、
二
、
三

O
年
で
全
部
停
止
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、

ゆ
と
り
を
持
た
せ
て
、
五

O
年
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

-125ー

だ
け品第
でu 二

日
目

九
月
九
日
の
曾
談

ペ〉

L、
て
は

う
ま

「
午
の
刻
、
ま
た
ベ
ア
リ
ン
グ
に
舎
い
に
い
っ
て
、
暢
談
し
た
」
と
あ
る

「
課
署
函
稿
」
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
日
の
問
答
の
節
略
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
日
の
分
の
三
分
の
一
に
み
た
な
い
。
ひ
と

つ
自
に
つ
く
の
は
、
ベ
ア
リ
ン
グ
の
究
書
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
も
鱗
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
馬
建
忠
が
、
細
目
に
つ
い
て
の
ベ
ア
リ
ン
グ
の

「
南
行
記
」
は
、

意
見
の
要
黙
を
書
面
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
拒
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
問
答
節
略
」
に
よ
る
と
、
ベ
ア
リ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
理
由
を
あ

げ
て
断
っ
て
い
る
。

ず
先
ず
曾
議
を
し
た
上
で
な
い
と
書
く
わ
け
に
行
か
な
い
。
況
ん
や
、
こ
の
事
は
外
交
交
渉
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
英
園
政
府
か
ら
の
命

「
自
分
は
み
ず
か
ら
イ
ン
ド
政
隠
の
財
務
の
仕
事
に
嘗
っ
て
い
て
、

お
よ
そ
、
文
書
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
に
は
、
必

~41 

令
を
う
け
て
い
な
い
の
で
、
誼
擦
に
な
る
よ
う
な
文
書
を
勝
手
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
貧
に
職
務
上
う
け
る
嘗
然
の
制
約
で
あ

@
 

っ
て
、
決
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
責
任
逃
れ
を
す
る
の
で
は
な
い
。
ど
う
か
、
諒
と
さ
れ
た
い
n

」
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「
南
行
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
九
月
九
日
に
、
馬
建
忠
は
舎
談
か
ら
戻
る
と
、

電
報
を
李
鴻
章
あ
て
に
打
つ
向
。

ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
の
朕
況
の
大
略
を
報
告
す
る

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
馬
建
忠
は
九
月
一
四
日
に
シ
ム
ラ
を
護
ち
、
三
日
後
に
ボ
ン
ベ
イ
に
つ
い
た
。
ボ
ン

ベ
イ
か
ら
は
、
彼
は
プ

l

ナ
へ
祉
き
、
同
地
で
ボ

ン
ベ

イ
知
事
フ
7
1
ガ
ソ

ン
か
ら
手
厚
い
歓
待
を
う
け
た
。
フ
7
1
ガ
ソ

ン
は
、
中
園
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
税

率
の
数
字
を
き
く
と
、

イ
ン
ド
の
ア
ヘ
ン
総
出
税
は
一
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
も
の
も
あ
る
と
答
え
、
輪
出
税
で

@
 

こ
の
通
り
な
の
だ
か
ら
、
戦
入
税
は
も

っ
と
高
率
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
ベ
た
。

そ
れ
は
大
へ
ん
低
い
、

プ
l
ナ
か
ら
ボ
ン
ベ
イ
に
戻
る
と
、

馬
建
忠
は
、

フ
ァ

l
ガ
ソ
ン
か
ら
連
絡
を
う
け
て
い
た
ア
ヘ
ン
税
務
主
任
捨
嘗
官
(
「鴻
片
税
務
総
理
」
〉

い
ろ
い
ろ
と
皐
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
次
の
日
の

朝
、
彼
の
方
か
ら
巴
暗
克
を
訪
ね
、
従
来
か
ら
の
ア
へ
ン
税
関
係
の
規
則
を
集
め
た
三
巻
の
書
物
を
見
せ
ら
れ
旬
。

巴
恰
克

(
原
名
未
詳
)
の
来
訪
を
う
け
、

マ
ル
ワ
・
ア
ヘ

ン
に
射
す
る
税
の
仕
組
に
つ
い
て
、

そ
の
日
の
午
後
に
、

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
サ
ス

l
ン
商
舎

(
U
E戸

内
山

ω
2
2
8
2
ι

の
O
B
司
自
己
の
本
庖
の
責
任
者
ソ
ロ
モ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・

-126ー

サ
ス

l
ン
(
「
沙
遜
行
主
沙
落
潮
」
ω
o
Z
B
S
U
2
E
r
g
o
o
p
H∞
品
目

l
H
S
C
が
曾
い
に
来
て
、
イ
ン
ド
へ
な
さ
り
に
来
た
お
仕
事
は
ど
ん
な
様

子
か
、
と
た
ず
ね
た
。
馬
建
忠
は
、
た
だ
観
察
に
来
た
だ
け
で
あ
る
と
答
え
た
。
彼
は
、
ま
た
、
中
園
で
は
誰
も
が
ア
ヘ
ン
の
税
金
を
高
く
す

-7
1
ル

け

し

る
こ
と
に
賛
成
で
、
す
で
に
一
五

O
雨
に
す
る
こ
と
に
き
ま

っ
て
い
る
、
嬰
粟
栽
培
の
禁
を
解
け
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、

ア
ヘ
ン
の
職
入
は
日
に
日
に
減
る
だ
ろ
う
と
の
ベ
マ

こ
れ
は
も

っ
と
も

な
考
え
で
あ
る
(
「
此
読
不
気
無
見
」)
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
、

ち
な
み
に
、
中
園
と
の
ア
ヘ

ン
貿
易
に
従
事
し
て
い
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
サ
ス
l
ン
商
舎
そ
の
他
の
ボ
ン
ベ
イ
商
人
は
、

ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い

て
政
臆
と
話
し
合
う
寓
に

「
中
園
の
使
節
」
(
印
。
T
S
M
O
何
回
〈

O可
)
が
イ
ン
ド
に
到
着
し
た
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
と
し
て
、

一
八
八
一
年
九
月

七
日
附
で
リ
ボ

ン
総
督
宛
に
請
願
書
を
迭
っ
た
。
こ
の
請
願
書
は
、
職
入
ア
ヘ
ン
に
射
す
る
税
金
が
引
上
げ
ら
れ
る
と
土
煙
の
競
争
力
を
更
に

高
め
る
こ
と
に
な
る
と
警
戒
し
、
「
中
園
に
お
け
る
イ
ン
ド
・
ア
ヘ
ン
に
封
す
る
課
税
の
方
法
は
、
天
津
縦
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
現
在

の
方
法
の
ま
ま
に
し
て
お
く
よ
う
」
に
と
要
請
し
た
。
同
様
の
請
願
書
が
、
ジ
ャ

l
デ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ

l
商
曾

(
r
E
5
0・
ω
E
2
2
2
ι

。。・)



建
忠
を
訪
ね
て
来
た
の
は
、

他
三
六
人
の
カ
ル
カ
ず
タ
の
ア
ヘ
ン
商
人
か
ら
リ
ボ
ン
宛
に
同
年
九
月
一
三
日
附
で
迭
ら
れ
た
。

ア
ヘ
ン
商
八
遠
の
こ
う
し
た
動
き
を
背
景
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
と
は
、

ソ

ロ
モ

言ン
う・
まデ
でイ
もヴ
なィ
カミ ド
ろ・
う@サ
。ス

ン
ヵ:
馬

五

旗
行
中
に
出
舎
っ
た
西
洋
人

放
行
中
、
馬
建
忠
は
、
英
園
の
植
民
地
官
吏
以
外
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
西
洋
人
に
出
舎
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
上
海
で
、
彼
は
ブ
ラ
ジ
ル
公
使
カ
ラ
ド
(
「
略
公
使
」
開
含
曲

Eop--包
O
)

に
出
禽
い
、
童
食
に
招
か
れ
た
。
カ
ラ
ド
は
、
嘗
時

交
渉
中
で
あ
っ
た
中
園
と
の
篠
約
案
の
一
候
項
に
つ
い
て
議
論
を
持
ち
か
け
た
が
、
馬
建
忠
は
、
別
の
仕
事
で
来
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ

@
 

の
問
題
に
立
入
る
こ
と
を
避
け
た
。
イ
タ
リ
ア
公
使
デ
・
ル
カ
(
「
遊
嘉
徳
」

F
B
E
E
P
F
C
E
)
は
、
彼
を
晩
餐
舎
に
招
い
た
。

一
四
人
の

人
が
集
ま
り
、
そ
の
園
籍
は
一
二
ケ
園
に
わ
た
っ
た
。
主
人
役
の
ル
カ
公
使
は
、
李
鴻
章
の
震
に
乾
杯
し
た
。
こ
の
席
で
、
彼
は
新
任
ス
ベ
イ

ン
公
使
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
イ
・
ム
ニ
ョ
ス
(
「
線
利
格
」
ロ
o
ロ
ヲ

Z
5
5
m邑
コ
m
C印
刷
吋
玄
ロ
雪
印
)
に
出
曾
っ
た
。
こ
の
人
に
劃
し
て
は
、
馬
建
忠

@
 

の
方
か
ら
、
中
園
側
が
前
任
の
ス
ペ
イ
ン
公
使
と
の
聞
で
話
し
あ
っ
て
い
た
外
交
案
件
を
話
題
に
し
た
。
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香
港
で
は
、

だ
か
ら
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
ロ
ウ
レ
イ
ロ
(
「
路
領
事
」

』。臼

b
t
ω
-
-
Z
F
E
Z
-
2
)
が
来
訪
し
た
。
彼
は
、
汽
船
で
目
障
り
で
き
る
近
さ

マ
カ
オ
へ
遊
び
に
行
っ
て
総
督
に
曾
わ
な
い
か
と
誘
っ
た
。
馬
建
忠
は
、
命
を
う
け
て
こ
こ
へ
来
て
い
る
の
で
、
勝
手
に
マ
カ
オ
へ

行
く
わ
け
に
行
か
な
い
し
、
商
圏
聞
で
は
未
だ
に
友
好
俊
約
〔
一
八
六
二
年
八
月
二
百
、
天
津
で
調
印
〕

@
 

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
責
任
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
し
て
、
申
出
を
断
っ
た
。

の
批
准
交
換
が
で
き
な
い
で
い
る
の
も

サ
イ
ゴ
ン
で
は

馬
建
忠
と
奮
知
の
間
柄
で
あ
る
コ
チ
ン
シ
ナ
穂
督

ル
・
ミ

l
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
レ
ル
(
「
駐
港
撫
軍
味
納
爾
」

ン
テ
ィ
一
ヤ
ン
(
「
徳
星
窓
線
兵
」

組
督
代
理
の
海
軍
少
将
ド
・
ト
ラ

-;zz-PEm邑
L
w
E
g
g
-
-
0
2
2
0・
L
O

吋円。ロ

5
5
)
を
訪
ね
、
午
餐
に
引
留
め
ら
れ
加
。

F07白
河
日
常
ざ
寄
る
が
蹄
圏
中
で
あ
っ
た
の
で
、

643 

上
海
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
カ
ル
カ

ッ
夕
、
お
よ
び
ボ
ン
ベ
イ
に
お
い
て
、
馬
建
忠
は
香
港
上
海
銀
行
(「
騒
堕
銀
行
」
押

FOEs-。回同

マ
ネ
ジ
ャ
ー

gιω
『

g
m
E
F
F品
目
聞
の

oG025ロ
)
の
現
地
代
表
者
と
接
燭
し
て
い
る
。
上
海
支
庖
長
カ
メ
ロ
ン
ハ
「
加
末
隆
」
何
耳

g
p目
。
円
。
ロ
)

t土
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4
7
1
7

マ
ネ
ジ
ャ
ー

馬
建
忠
と
は
天
津
で
知
り
合
っ
た
仲
で
あ
っ
た
が
、
彼
を
夜
の
宴
舎
に
招
い
た
。
香
港
で
は
、
同
銀
行
の
総
支
配
人
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
(
「
甲
克
松
」

↓roヨ
自
』

R
r
gロ
)
が
、
彼
を
訪
ね
て
来
た
。
ヵ
ル
カ
ッ
タ
の
同
銀
行
代
理
人
モ
リ
ス
(
「毛
壁
土
」

開
・
玄
0
3
ω
)

は、

彼
を
管
区
銀
行
(
「
印

度
官
銀
行
」

同

7
0

司『命的戸内目。ロミ∞

gr)
に
案
内
し
て
、

そ
の
内
部
を
見
皐
さ
せ
た
。

モ
リ
ス
は
彼
を
晩
餐
に
招
い
た
。
同
席
者
は
、

香
港
上
海
銀
行
の
代
理
人
ノ

l
ブ
ル
(「
諾
貝
肋
」、
「
諾
貝
勃
」

つ
い
で
、

管
区
銀
行
と
同
地
の
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
長
、
二
人
で
あ
っ
た
。
ボ
ン
ベ
イ
で
は
、

。
・
開
・
2
。
E
O
〉
が
、
彼
を
商
船
の
ド
ッ
ク
を
見
せ
に
案
内
し
た
。
ド
ッ
ク
の
傍
に
は
倉
庫
が
並
び
、
そ
の
中
に
は
、
敏
道
の
引
込
線
で
運
ば
れ

@
 

て
来
た
轍
出
向
け
の
穀
物
が
充
満
し
て
い
た
。

上
海
の
カ
メ
ロ
ン
は
、
前
述
の
宴
舎
の
折
に

ロ
ン
ド
ン
の
庖
か
ら
、
中
園
の
鍛
道
建
設
の
震
に
二
千
高
金
ポ
ン
ド
(
「二
千
蔦
金
残
」)
ま
で

は
喜
ん
で
貸
そ
う
と
電
報
で
言
っ
て
来
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
の
ベ
た
。
「
本
銀
行
は
、
中
国
人
が
日
本
人
よ
り
も
遁
か
に
信
頼
で
き
る
と
い

う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
っ
、
鍛
遁
は
中
園
に
と
っ
て
も
有
盆
で
、
少
し
も
損
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
と
、
皆
が
承
知
し

て
い
る
。
中
園
を
助
け
た
い
人
は
多
い
。
今
は
駄
目
で
あ
る
が
、
将
来
は
、
必
ず
中
園
に
銭
道
を
敷
く
こ
と
に
な
ろ
旬
。」
フ
ラ

ン
ス

の
有
力

コ
ン
ト
ア

I
ル
・
デ
ス
コ
ン
ト
・
ド
ゥ
・
パ
リ
(
の
。
ョ
司
Z
F同

2
w
R
o
g
司円。

ι
0
2
2
)
の
副
支
配
人
ハ

l
ド
キ
ャ
ス
ル

(「
赫
徳
加
斯
肋
」

-128ー

銀
干丁

明
・
』

-zh耐え
2
2
Z
)
は、

丁
度
、
上
海
支
庖
に
来
て
い
た
が
、
馬
建
忠
を
招
い
て
酒
杯
を
か
わ
し
た
。

彼
は
そ
の
席
で
、
も
し
、
中
園
が
借
款

を
必
要
と
す
る
な
ら
、
自
分
の
銀
行
は
他
行
よ
り
は
安
い
利
息
で
|
||
六
パ
ー
セ
ン

ト
ま
で
下
げ
ら
れ
よ
う
1

1
貸
そ
う
と
い
い
、
そ
の
場
合

@
 

に
は
、
聞
に
第
三
者
が
入
る
と
、
そ
れ
だ
け
コ
ミ
シ
ョ
ン
が
か
さ
む
か
ら
、
直
接
に
本
銀
行
に
あ
た
っ
て
く
れ
と
附
け
加
え
た
。

上
海
か
ら
香
港
へ
行
く
船
の
中
で
、
馬
建
忠
は
ジ
ャ

l
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
舎
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ジ
ッ
ク
(
「問
斯
味
」
者
一
一
-
E自
国
内

0
2
5
5

に
禽
い
、
長
時
聞
の
閑
談
を
か
き
ね
た
。
同
商
舎
の
横
漬
支
庖
長
を
し
た
鰹
験
の
あ
る
ケ
ジ
ッ
ク
は
、

日
本
の
商
人
は
信
用
で
き
な
い
(
「
反
覆

都知信」〉
、
契
約
書
も
反
故
同
然
に
扱
う
(「調
券
被
若
宮-
文
」
)
と
極
言
し
、
他
方
、

上
海
に
庖
を
設
け
て
か
ら

三

O
除
年
に
な
る
が
、
中
園
の
商

人
は
一
諾
千
金
で
、
-
度
も
損
害
を
蒙
ら
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
の
ベ
た
。
彼
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
苦
言
を
馬
建
忠
に
呈
し
た
。
「
閣
の
強

い
の
は
、
園
の
富
に
よ
る
。
園
の
富
は
、
た
だ
、
商
業
に
依
存
す
る
。
中
園
人
は
、
お
お
む
ね
、
貿
易
に
く
わ
し
い
。
従
っ
て
、
富
圏
の
基
礎



は
具
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、

い
ろ
い
ろ
と
妨
害
を
し
て
い
る
。
こ
の

た
だ
、
中
園
の
商
人
は
摩
聞
が
な

お
園
の
政
府
は
こ
れ
を
助
け
る
方
法
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、

よ
う
に
し
な
が
ら
富
強
を
求
め
よ
う
と
欲
す
る
の
は
、
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

く
、
人
柄
も
野
卑
な
も
の
が
多
い
。
士
大
夫
も
彼
ら
と
交
わ
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
し
、
中
園
に
居
る
我
々
西
洋
人
仲
間
が
中
園
の

商
入
を
宴
舎
に
招
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
木
嘗
に
、
中
園
の
商
人
が
拳
聞
を
し
て
、
行
儀
も
よ
く
な
れ
ば
、
士
大
夫
も
彼
ら

を
さ
げ
す
ま
な
い
だ
ろ
う
し
、
西
洋
人
も
喜
ん
で
交
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
官
界
で
名
聾
を
争
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
市
場
で
利
盆
を

@
 

日
に
日
に
多
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
、
富
強
を
求
め
る

一
つ
の
方
法
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

手
'お
う
と
す
る
も
の
が
、

-品-

" 
華
僑
と
の
接
鯛

ペ
サ
4
・
ゴ
ン
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ベ
ナ
ン
で
、
馬
建
忠
は
何
人
か
の
華
僑
と
接
燭
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

=129ー

@
 

サ
イ
ゴ
ン
で
は
、
輸
船
招
商
局
の
代
理
人
を
し
て
い
る
張
需
森
(
字
は
、
沃
生
)
と
い
う
商
人
を
訪
ね
て
い
-る
。
醇
編
成
〈
一
八

三一九
U
一
八
九
四
)
は
、
一
八
九

O
年
、
駐
英
公
使
と
し
て
赴
任
す
る
途
中
、
サ
イ
ゴ
ン
で
招
商
局
の
代
理
人
た
る
張
察
課
に
曾
っ
て
い
る
。
醇

、一
隅
成
，の
出
使
日
記
は
、
彼
に
つ
い
て
、
贋
東
省
香
山
鯨
の
人
で
、
サ
イ
ゴ
ン
に
三

O
年
居
住
し
て
、
商
貰
で
富
を
き
ず
き
、
男
の
子
が
一

O
入

@
 

あ
っ
た
と
述
べ
、
「
人
と
な
り
は
誠
篤
で
、
中
園
人
の
放
人
を
心
を
こ
め
て
も
て
な
す
」
と
-
評
し
て
い
る
。
サ
イ
ゴ
ン
で
、
馬
建
忠
は
ま
た
、

@
 

張
需
帯
林
の
友
人
張
鏡
河
か
ら
、
同
地
の
ア
ヘ
ン
事
情
に
つ
い
て
聴
取
し
て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
彼
は
、
中
園
領
事
館
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
園
が
海
外
に
設
置
し
た
最
初
の
領
事
館
で
、

一
八
七
七
年
に
開

設
さ
れ
、
…
カ
ン
ト
ン
に
近
い
責
捕
出
身
の
大
商
人
で
、
舎
糞
義
輿
舎
の
顔
役
で
も
あ
っ
た
胡

E
基
(
字
は
政
調
停
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は

ez。
。
〉
F

次
々
当
宮
田
宮
曲
、
と
し
て
知
ら
れ
た
〉
(
一
八
二
ハ
|
一
八
八

一〉

が
初
代
領
事
に
任
命
さ
れ
た
。
馬
建
忠
が
来
た
と
き
は
、

一
八
八
一
年
三
月
に

@
 

胡
E
基
が
逝
去
し
た
あ
と
で
、
随
員
蘇
准
清
が
領
事
ゼ
代
行
し
て
い
た
。
馬
建
忠
が
イ
ン
下
か
ら
の
蹄
り
に
シ
ン
一ガ
ポ
ー
ル
に
立
ち
寄
っ
た
と

き
は
、
彼
と
奮
知
の
聞
が
ら
で
「
年
少
俊
爽
」
(
央
費
需
の
評
吾
首
)
の
左
乗
隆
(
字
は
、
子
輿
〉
が
領
事
で
あ
っ
た
。
彼
は
し
き
り
に
懐
か
し
が
っ

0645 
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@
 

て
馬
建
忠
を
も
て
な
し
、
次
の
日
の
出
帆
の
折
に
は
、
船
ま
で
見
遺
り
に
来
た
。

左
乗
隆
は
、
胡
亜
基
の
よ
う
な
所
調
商
人
領
事
で
は
な
く
、
外
交
官
領
事
官
と
な
る
震
の
正
規
の
訓
練
を
う
け
た
官
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
駐

防
慶
州
正
黄
旗
漢
軍
に
属
す
る
旗
人
で
、
贋
東
同
文
館
の
出
身
。
成
績
優
秀
の
た
め
、
京
師
同
文
館
に
迭
ら
れ
て
英
語
を
皐
び
、

副
数
習
と
な
っ
た
。
一
八
七
八
年
、
曾
紀
淳
公
使
の
も
と
に
、

年
に
、
曾
紀
津
の
推
薦
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事
と
な
り
、

つ
い
で
英
文

一
期
三
年
の
任
期
を
三
期
つ
と
め
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
中
園
公
使
館
勤
務
の
英
文
三
等
緒
書
官
と
な
っ
た
が
、

そ
の
問
、

一
八
八

M
N
g
m
O
ロ
〉
曲
目
o
n
s
t
oロ
と
い
う
中
園
人
の
震
の
揖
論
協
倉
公
営

Z
E
m

臼

0
2
0
円
己
を
組
織
し
て
、

一
八
八
二
年
に
岳
刊
の
己
2
己
主

み
ず
か
ら
そ
の
曾
長
と
な
り
、

シ
ン
ガ

赴
任
す
る
途
中
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
曾
っ
た
左
乗
隆
に
つ
い
て
、
出
使
日
記
の
中
で
、

ポ
ー
ル
の
数
育
の
あ
る
中
園
人
た
ち
の
英
語
の
力
を
磨
き
、
数
養
と
品
性
を
高
め
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
醇
一隅
成
は
、

「
左
君
は
、
嘗
地
で
領
事
を
つ
と
め
る
こ
と
九
年
に
な

一
八
九

O
年
、
欧
州
へ

る
。
聴
明
か
つ
腕
利
き
で
(
「
精
明
幹
練
」
)
、

外
園
語
に
よ
く
通
じ
て
お
り
、
英
園
の
役
人
と
は
、

誰
と
も
う
ま
く
行
っ
て
い
る
(
「
輿
英
官
皆
淡

-130ー

治
」
)
。
仕
事
の
慮
理
の
し
方
は
、
き
わ
め
て
穏
嘗
で
あ
る
と
い
う
評
判
で
あ
る
(「緋
事
頗
稽
穏
健
」
〉
。
け
だ
し
、
領
事
の
中
で
出
色
の
人
物
で
あ

@
 

る
」
と
許
し
て
い
る
。

招
商
局
の
代
理
人
で
あ
る
同
知
衝
胡
泰
興
、

お
よ
び
大
金
持
の
事
上
達
と
郎
忠
波
、
と
い
う
四
人
の
中
園
商
人
が
、
馬
建
忠
を
宿
の
顔
金
水
桟
に
訪
ね
て
来
た
。
彼
ら
は
北
京
官
話
を
話
さ

(
正
し
く
は
、
「
副
議
衡
司
」

h
g
E
E
H

ベ
ナ
ン
で
は
、

ア
ヘ
ン
の
精
製
を
濁
占
的
に
請
負
っ
て
い
る
郎
天
徳
(
穴
『
。
。
↓

zz
ロ
ε、「

撫
衛
司
」

買
え
o
n
g円
。
問
。
r
E
2
0
)
カ
1
ル
ハ
「
嘉
爾
」
肘
・
関
白
ユ
〉
、
が
、
一
幅
建
語
と
贋
東
語
を
よ
く
し
た
の
で
、
逼
羽
一
昨
を
つ
と
め
た
。

こ
の
重
立
っ
た
役
人
で
あ
る
マ
ク
ネ
ア
(
「
埠
中
督
理
璃
克
奈
者
」
の

o
-
g
E
g
m
E
S♂
玄
企
O

『
』
・
司
・
〉
・
玄
n
Z
3
る
が
、

よ
く
遁
じ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、

居
合
わ
せ
た

ず
、
馬
建
忠
が
英
語
で
話
し
か
け
て
も
、

同
じ
ベ
ナ
ン
で
、
こ

、'"。
L
t
 

マ
ク
ネ
ア
は
、

馬
建
忠
を
萱
食
に
招

「
こ
の
港
の
金
持
の
商
人
は
、

こ
と
ご
と
く
中

カ
ー
ル
と
、
他
の
役
人
二
人
も
同
席
し
た
そ
の
食
事
の
雑
談
の
折
に
、

園
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
い
や
し
く
て
浅
薄
な
の
で
、
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
(
「
都
隠
不
可
輿
言
」
)
。
た
だ
、

で
信
頼
が
お
け
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
財
産
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」
と
の
ベ
た
。
馬
建
忠
は
、

商
貰
の
や
り
方
が
ま
じ
め

「
華
英
書
院
」
を
も
っ
と
設
立
し



@
 

て
、
彼
ら
を
激
化
す
べ
き
だ
ろ
う
と
答
え
る
と
、
皆
が
ま
こ
と
に
然
り
と
言
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

シ
ム
ラ
で
、
あ
る
日
、
一
人
の
贋
東
人
が
曾
い
に
来
た
。
そ
の
言
う
こ
と
に
は
、
一
五
年
前
に
茶
商
人
と
し
て
嘗
地
に
来
て
、
長
年
、
こ
こ

に
住
ん
で
家
庭
を
作
っ
た
が
、
今
で
は
破
産
朕
態
で
、
食
べ
る
に
も
事
歓
い
て
い
る
と
。
馬
建
忠
が
何
ル
ピ
ー
か
を
興
え
る
と
、

@
 

去
っ
た
。

そ
の
男
は
立

七

馬
建
忠
の
イ
ソ
ド
観

滞
在
で
、

イ
ン
ド
、

か
っ
、
イ
ン
ド
政
醸
の
意
向
を
打
診
す
る
使
命
を
帯
び
て
イ
ン
ド
に
来
た
馬
建
忠
は
、

イ
ン
ド
人
、
な
い
し
は
イ
ン
ド
吐
舎
を
ど
の
よ
う
に
観
察
し
た
か
。

一
ヶ
月
た
ら
ず
の

ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
調
査
し
、

馬
建
忠
が
八
月
一
九
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
港
に
到
着
し
て
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
、
否
、
イ
ン
ド
人
に
つ
い
て
の
最
初
の
経
験
は
、
船
に
上
つ

@
 

て
来
た
税
関
の
小
役
人
に
よ
っ
て
手
荒
く
荷
物
を
検
査
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ル
カ
ッ
タ
と
ボ
ン
ベ
イ
で
、
馬
建
忠
は
し
ば
し
ば
果
贋
需
と

一
緒
に
出
か
け
て
、
町
の
中
を
見
て
ま
わ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
彼
は
カ
ル
カ
ヅ
タ
で
は
管
匡
銀
行
と
ア
ヘ
ン
の
競
貰
所
を
参
観
し
、
ボ
ン

-131ー

ベ
イ
で
は
商
船
の
ド
ッ
グ
を
見
事
し
た
。
ま
た
、

カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
、
或
る
日
の
午
後
、
裁
判
所
の
法
廷
を
傍
聴
に
出
か
け
た
。
員
中
に
英
園

人
の
裁
判
官
が
居
て
、
右
側
に
イ
ン
ド
人
の
逼
需
が
一
人
、
左
側
に
は

敷
ず
つ
|
|
並
ん
で
い
た
。
裁
剣
官
が
ま
ず
原
告
に
訊
問
し
、

「
律
師
」

(
陪
審
員
で
あ
ろ
う
〉
が
数
十
人
|
|
英
人
と
イ
ン
ド
人
が
牢

つ
い
で
被
告
の
「
訟
師
」

(
ソ
リ
シ
タ
ー
の
た
ぐ
い
か
〉
が
訊
問
し
た
。
事
件
は

い
ず
れ
も
金
銭
関
係
の
も
の
で
、
剣
決
は
流
れ
る
が
如
く
下
さ
れ
、
忽
ち
の
中
に
数
十
件
が
片
づ
い
た
。
被
告
は
お
お
む
ね
イ
ン
ド
人
で
、
彼

@
 

ら
は
、
合
掌
を
し
て
裁
判
を
う
け
、
お
そ
れ
お
の
の
い
て
い
る
風
情
で
あ
っ
た
。

カ
ル
カ
ッ
タ
で
ア
シ
ュ
リ
1
・
イ
l
デ
ン
招
待
の
晩
餐
が
移
っ
た
あ
と
の
お
茶
の
席
で
、
馬
建
忠
は
数
人
の
大
金
持
の
ナ

E
唱
与
)
と
一
緒
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
流
暢
に
英
語
を
話
し
た
が
、
そ
の
口
ぶ
り
か
ら
察
す
る
と
、
西
洋
風
の
政
治
に
射
し

⑮
 

て
す
こ
ぶ
る
批
剣
的
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
三
日
後
に
、
彼
ら
の
中
の
一
人
の
「
磨
羅
」
ハ
原
名
不
詳
〉
と
い
う
名
の
ナ
ワ

l
プ
が
家
令
(
「
線
管
」
〉

八
月
三
日
の
夜
、

ワ
ー
プ
〈
「
土
曾
」

647 
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を
馬
建
忠
の
ホ
テ
ル
に
よ
こ
し
た
。
家
令
は
、
ナ
ワ
l
ブ
が
曾
紀
津
公
使
(
「
曾
星
使
」)
か
ら
贈
ら
れ
た
「
頭
等
費
星
」
(
「
賓
星
」
は
清
末
に
外
園

入
に
贈
っ
た
勅
章
で
、
「
頭
等
」
は
罰
『
M
H

門

-
2日
'の
意
)
と
、
公
使
の
公
印
(
「
闘
防
L
)

を
捺
し
た
公
文
書
に
英
需
を
添
え
た
も
の
と
を
見
せ
て
、
本

嘗
に
中
園
政
府
が
賜
わ
っ
た
も
の
な
の
か
と
た
ず
ね
た
。

欽
差
大
臣
(
「星
使
」
公
使
は
、
欽
差
大
臣
の
資
格
を
帯
び
た
)
の
印
が
捺

@
 

し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
疑
い
も
な
く
中
園
政
府
が
賜
わ
っ
た
も
の
だ
と
答
え
た
。

「
南
行
記
」
を
誼
む
と
、
馬
建
忠
が
英
園
の
支
配
下
の
イ
ン
ド
の
歴
史
に
鋭
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
一

八
五
七
l
五
八
年
の
「
大
反
凱
」
(
「
成
盟
八
年
兵
後
」
〉
に
つ
い
て
、
か
な
り
要
領
を
え
た
、
短
か
い
記
述
を
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
反
凱
後

@
 

ャ
ド
事
態
が
ど
う
襲
っ
た
か
と
い
う
黙
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
英
園
政
府
と
藩
王
園
と
の
閥
係
、
い
い
か
え
る
と
、
英
園
政
府
の
落
王

。

固
に
劃
す
る
支
配
の
方
法
に
注
目
し
て
、
要
黙
を
お
さ
え
た
説
明
を
し
て
い
る
。

馬
建
忠
は
、

だ
が
、
馬
建
忠
に
一
ば
ん
強
い
印
象
を
興
え
た
の
は
、
自
の
蛍
り
に
見
た
ボ
ン
ベ
イ
の
繁
祭
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
す
で
に
香
港
で
、
ボ
ン

ベ
イ
は
マ
ル
ワ
・
ア
ヘ
ン
を
聡
出
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
繁
祭
は
ま
さ
に
首
都
カ
ル
カ
ッ
タ
を
し
の
ご
う
と
し
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
た

e
@
 

が
、
ボ
ン
ベ
イ
で
、
馬
車
に
乗
っ
て
は
じ
め
て
市
中
見
物
に
出
か
け
た
と
き
に
は
、
E
大
な
高
層
建
築
が
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
街
並
み
に

@
 

ま
た
、
買
業
の
中
心
地
域
(「街
市
」
)
が
慶
大
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
も
匹
敵
す
る
こ
と
に
お
ど
ろ
い
た
。

ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
す
る
イ
ン
ド
の
綿
業
の
勃
興
と

-132ー

お
ど
ろ
き
、

彼
は
、
こ
の
ボ

ン
ベ
イ
の
繁
築
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
、

関
連
さ
せ
て
、
弐
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
ボ
ン
ベ
イ
港
は
、

四
方
を
山
に
固
ま
れ
、
風
や
波
の
危
険
が
な
い
。
商
船
は
織
る
が
如
く
往

来
し
、
各
園
は
い
ず
れ
も
汽
船
命
聞
社
が
あ
っ

て
、
こ
こ
と
貿
易
し
て
い
る
。
そ
の
繁
祭
の
理
由
を
推
察
す
る
に
、

き
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
棉
花
を
使
っ
て
来
た
欧
州
の
木
綿
工
場
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
棉
花
を
職
入
で
き
な
く
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
の
と

そ
こ
で
英
園
人

は
き
そ
っ
て
イ
ン
ド
に
赴
い
て
棉
花
を
買
附
け
た
。
イ
ン
ド
は
、
毎
年
、
億
寓
ル
ピ
ー
も
の
棉
花
を
職
出
し
た
。
同
治
八
年
〔
一
八
六
九
年
〕
に

ス
エ
ズ
運
河
が
開
通
し
、
イ
ン
ド
に
来
る
商
船
は
、
喜
墓
峰
を
ま
わ
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
ま
で
、
二

O
日
ほ
ど
で
行
け
る
こ
と
に

な
り
、
イ
ツ
ド
と
ア
メ
リ
カ
の
欧
州
か
ら
の
距
離
は
ほ
ぼ
相
等
し
く
な
っ
た
。
か
く
て
、
イ
ン
ド
の
棉
花
は
欧
州
を
聾
断
し
た
。
今
日
、
イ
ン



ド
で
は
自
ら
織
物
工
場
〔
「
織
廠
」
〕
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
英
園
の
織
物
エ
場
は
自
立
し
に
く
く
な
っ
て
、
始
め
で
尾
大
の
患
を

味
わ
っ
て
い
る
。
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
内
蹴
の
と
き
、
外
園
商
人
は
中
園
へ
も
や
っ
て
来
た
。
中
園
の
棉
花
商
人
〔
「
販
棉

市
倫
」
〕
は
、
棉
に
水
を
し
ま
せ
、
目
方
を
ふ
や
し
て
利
盆
を
む
さ
ぼ
ろ
う
と
し
た
。
棉
は
赤
道
を
過
ぎ
る
と
、
す
べ
て
腐
っ
て
使
い
も
の
に
な

ら
な
く
な
り
、
商
い
は
絶
え
た
。
本
嘗
に
、
も
し
中
園
で
あ
ま
っ
て
い
る
棉
花
を
英
闘
に
運
ん
で
、
そ
の
利
盆
で
、
イ

ン
ド
が
得
て
い
る
ア
へ

は
じ
め
て
木
棉
を
も
た
ら
し
蹄
っ
た
そ
の
功
は
、

ン
の
利
盆
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
元
の
太
組
が
イ
ン
ド
を
征
服
し
て
、

恵
み
を
中
圏
全
瞳
に
ひ
と
と
き
施
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
如
何
せ
ん
、

一
、
二
の
好
商
の
鶏
に
、
我
々

は
よ
い
機
舎
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
、

ア
ヘ
ン
の
轍
入
に
よ
っ
て
、
園
際
牧
入
は
依
然
と
し
て
際
限
も
な
く
赤
字
を
つ
づ
け
、
イ

γ
ド
に
年
々
銀
を
供
給
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
鍛
道
を
敷
設
し
、
河
川
や
運
河
を
波
諜
す
る
。

@
 

中
園
の
民
は
日
々
貧
し
く
な
る
。
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
だ
。
」

イ
ン
ド
の
民
は
日
々
富
み
、

こ
の
文
章
は
、

ヨ
ー
ロ

ッパ

を
直
接
に
知
っ
て
い
る
中
園
の
寅
務
イ

ン
テ
リ
が

一
八
八
一
年
と
い
う
時
貼
で

一
ヶ
月
た
ら
ず
の
イ
ン
ド

-133ー

滞
在
で
、
何
を
考
え

3
E
こ
に
目
を
つ
け
、
そ
し
て
、
何
を
感
じ
た
か
を
、
銑
く
示
し
て
い
る
。

八

む
す
び
|
|
英
康
需
の
見
た
馬
建
忠

最
後
に
、
同
行
者
英
康
需
の
「
南
行
日
記
」
が
描
い
て
み
せ
て
い
る
人
間
馬
建
忠
の
面
影
に
ふ
れ
て
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

「
黒
水
洋
」

「
南
行
日
記
」
に
は
ベ

「
余
、
高
臥
し
て
食
せ
ず
。
す
こ
ぶ
る
眉
叔
〔
馬
建
忠
の
き
の
榔
撤
す
る
所
と
な
る
。
然
れ
ど
も
、
社
心
こ
と
に
挫
け
ざ
る
也
」
と
あ
加
。
八

月
二
四
日
に
ベ
ナ
ン
を
出
て
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
の
数
日
聞
も
、
連
日
船
出
揺
れ
て
食
事
が
ほ
と
ん
ど
と
れ
ず
、
呉
庫
風
骨怖
は
馬
建
忠
に
か
ら

@
 

か
わ
れ
つ
づ
け
た
(「
故
無
解
於
眉
叔
之
明
也
」
)
。
シ
ム

ラ
で
、
馬
建
忠
の
仕
事
も
移
っ
て
、
明
日
は
同
地
を
護
つ
と
い
う
九
月
一
三
日
の
午
後
、

七
月
一
九
日
に
天
津
で
乗
船
し
た
二
人
が
、
芝
宋
で
一
晩
碇
泊
し
て
、
さ
ら
に
上
海
に
向
つ
て
の
航
海
中
、
七
月
一
一
一
二
日
に
、

〈
所
在
来
詳
〉
に
さ
し
か
か
る
と
東
南
風
が
強
く
吹
き
出
し
、
船
が
ひ
ど
く
揺
いれ
た
。
果
贋
需
は
船
に
酔
っ
た
ら
し
く
、

649 



650 

二
人
は
馬
に
乗
っ
て
遊
覧
に
出
か
け
た
。

「
眉
叔
は
い
つ
も
、
お
前
さ
ん
は
金
持
の
お
で
ぶ
ち
や
ん
だ
か
ら
、
馬
を
躍
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な

た
ず
な

い
に
き
ま
っ
て
い
る
と
私
を
瑚
け
る
の
で
、
こ
こ
で
私
は
、
轡
を
ふ
る
っ
て
、
馬
を
速
く
走
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
眉
叔
は
、
自
分
は
内

@
 

も
も
に
肉
、
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
し
、
馬
は
力
が
弱
い
の
で
、
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
行
っ
て
く
れ
る
と
あ
り
が
た
い
の
だ
が
と
い
っ
た
。
」

九
月
一
五
日
、
こ
の
日
は
二
人
は
デ
リ
ー
で
汽
車
を
乗
り
換
え
て
、

「
南
行
日
記
」
の
こ
の
日
の
項
に
、
呉
贋
需
は
次
の
よ
う
に
書
い
た。

ボ
ン
ベ
イ
を
目
指
し
、
ラ
l
ジ
プ
タ

1
ナ
を
行
く
途
中
で
あ
っ
た
が
、

「
眉
叔
観
察
〔
道
員
馬
建
忠
〕
は

お
ど
け
た
才
人
〔
「
滑
稽
才
」
〕
だ
。

私
と
の
変
わ
り
が
深
い
の
で
、
私
の
上
司
だ
と
い
う
身
分
を
忘
れ
て
気
盛
に
振
舞
い
、
ど
ん
な
こ
と
も
、

ん
ど
の
放
行
中
、
眉
叔
は
ず
っ
と
、
こ
の
仕
事
の
つ
ら
さ
を
ひ
ど
く
嫌
っ
て
、
苦
に
し
つ
、
つ
け
た
。
あ
ま
り
こ
ぼ
す
の
で
、

い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
せ
せ
ら
笑
う
。
こ

私
は
、
到
頭
、
員

面
白
な
顔
を
し
て
、
大
盤
で
激
し
く
言
い
争
っ
て
、
こ
れ
を
と
め
た
。
私
が
反
封
し
た
の
で
、
眉
叔
は
、
こ
ん
ど
は
、

@
 

し
た
。
や
は
り
、
遠
慮
の
な
い
諌
言
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
な
の
だ
と
い
え
よ
う
に

註①
つ
ぎ
の
英
文
ペ
ー
パ
ー
は
、
外
交
と
海
軍
に
つ
い
て
の
よ
記
の
二
論

文
を
一
つ
に
ま
と
め
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
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②
「
南
行
記
」
は
、
『
遁
可
務
記
言
記
行
』
(
序
文
、
光
緒
二
二
年
、
木
版

本
〉
(
影
印
本
が
沈
雲
龍
主
編
『
近
代
中
園
史
料
叢
刊
』
〔
蔓
北
、
文
海
出

版
社
〕
、
第
二
ハ
輯
に
入
っ
て
い
る
〉
の
中
の
『
遁
可
湾
記
行
』
に
、
そ

の
巻
二
と
省
三
と
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
影
印
本
で
は
、
木
版
本
の
丁

自
分
自
身
を
笑
い
草
に

-134ー

附
が
そ
の
ま
ま
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
他
に
、
各
頁
の
下
の
欄
外
の
徐
自

に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
『
遁
可
粛
記
言
記
行
』
全
健
の
通
し
ベ

l
ジ
の
ノ
ン

ブ
ル
が
打
た
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
南
行
記
」
は
、
木
版
本
で
は
、
『
適
可

飛
記
行
』
巻
二
の
一
丁
表
か
ら
一
九
丁
一
一
袋
ま
で
と
、
巻
一
一
一
の
一
丁
表
か
ら

二
四
丁
裏
ま
で
で
あ
る
が
、
影
印
本
の
下
の
欄
外
の
遁
し
ぺ
l
ジ
附
で
い

う
と
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
頁
二
四
三
l
二
八

O
、
お
よ
び
、
頁
二
八
一

1

三
二
八
に
あ
た
る
。
本
稿
で
は
こ
の
木
版
本
を
底
本
と
す
る
が
、
比
較

的
ど
こ
で
で
も
閲
覧
で
き
る
影
印
本
の
通
し
ベ
l
ジ
附
で
、
『
記
言
記
行
』
、

頁
口
口
口
と
し
て
引
用
す
る
。
ち
な
み
に
影
印
本
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
み

え
る
塗
抹
の
部
分
は
、
財
園
法
人
東
洋
文
庫
所
蔵
の
木
版
本
と
封
校
し
た

限
り
で
い
え
ば
、
す
べ
て
木
版
本
に
お
け
る
塗
抹
と
同
じ
で
あ
る
。
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「
南
行
記
」
は
、
玉
錫
旗
輯
『
小
方
壷
菊
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
(
上
海

著
易
堂
排
印
木
、
序
文
光
緒
二
三
年
〔
一
八
九
七
年
〕
〉
(
影
印
本
、
費
文

書
局
、
一
九
六
四
年
)
、
第
一

O
峡
に
も
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
排
印

本
と
前
掲
の
木
版
本
で
は
、
こ
ま
か
い
黙
で
内
容
に
若
干
の
相
違
が
あ
る

が
、
二
つ
の
版
本
の
閲
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
。

な
お
、
私
は
既
に
、
「
南
行
記
」
に
つ
い
て
夫
の
ペ
ー
パ
ー
を
公
に
し

た
。
玄
白
白
白
骨
幽

E
F
5
0
¥語
曲
。
}
回
一
。
ロ

-
n
r
g
K臼

E
E
g
g
-ロ
ι
E

E
呂
田
日
空
白
神
円
2
0
Z
n
n
o
s
y
ミ
S'vh宮
崎
町
と
週
訪
問
=
(
園
際
基

督
教
大
皐
『
佐
倉
科
皐
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
〔
~
S
3
Q向
。
¥
句
。
町
民
と

~
E
S町内〕、

第
一
七
披
〔
一
九
七
九
年
三
月
〕
、
頁
一

O
七
|
一
一
一
一
一
〉
。
こ
れ
は
、
一

九
七
八
年
一
一
月
に
香
港
中
文
大
皐
の
中
園
文
化
研
究
所
と
香
港
大
皐
の

ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
公
宮
内
U
g
g『
え
〉
巴

2
2
E
5
)
で
、
私

の
「
南
行
記
」
研
究
の
中
関
報
告
と
し
て
褒
表
し
た
も
の
で
、
本
稿
は
、

こ
れ
に
全
面
的
な
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
英
文
ペ
ー
パ
ー
の
起
草

に
嘗
つ
て
は
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ド
関
係
に
つ
い
て
は
松
井
透
氏
と
山
崎

利
男
氏
か
ら
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ベ
ナ
ン
関
係
に
つ
い
て
は
白
石
隆
氏
か

ら
、
香
港
政
廃
と
外
因
系
銀
行
舎
祉
関
係
に
つ
い
て
は
潰
下
武
士
山
氏
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
示
教
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
び
の
補

訂
に
蛍
つ
て
は
、
香
港
中
文
大
四
月
干
の
王
徳
昭
氏
と
玉
爾
敏
氏
か
ら
、
呉
庚

岬
閉
そ
の
他
の
中
園
人
関
係
に
つ
い
て
の
懇
切
な
示
数
に
負
う
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
。
ま
た
、
中
文
資
料
の
讃
み
方
に
つ
い
て
前
野
直
彬
氏
の
敬
一
示
を

え
た
。
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。

③
「
南
行
記
」
は
、
内
容
か
ら
い
っ
て
、
彼
が
婦
閤
後
に
提
出
し
た
報
告

書
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
序
文
や
、
践
女
の
た
ぐ
い
も
つ
い
て
い
な
い

し
、
そ
う
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
だ
け
の
確
謹
が
な
い
。

④
呉
庚
需
「
南
行
日
記
」
は
、
前
掲
、
王
錫
棋
輯
『
小
方
壷
寮
輿
地
叢
紗

再
補
編
』
第
一

O
峡
に
、
馬
建
忠
「
南
行
記
」
の
す
ぐ
あ
と
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

⑤
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
三
、
一
一
四
五
。
訓
令
の
内
容
は
、
こ
こ
に
引

い
た
「
鴻
片
事
宜
を
訪
解
せ
よ
」
と
い
う
以
上
に
は
分
ら
な
い
。

⑥
香
港
総
督
に
あ
て
た
紹
介
状
は
、
馬
建
忠
が
外
園
文
(
「
洋
文
」

l
!こ

の
場
合
、
英
文
〉
で
起
草
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
中
文
-
露
(
も
し
く
は
中

文
の
原
文
)
の
大
意
な
る
も
の
が
、
「
南
行
記
」
の
八
月
二
日
(
醤
七
月

八
日
〉
の
項
に
、
割
註
で
入
っ
て
い
る
(
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
三
|
二

五
四
て
そ
の
全
文
は
、
後
出
、
註
⑧
を
み
よ
。
イ
ン
ド
総
督
宛
の
紹
介
状

(
英
文
)
の
全
文
は
、
-
次
を
み
よ
。

H
E
3ユ
色
。
。
日
目

u
a
g
o♂
司
叩
r
z・

件
。
〈

-
2
3司
俗
ロ
品
。

040『ロ
O円
。
。
ロ
雪
巳

O四回口品
5
・』己

q

g・
5
∞
H・

冒
険
喝

3
0
2
3岡
町
内
宮
口
町
任
。
三
巴
件
。
同
冨
曲
穴
号
、
H，nr。
口
四
円
。
同
国
会
曲

Z
H∞∞
Y
E
E
E
E
S
玄
『
・
百
三
鈴
子

ω
2
5
gミ
件
。
同

ro

。。

Z
『ロ

E
O
E
。間同ロ品目

P
Hり宮曲目円。

ωロ
品
。
。
日

B
O『
n
o
u
o唱曲ユ
a

E
Oロペ・

(
E
S
H
a
ミ
h
V
5
3
M
1弘
S
F
R
L『3
h
r
H
N。志向

。
。
若
宮
古
帆
3

3

0匹、民里遺守、
H
S
2お
N
匂

HFH『8
2忌
司
令
書
同

NUHF

U
R内
宮
守
町
、
』

SLwh
自民
h
b
h』町民
VSRhh町
内
♂
〈

o--M
〔司

3
8ロ芯仏

g

ro岳
民

0
5
2
0同司
E
-
E
E
O口
同
『
可
。
。
ョ
ヨ
曲
目
品
。
同
国
司
玄
と

gq-

F
。
E
o
p
H
S品〕・

3
・
8叶
1
8∞
〔
〉

3
2
E
H
Uハ
〈
〕
〉
・
(
以
下
、
イ

ン
ド
政
廉
か
ら
の
こ
の
報
告
書
は
、

EHU30『
MHom曲
正
百
四
件
Y
0
4
2
5

。
同
室
ω
聞内円。、
H，n
v
g
m
g
H
E
Z
5
5∞
Huw
と
し
て
引
用
。
〉
こ
の
紹

介
吠
も
馬
建
忠
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
文
語
は
、
「
南
行

記
」
に
は
の
っ
て
い
な
い
。

⑦
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
五
、
二
四
七
、
二
五
て
二
五
三
、
二
六
二
、
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二
七
二
|
二
七
四
、
二
七
六
、
二
七
九
、
二
八
二
、
二
八
八
。
カ
ル
カ
ッ
タ

の
「
大
東
客
寓
」
を
、
現
在
も
存
す
る
大
ホ
テ
ル
岳
仰
の
日
見
切

g
z
z

E
2
0
-
と
し
た
の
は
、
荒
松
雄
・
松
井
透
爾
氏
の
示
数
に
よ
る
。

③
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
八
、
二
九
四
|
二
九
六
、
二
九
七
三

O
八、

三
一
一

ー
コ
二
二
、
三
一
六
|
=
二
九
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
三
二
三
三
二
八
。

⑮
前
出
、
註
②
と
註
④
を
み
よ
。

⑪
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
の
ベ
た
奥
底
掃
の
出
自
と
経
歴
は
、
主
と
し
て
、

彼
が
撰
し
た
『
石
鼓
文
考
査
一
巻
』
(
自
序
一
九

O
五
年
、
陳
準
校
刊

『激

掴
債
務
叢
書
』
〔
瑞
安
陳
氏
激
割
償
却
用
刊
、
全
八
冊
〕
所
牧
、
全
二
七
丁
)
に

寄
せ
た
陳
沫
の
序
文
(
一
九
三
一
年
)
に
よ
っ
た
。
高
租
芳
培
の
停
は
、

『
園
朝
香
獣
類
徴
初
編
』
省
一

O
五
、
一
三
了
表
|
一
四
了
裏
、
に
く
わ

し
い
。
奥
出
回
需
の
第

一
回
の
日
本
勤
務
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
外
交
文
書
』

第
一

O
巻
(
日
本
図
際
連
合
協
舎
、
一
九
四
九
年
〉
、
頁
一
八
八
一
八
九
、

お
よ
び
、
次
を
参
照
し
た
。

z
o
ユr
o
-
P
B
R
E・
2
Z
Eロ
問
吋
ω
ロロ岡

E

r
E
g
公∞品∞・
5
8
)口

r
z
g
ζ
g
s
z
ζ
2
t
』右
2
2
ι

同

z

d
司

2
・
3
(
E・
o-
手
2
5
ェR
Z
L
Cロ
F
S
E
q
-
H由
叶

N
)
・
3
・ω
吋∞

l
S
申
(
〉
官
官
。
ロ
《
由
民
一
=
〉

-E
。同同
FO
回

g
R
g
O
B
r
o
a
。
同
同
町
。

の
F
5
2
0
内
己
主
。
自
己
-
n
B
Z帥
】

O
ロ

片

岡

』

3
2・
5
3
1
5∞N
・d
・
王
制
帽

『
扶
桑
遊
記
』
は
、
文
海
出
版
社
刊
、
近
代
中
園
史
料
叢
刊
、
第
六
二
輯
、

所
牧
の
リ
プ
リ
ン
ト
を
参
照
し
た
。
右
の
ほ
か
、
房
兆
極
・
杜
聯
詰
合
編

『
増
校
清
朝
進
士
題
銘
碑
録
附
引
得
』
〈
北
京
、
喰
併
燕
京
息
十
社
、

一
九

四
干
年
〉
、
お
よ
び
、
中
華
民
圏
外
交
部
稽
案
資
料
鹿
編
『
外
交
部
駐
外

各
大
公
使
館
歴
任
館
長
衡
名
年
表
』
(
喜
一
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
九
年
)

を
参
照
し
た
。
奥
底
岬
怖
が
師
事
し
た
徐
誇
朋
は
、
『
清
史
列
停
』
、
巻
六
三
、

お
よ
び
、
『
清
史
稿
』
、
列
俸
二
三
二
、
に
俸
が
あ
る
?

⑫
鄭
翻
態
『
盛
世
危
言
』
に
は
い
ろ
い
ろ
の
版
が
あ
る
が
、
私
は
財
図
法

人
東
洋
文
庫
所
蔵
の
『
盛
世
危
言
増
訂
新
編
』
(
光
絡
一
一
一
年
〔
一
八
九

五
年
〕
、
全
一
四
巻
八
冊
)
を
主
と
し
て
参
照
し
た
。
同
書
で
、
鄭
観
態

の
論
説
の
あ
と
に
つ
い
て
い
る
奥
底
需
の
論
設
は
、
次
の
と
お
り
。

ω
巻
八
。
i
l
「
海
防
上
」
附
録
奥
剣
華
「
記
日
本
議
院
論
中
園
創
設

海
軍
事
」

刷
巻
一

O
o
-
-「逃
防
七
」
附
録
創
華
堂
「
績
罪
言
天
下
大
勢
通
論
」

〔郷
槻
際
の
「
透
防
七
」
は
、
呉
出
回
需
の
こ
の
文
章
を
ふ
ま
え
て
、
日

清
戦
争
直
後
の
世
界
状
勢
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
〕

。
巻
二
ニ
。
|
|
「
旗
籍
」
剣
華
道
人
附
論
。

。

巻

二

二
。
|

|
「版
奴
」
附
録
呉
剣
華
「
査
観
秘
魯
華
工
記
」

伺
巻
一
四
。
l
|
「
限
仕
」
剣
華
道
人
附
論
。

別
巻
一
四
。
|
|
「
盗
工
」
間
剣
華
道
人
論
。

右
の
六
編
の
中
、
闘
は
、
や
や
短
か
い
が
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
、
「
天

下
大
勢
通
論
」
と
し
て
、
『
小
方
壷
策
輿
地
叢
紗
再
補
編
』
第
二
秩
に

も
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
倒
以
外
の
五
編
は
、
い
ず
れ
も
、
陳
忠
俺
輯
『
皇

朝
経
世
文
=
一
編
』
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
闘
は
、
『
皇
朝
蓄
交
文
編
』
、
巻

六
一
、
外
史
二
、
に
も
入
っ
て
い
る
。

な
お
、
『
盛
世
危
言
増
訂
新
編
』
(
光
緒
一
一
六
年
〔
一
九
O
O年
〕
、
俗

鶴
荷
重
印
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
皐
所
蔵
)
ハ
影
印
本
、
一
九
六
五
年
、
呉
相

湘
主
編
『
中
園
史
皐
叢
書
』
〔
肇
糖
皐
生
書
局
〕
所
枚
)
に
は
、
扉
に
鄭

翻
態
の
鍛
え
の
五

O
裁
の
折
の
宵
像
篤
員
が
あ
り
、
奥
底
需
が
題
曲
附
を
書

い
て
い
る
。
こ
の
重
印
本
に
は
、
右
に
あ
げ
た
奥
底
需
の
六
編
の
文
章
の

う
ち
、
的
と

ωだ
け
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
闘
は
「
剣
華
道
人
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附
論
日
」
と
い
う
文
字
が
な
く
、
い
き
な
り
「
按
」
云
云
と
あ
る
。
ま
た

仰
の
呉
剣
華
「
査
親
秘
魯
華
工
記
」
に
先
立
つ
鄭
観
臆
の
文
章
は
、
「
販

奴
」
で
は
な
く
、
「
招
工
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
か
っ
、
「
査
観
秘
魯
華

工
記
」
の
あ
と
に
、
さ
ら
に
、
鄭
観
醸
の
二
六
O
字
ほ
ど
の
按
語
が
つ
い

て
い
る
。

⑬
「
南
行
日
記
」
、
一
丁
一豪
。
陳
同
甫
が
陳
亮
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

島
田
度
次
氏
の
一
示
教
を
え
た
。

⑬
「
南
行
記
」
七
月
一
一
一

O
日
〈
奮
七
月
初
五
日
〉
の
項
に
、
「
讃
鶏
片
書

数
則
。
奥
友
人
縦
談
。
鴻
片
入
中
園
以
来
。
遺
禍
之
烈
。
殿
財
之
多
。
慨

然
同
感
云
。
」
(
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
一
)
と
あ
り
、
「
南
行
日
記
」
、
二

丁
裏
、
の
同
日
の
項
に
は
、
「
眉
叔
繕
閲
西
人
論
鶏
片
書
。
因
輿
余
論
及

鴻
片
自
入
我
中
園
以
来
。
遺
繭
甚
烈
。
際
財
更
出
回
。
今
種
之
不
許
。
禁
之

未
能
。
数
百
高
金
銭
。
日
流
入
於
印
度
。
漏
庖
伊
胡
底
也
。
言
次
同
信
用
慨

然
J
と
あ
る
。
ま
た
、
「
南
行
記
」
八
月
二
七
日
(
醤
閏
七
月
初
一
一
一
日
〉

の
項
に
、
「
僅
臥
舵
棲
。
披
閲
洋
書
。
閲
興
友
人
共
話
」
令
記
言
記
行
』
、

頁
二
八
一
〉
と
あ
り
、
「
南
行
日
記
」
、
七
了
裏
、
の
同
日
の
項
に
は
、
「
余

登
穣
如
故
。
讃
書
亦
如
故
。
」
と
あ
る
。

な
お
、
「
南
行
日
記
」
、
一
丁
裏
、
の
七
月
一
九
日
(
沓
六
月
二
四
日
〉

の
項
に
、
天
津
で
二
人
が
乗
船
し
た
こ
と
を
書
い
た
あ
と
に
、
「
随
行
二

僕
一
西
人
」
と
あ
り
、
臭
庚
需
の
他
に
も
随
行
者
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
西
洋
人
に
つ
い
て
は
、
「
南
行
記
」
で
は
、
香
港
滞
在
中
の

八
月
一

O
日
(
沓
七
月
二
ハ
日
〉
の
項
に
、
「
命
随
行
洋
人
政
拾
返
津
」

(
『
記
言
記
行
』、
頁
二
六
一
)
と
あ
り
、
下
僕
に
つ
い
て
は
、
ボ
ン
ベ
イ

で
、
九
月
一
一
一
一
一
日
(
奮
八
月
初
一
日
)
の
項
に
、
「
令
僕
迭
行
李
上
船
」

ハ
『
記
言
記
行
』
、
頁
=
一
二
二
)
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

「
南
行
日
記
」
、
一
五
丁
表
の
九
月
一
九
日
ハ
沓
閏
七
月
二
六
日
〉
の
項

で
は
、
馬
建
忠
が
プ
1
ナ
へ
赴
い
た
こ
と
を
の
ベ
て
、
「
余
奥
僕
人
留
寓
。

申
刻
。
携
僕
人
乗
馬
車
出
往
。
」
云
云
と
記
し
て
い
る
。

⑮
「
南
行
日
記
」
、

'一
了
裏
1

二
丁
裏
。
こ
れ
ら
の
名
前
は
、
「
南
行
記
」

の
方
に
は
全
く
出
て
来
な
い
。
「
上
海
名
土
」
と
い
う
表
現
は
、
王
徳
昭

氏
の
一
示
教
に
よ
る
。
銭
析
伯
(
銭
徴
、
断
伯
は
そ
の
字
)
は
、
王
絡
の

娘
婿
で
、
上
海
の
『
申
報
』
の
主
筆
を
し
て
い
た
。

2
2
-
の

ovg-

Nwags
守
え
さ
S

S礼足。
R
P
S
G
H
明
て
お
お
句
寸

S

S札
河
内
E

H
町
、
若
宮
ト
ね
た
の
そ

sh刊
の
と
ま
〔
の
曲
目
『
門
広
岡
0

・P
白
印
刷
臼

-
H
Z
R
4
阻止

C
ロ
-42弘
司

F
O
E
-
同申立〕・

3
・
3
・
H

∞H
・
N

S
ロ印
H
U
N
S
ロ

g〉。

挑
賦
秋
に
つ
い
て
は
、
奥
由
同
掃怖
が
初
制
到
面
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
「
揖
坐
。
輿
之
言
。
吐
詞
趨
籍
。
曾
無
俗
韻
。
三
四
語
後
。
逮
把

余
案
頭
所
置
銅
華
堂
詩
録
。
逐
首
高
吟
。
撃
節
不
己
。
亦
一
快
事
也
。
」

(「南
行
日
記
」
、
一
丁
裏
)
。
同
人
に
つ
い
て
は
、
腕
香
留
夢
室
主
(
資

協
場
)
主
編

『総
南
夢
影
録
』
(
上
海
進
歩
書
局
、
序
文
光
緒
九
年
〔
一

八
八
三
年
〕
、
全
四
巻
、
『
筆
記
小
説
大
観
』
、
第
一
一
峡
〔
第
二
輯
第
五

函
〕
所
枚
)
、
巻
二
、
五
丁
裏
、
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
「
品
目
年
賦
秋
生
在

〔
上
海
〕
強
固
創
菊
花
舎
。
舎
設
四
美
軒
。
疏
花
痩
石
。
秩
意
満
前
。

紫
艶
責
婚
。
令
人
作
東
篠
下
想
。
主
人
惨
線
扇
扇
。
詩
情
淡
遼
。
首
唱
七

紹
二
首
。
一
針
和
者
。
如
倉
山
奮
主
、
龍
淑
奮
隠
、
痩
鶴
詞
人
、
南
湖
逸

史
、
鐘
竹
詞
人
諸
君
。
流
逮
捕
淵
倣
。
別
具
風
流
。
自
賦
秋
従
軍
遼
滋
。
此

舎
久
不
翠
行
。
」
李
苧
仙
に
つ
い
て
は
、
『
中
文
大
辞
典
』
に
、
「
李
土

菜
、
字
手
仙
、
四
川
忠
州
人
、
道
光
抜
貢
、
博
皐
能
詩
、
任
職
州
豚
。
去

官
後
流
寓
上
海
。
著
有
『
天
痩
閣
詩
各
』
、

『天
補
棲
行
記
』
等
書
。
」
と

あ
る
。
前
掲
の
『
阪
南
夢
影
録
』
、
各
三
、
四
丁
表
一果
、
に
あ
る
彼
に
つ
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い
て
の
か
な
り
長
い
記
事
の
中
に
、
「
二
愛
仙
人
。

姓
李
。
名
士
奈
。
競

芋
仙
。
岳
周
湘
郷
相
園
〔
曾
図
藩
〕
入
室
弟
子
。
以
抜
奉
公
貝
〕
生
出
魚
影

津
〔
江
西
〕
令
。
酒
龍
詩
虎
。
意
気
飛
場
。
而
子
民
社
事
。
却
不
甚
措

意
。
常
輿
某
方
伯
語
。
意
見
不
合
。
直
唾
方
伯
面
。
途
被
議
落
職
。
情
節

風
流
。
此
其
縫
軌
敗
。
解
組
後
。
薄
遊
海
上
。
風
塵
佑
係
。
抑
描
悼
無
脚
。

(
中
略
〉
寓
温
三
載
。
人
皆
以
狂
放
目
之
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
彼

が
官
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
劉
鎧
智
『
異
餅
録
』
(
影

印
本
、
文
海
出
版
社
、
『
近
代
中
園
史
料
叢
刊
』
、
第

一
八
輯
、
所
収
〉
、
巻

二
、
五
了
裏
七
丁
裏
、
に
く
わ
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
の
っ
て
い
る
。
奥

底
需
は
、
李
芋
仙
と
の
初
封
面
の
折
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
の
ベ
、
さ
ら

に
、
彼
の
奔
放
な
振
舞
に
つ
い
て
い
く
た
び
か
ふ
れ
て
い
る
(
『
南
行
日

記』
、
一
丁
裏
|
二
丁
裏
)
。
「
賦
秋
篤
余
言
。
此
閲
有
一
老
名
士
李
芋
仙
者
。

君
願
見
之
乎
。
余
久
耳
李
名
。
震
之
欣
躍
。
純
往
拘
開
。
一
揖
後
。
解
衣

縦
談
。
如
柑
首
相
識
。
賦
秋
極
構
歎
余
詩
。
李
見
余
扇
頭
白
書
室
海
三
組
。

叉
驚
賦
秋
言
。
遜
向
余
奔
倒
。
狂
態
可
掬
。

然
其
愛
才
服
善
之
雅
量
。
殆

近
百
年
来
所
牢
観
也
。
」

⑮
「
南
行
日
記
」
、
二
了
裏
|
四
了
裏
。
「
南
行
記
」
の
方
で
は
、
王
絡
の

こ
と
は
、
往
路
は
、
八
月
七
日
(
奮
七
月
一
一
一
一
日
〉
の
日
曜
日
に
、
彼
と

公
園
に
遊
び
に
行
っ
た
話
が
で
て
く
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
イ
ン
ド
か

ら
の
鋪
り
の
折
に
、
一

O
月一一一
一日
(
奮
八
月
一
一
一
日
)
に
、
循
環
日
報

館
の
王
稲
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
削
則
一
操
如
か
ら
の
手
紙
が
と
ど
い

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
み
え
る
だ
け
で
あ
る
(
『
記
言
記
行
』、
頁
二
六

O
、
三
二
六
〉
。

ち
な
み
に
、
循
環
日
報
館
の
所
在
し
た
中
環
百
歩
梯
は
、
通
常
、
現
在

の
上
沼
の
機
梯
街
(
「
阻
止

2
ω
可

2
C
I
-
-
千
段
ほ
ど
あ
る
石
段
の

道
ー
ー
と
さ
れ
て
い
る
が
、
香
港
の
日
刊
紙
『
明
報
』
、
一
九
七
九
年
五

月
一
九
日
、
五
ペ
ー
ジ
、
に
の
っ
た
「
百
歩
梯
並
非
楼
梯
街
」
と
い
う
潟

県
入
り
の
記
事
(
王
爾
敏
氏
示
教
)
に
よ
る
と
、
棲
梯
街
か
ら
す
こ
し
東

寄
り
の
皇
后
大
道
中
と
歌
賦
街
と
を
つ
な
ぐ
七

O
段
ほ
ど
の
石
段
の
道
こ

そ
が
百
歩
梯
で
あ
る
と
。

⑫
た
と
え
ば
、
往
路
、
香
港
に
入
港
し
た
夜
、
船
か
ら
島
を
眺
め
て
の
感

想
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
(
「
南
行
日
記
」
、
二
丁
裏
)
。
「
因
嘆
中
外

来
通
之
日
。
此
港
一
杯
荒
島
。
〈
中
略
)
乃
異
族
東
来
。
撃
山
通
道
。
途

造
屋
関
市
。
険
者
夷
之
。
撲
者
華
之
。

一
穂
瞬
開
。
途
成
中
西
第
一
関

津
。
華
夷
第
一

E
埠
。
(
中
略
〉
南
洋
鎖
倫
明
。
片
島
彼
開
。
我
得
之
可
以

自
国
藩
鱗
。

彼
得
之
即
可
以
抗
我
喉
喰
。
彼
蔦
里
叩
開
。

談
何
容
易
。
既

得
此
島
。
則
南
洋
之
険
在
彼
不
在
我
。
良
以
嘗
我
戸
庭
施
我
要
害
。
彼
可

以
俗
我
不
出
。
我
不
能
拒
彼
不
入
也
。
(
中
略
)
撃
栂
有
設
。
後
涙
倶
下

失。」

⑬
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
九

O
、
二
九
二
、

二
九
三
、
三

O
九。

⑬
事
賞
、
「
南
行
日
記
」
に
は
、
「
篤
属
叔
制
潤
日
記
」
(
五
丁
裏
)
、

「
眉

叔
;
:
:
嵐
余
候
次
日
記
」
(
八
丁
表
)
、
「
震
眉
叔
整
次
日
記
及
問
答
節
略
」

〈
一
三
了
裏
)
と
い
っ
た
記
事
が
み
え
る
。

③
「
南
行
日
記
」
に
、
「
輿
眉
叔
封
夜
公
事
函
件
」
(
三
丁
裏
〉
、
「
輿
眉
叔

商
論
事
件
」
(
四
了
表
)
、
「
晩
奥
眉
叔
務
公
事
票
函
等
件
」
(
同
前
〉
、
「
焦

眉
叔
整
次
日
記
及
問
答
節
略
」
(
一

一一一丁
裏〉、

「晩
焦
眉
叔
封
設
公
事
函

件
」
(
同
前
)
と
い
っ
た
記
事
が
み
え
る
。

@
外
交
史
上
の
問
題
と
し
て
の
中
園
の
ア
ヘ
ン
貿
易
、
な
い
し
は
英
園
の

封
中
園
ア
ヘ
ン
貿
易
、
の
歴
史
を
英
園
側
根
本
資
料
に
も
と
づ
い
て
通
観

し
た
も
の
と
し
て
、
現
在
で
も
最
良
の
研
究
書
と
さ
れ
る
の
は
、
ォ
l
ウ
畠
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E岡
・
』
ロ
ロ
ω
ω
-
H
∞
∞
N
-
H
h
w
刷、・・目
u

・吋∞-

②

od〈
2
・
旬
、
む
な
F
O』忠良語、。』凡町、・

3
・NN由
11NU品
-
N
S
I
N
E
-
李

鴻
章
の
反
煩
協
舎
宛
の
書
翰
を
の
せ
た
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
附
『
タ

イ
ム
ズ
』
は
、
東
京
大
祭
新
聞
資
料
セ
ン
タ

ー
所
蔵
の

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
を
参
照
し
た
。

@
『
李
文
忠
公
金
集
』
、
奏
稿
、
巻
凶
て
三
二
丁
表
|
三
三
了
衷
。
こ
の

片
奏
の
中
で
、
李
鴻
意
の
意
見
の
骨
子
の
部
分
の
版
文
は
、
次
の
通
り
。

「臣
維
印
度
洋
楽
之
来
中
園
。
必
須
先
到
香
港
。
而
私
鈎
即
在
該
慮
盛
岡
多
。

按
線
税
務
司
開
呈
線
冊
。
毎
年
私
鈎
者
。
約
有
二
蔦
数
千
箱
。
以
現
議
毎

箱
税
畿
百
五
十
雨
計
之
〔
左
宗
裳
の
提
案
を
さ
す
〕。
是
毎
年
倫
漏
銀
己

三
百
数
十
蔦
雨
。
将
来
南
北
各
口
駿
加
掲
数
。
難
保
各
省
好
商
不
径
赴
香

港
私
運
。
至
沿
海
純
一関
ド
ポ
之
慮
。
調
賀
私
鋪
。
則
成
本
愈
軽
。
枯
鋭
利
愈
厚
。

(
中
略
〉
誠
能
於
香
港
設
立
公
司
。
尊
師
公
正
殿
富
華
商
経
緋
。
初
耐
制
官
同

主
持

一
切
。
務
使
全
綱
在
握
。
牽
無
俄
漏
。
不
但
歳
飼
頓
培
撤
百
首
向
。

而

各
省
口
岸
内
地
之
局
未
。
及
各
路
之
巡
船
。
均
可
裁
撤
。
節
省
際
費
。
尤

属
不
少
。
」

②

者

2
ロ
m-
叫
〈
言
。

S
向、2
有
望

3
・
H
8・
N
t
ロ

8
・
2
昨
日
阿
君
主
。

円
。
。

E
ロ〈

E
0・
ngEgtω
ア
ロ

0・N
日
・
玄
ミ
N
印
・
5
2・司
O
H叶¥∞印

吋
・
私
が
『
枇
倉
科
皐
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
一
七
就
に
猿
表
し
た
前
稿
〈
木
稿
、

註
②
を
み
よ
)
の
一
二
二
ペ
ー
ジ
に
あ
る
サ
ミ
ユ
エ
ル
案
に
つ
い
て
の
要

約
は
、
『
清
季
外
交
史
料
』
、
巻
二
七
、
三
四
丁
裏
|
三
六
了
表
、
と
り
・
。
-

F
c
K
F

叫

dtトペ
:
¥
F
F
S
&
5
2
3
q
F
O
E
S
一

』
oFロ
「

g
o
p
o
図。

ι
-
a
z
g
ι
.
S
O
S
-
旬
司
・
念
品

1
8印
・
に
み
え

る
も
の
に
よ
っ
た
が
、
こ
れ
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
が
一
八
八
二
年
に
再
び
中
園

に
来
た
と
き
の
提
案
で
あ
っ
て
、
内
容
が
す
こ
し
違
う
。
わ
た
く
し
は
、

こ
の
資
料
の
文
脈
を
讃
み
誤
っ
て
、
一
八
八
一
年
の
案
と
と
っ
た
。
こ
こ

に
、
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

③

巧
包

o
g
o
zロ
2
2
0
・

3
宝
石
L
E
o
u-H∞∞
N
・門

UE
S
E
-句

(』白白
U
)
・
3
・芯
1
3・
線
税
務
可
ハ

l
ト
は
、
海
閥
ロ
ン
ド
ン
局
長
キ

ャ
ン
ベ

ル
に
あ
て
た
一
八
八
一
年
五
月
二
一
一
日
附
の
書
翰
の
中
で
、
サ
ミ

ユエ

ル
は
イ
ン
ド
省
(
円
Z
-
z
s
O
B
2
)
事
務
次
官
マ
レ
ッ

ト

(ω
町

四
、
。
口
広
三
と

-
F
ZNω
I
HS-)
が
ア
ヘ
ン
問
題
調
査
の
震
に
波
遺
し

た
と
し
て
い
る
(
司
E
『『
E
M
r
ミ
ミ
・
・
。
ハ
日
ω
・
・
吋
F
n
H
・
C
-
立
』
UGE3hH-

-
2
Z司ロ
0

・ωω0・)
。

③

ど
ご
ロ
ロ
岡
・
同
ユ
と
門
川
S
H
E
d
3
h
F
司・呂田・

⑧

毛
色
。
円
。
。
『
自
〈
ニ

-0・
F
E口町・』
5
0
ω
・
5
s・
9
3
Q
ミ。・匂

(』匂匂匂)・

hy
∞。
・

③

間色町

FEr-
ミ

aN・・
0
L
M
-

吋
と

L

「・。・

3
N
V込
zh.・
-
2
5『回ロ
O

帥・

臼品

M
.
2品
・
ハ
ー
ト
は
、
終
始
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
案
に
好
意
を
持
ち
つ

s

つ
け

た
。
同
蓄
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
(
索
引
で
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
項
を
み
よ
)
の

ほ
か
、
次
を
み
よ
。
当
ユ

mrfkhHミ
S
九

HFぬ
の
と
ミ
h

町
内
宮
芯
喜
朗
-

HV
司
・印E
F
--
m
m
AH・日目白・

@
奥
庚
需
に
よ
る
と
、
七
月
一
一
一
日
(
沓
六
月
一
一
六
日
)
に
、
燈
肇
(
芝

宋
〉
停
泊
中
に
、
馬
建
忠
と
と
も
に
上
陸
し
て
、
デ
ト
リ
ン
グ
を
訪
ね
て

い
る
(
「
南
行
日
記
」
、

一丁
表)。

@
『
李
文
忠
公
全
集
』
、
「
朋
僚
函
稿
」
、
各
二

O
、
一
一
一
一
丁
裏

l
一
四
了

表
。
引
用
し
た
部
分
の
原
文
は
、
突
の
通
り
。
「
此
事
関
係
重
大
。
必
須

印
度
輿
香
港
英
官
允
行
。
方
可
試
僻
。
威
使
陰
庇
印
度
制
源
英
商
生
意
。

-140ー
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一
味
狭
猪
。
無
可
宵
議
。
徹
底
擬
波
馬
道
建
忠
改
装
前
往
香
港
印
度
各
埠
。

密
察
商
情
。
就
使
賓
函
。
径
陪
各
該
庭
総
督
。
討
論
一
切
。
大
意
以
中
英

雨
面
大
局
。
在
我
須
菟
像
、
漏
税
制
。
在
彼
須
保
印
度
入
款
。
如
何
安
鍔
漸

減
漸
少
之
法
。
若
有
成
議
。
再
着
華
商
能
否
集
賀
設
立
公
司
。
英
員
能
否

照
允
o

p
欲
先
洞
悉
底
細
。
乃
有
緋
法
。
此
係
都
人
私
見
。
並
未
商
明
誇
署
。

第
恐
馬
道
至
香
港
印
度
後
。
彼
或
電
報
外
部
。
償
向
執
事
詞
及
。
乞
将
微

意
穂
告
信
用
幸
。
」

③
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
七
、
二
四
八
、
二
五
て
二
五
七
。
ベ
ナ
ン

か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
の
船
の
中
で
も
「
洋
書
」
を
よ
ん
で
い
る
が
(
同
書

頁
二
八
一
)
、
や
は
り
ア
ヘ
ン
の
本
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
註
⑬
を
み
よ
。

③
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
三

l
一
二
ハ
二
。
ア
ヘ
ン
に
関
す
る
保
存
記
録

の
書
き
ぬ
き
を
、
馬
建
忠
が
香
港
か
ら
サ
イ
ゴ
γ
へ
行
く
船
の
中
で
整
理

し
た
も
の
が
、
「
南
行
記
」
の
八
月

一
三
日
(奮
七
月

一
九
日
〉
の
項
に
、

六
項
目
に
分
け
て
収
め
ら
れ
て
い
る
(
同
書
、
頁
二
六
三
|
二
七
三
〉
。

ち
な
み
に
、
馬
建
忠
は
上
陸
す
る
と
す
ぐ
に
へ
ネ
シ
イ
の
許
に
李
鴻
章

の
紹
介
欣
を
と
ど
け
た
が
、
そ
の
内
容
(
中
文
謬
〉
は
、
次
の
と
お
り

(
同
書
、
頁
二
五
三
|
二
五
四
三
「
遜
者
鵜
片
一
節
。
本
因
反
覆
繁
思
。

迄
加
熱
良
、法
。
以
期
解
理
之
建
善
。
本
大
臣
前
次
在
燈
肇
訂
約
。
手
国
相
片
増

税
一
款
。
尤
懇
惣
駕
。
乃
荏
蒋
五
年
未
曾
践
約
。
是
所
笠
子
貴
大
臣
之
良

謀
碩
筆
者
也
。
木
大
臣
琵
欲
考
究
其
底
趨
。
特
選
馬
道
建
忠
至
港
。
終
由

此
市
西
貢
。
而
新
加
技
。
而
加
繭
古
塔
。
惟
求
訪
問
得
賞
。
行
縦
均
腐
未

定
。
至
本
大
臣
之
意
。
馬
道
知
之
甚
明
。
亦
賂
直
糠
子
貴
大
臣
之
前
。
望

貴
大
臣
深
信
勿
疑
。
如
馬
道
前
往
印
度
。
向
新
函
致
該
庭
制
軍
。
篤
之
介

紹。」ア
イ
テ
ル
の
一
肩
書
の
「
参
質
」
を
秘
書
官
と
誇
し
た
の
は
、
私
が
本
稿

に
お
い
て
、
氏
名
が
漢
字
の
音
誇
で
一
示
さ
れ
て
い
る
西
洋
人
が
誰
で
あ
る

か
を
確
か
め
る
震
に
参
照
し
て
大
い
に
役
立
っ
た
吋
官
。
守

S
吟
な

S
A

b
Z
R。
ミ
》
、

9
5・
佐
官
苫

srrNUFき
M
V
5
3
内
同
町
・
》
、

HF魚川
同町
RHW-
』
白
白
』
(
民
O口
問
問
。
ロ
聞
い
り
巳
】
可
同
M

円
。
回
目
。
回
円
叩
〉
の

E
C口町

貝

O回
開
会
2
2
2
u、
の
の
o-oロ
E
0
2
2口
目
。
ロ
同
の
項
(
同
書
、
頁

一
九
一
二
)
に
、

h
R
M
V

三
qnHH内
匂
2
3
H
Qミ
l
ロア
HW・
』
・
自
主
ご
と
あ
る

の
に
よ
っ
た
。
彼
の
俸
記
と
し
て
は
、
次
を
み
よ
。
。
・
切
・
何
回
ι釦
g
F

m
a

〉
出
。
ロ
岡
田
内
。
ロ
m
'v-師同
O『『.同町臣、。
hyhw
s
n
b
s
p
r
u、
開
・
』
・
同
wFo-

周
持
議
闘
い
同
r
O
5
2
2内
山
手
o
r
o
o
r
-
-
w
e
p世
3nHN
。¥

O
ミ
S
H
b
h

h四HRR叫

N
E
S
-
-
H〈

(
H
8
3
・旬司
・企
1
8・
こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
イ
テ

ル
の
常
時
の
職
名
は
、

ωロ唱。
2
Z
O円
。
間
同
口
問
。
門
司
5
5
2
2晶、
H，
g
ロ回

】色。円丹
o
p
o
ω
口
百
円
。
日
。
。
。
ロ
円
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
チ
ュ

l
ピ

ン
ゲ
γ
生
れ
の
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八

O
年
に
、
香
港
の
中
だ

け
で
通
用
す
る
英
園
人
と
し
て
の
資
格
を
え
た
。
馬
建
忠
は
、
彼
に
つ
い

ア
イ
テ
ル

ヘ
ネ
シ
イ

て
「
欧
英
人
也
。
篤
燕
心
腹
。
居
港
多
年
。
能
廃
語
。
待
華
人
甚
善
。
L

(
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
四
〉
と
の
べ
て
い
る
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
七
|
二
五
九
。

③

「故
特
選
本
道
趨
弱
。
訪
求
良
法
。
務
期
煩
税
可
加
而
漏
私
室
紹
。

且

使
主
持
務
片
之
櫨
錦
公
家
而
不
婦
私
版
。
庶
期
年
滅
一
年
。
漸
有
錆
除
之

望
。
新
貴
撫
軍
大
力
有
以
助
成
之
也
。
」
(
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
八
)
。

③
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
六
一

l
一
二
ハ
二
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
六
。
馬
建
忠
が
閲
覧
を
許
さ
れ
た
ア
ヘ
ン
問

題
に
つ
い
て
の
保
存
記
録
の
中
に
、
こ
の
年
の
四
月
二
二
日
に
サ
ミ
ュ
エ

ル
が
へ
ネ
シ
イ
に
宛
て
た
衣
の
よ
う
な
書
簡
が
あ
っ
た
。
「
ー
啓
者
。
職
員

魚
印
度
及
外
務
雨
部
遺
来
印
度
。
筋
訪
鴻
片
事
務
。
今
至
貴
治
。
務
乞
将

-141ー
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有
関
臨
調
片
文
件
郷
関
震
掌
。
」
〈
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
六
六
)
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
六

O
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
六
二
。
へ
ネ
シ
イ
は
、
こ
の
年
ハ
一
八
八
一
年
〉

の
九
月
に
北
京
で
李
鴻
章
に
禽
っ
た
と
き
に
、
馬
建
忠
が
主
張
し
た
案
に

賛
成
だ
と
述
べ
た
(
巧

E
ロ
m-
叫

d
t
n
gご
-
s
q
q
-
3・戸。
l
H
Z
・〉。

⑬
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
七
四
|
二
七
五
、
二
七
八
1

二
七
九
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
四
、
二
八
六
|
二
八
七
。
こ
こ
で
「
恰
和
行」

と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
一
八
八
一
年
九
月
一
六
日
附
で
イ
ン
ド
総
督

リ
ボ
ン
宛
に
諮
問
肋
骨

Z
迭
っ
た
、
中
園
と
の
ア
ヘ
ン
貿
易
に
従
事
し
て

い
る
三
七
人
の
カ
ル
カ

ッ
タ
商
人
の
代
表
と
し
て
名
前
の
出
て
い
る
』
2
・

ι
5
0・
ω
E
5
0♂

E
仏
の
0・
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
衣
を
み
よ
。
の
と
g

足。・匂

C
S
N
)・
3
・H

∞l
g
-

「
南
行
記
」
の
八
月
一
一
一

O
日
(
奮
閏
七
月
六
日
)
の
項
に
「
英
属
印

度
。
区
分
三
省
。
省
設
一
撫
寧
。
復
設
制
軍
以
統
之
。
」
と
あ
る
(
『記

言
記
行
』
、
頁
二
八
二
〉
。
卸
ち
、
総
督
(
の
2
2ロ
o
?の
2
2と・

2

〈

F
S『O
己
と
知
事
〈
。
0
2『ロ
O

『
)
の
ち
が
い
と
関
係
と
を
は
っ
き
り
と

認
識
し
て
、
課
し
分
け
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
も
と
の
ベ
ン
ガ
ル
知

事
が
イ
ン
ド
総
督
に
な
っ
た
の
で
、
ベ
ン
ガ
ル
管
区
に
は
知
事
を
お
か
ず

準
知
事
〈
ピ
2
Z
E
E
-
0
2
2ロ
。
『
)
を
お
い
た
が
(
山
本
達
郎
編
『
イ

ン
ド
史
』
〔
山
川
出
版
社
、
第
三
版
第
一
八
刷
、
一
九
七
七
年
〕
、
頁
一
九

五
l
一
九
六
)
、
馬
建
忠
は
こ
の
ベ
ン
ガ
ル
準
知
事
を
も
「
撫
寧
」
と
誇

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
や
や
不
正
確
と
す
べ
き
か
。

@
『
李
文
忠
公
全
集
』
、
「
誇
署
函
稿
」
、
巻
一
二
、
二
六
丁
裏
1

一一一一一丁

表
(
「
馬
道
建
忠
在
印
度
西
末
劇
謁
陪
禦
督
貝
戸
部
問
答
節
略
」
〉
。
こ
れ

は
、
-
八
八
一
年
一
二
月
八
日
附
の
総
理
街
門
宛
の
「
函
」
に
コ
ピ
ー
を

同
封
し
て
、
総
理
街
門
宛
に
迭
っ
た
も
の
で
あ
る
。

@

『

記
言
記
行
』、

頁
二
九
七
|
三

O
二
。
こ
の
「
南
行
記
」
に
入
っ
て

い
る
「
節
略
」
は
、
「
護
署
函
稿
」
所
枚
の
も
の
と
の
関
に
若
干
の
異
同

が
あ
る
。

@

。
。
詰
『
ロ
E
O
E
oご
ロ
壬
白
骨
Oω
宮
町
立
ω
ミ
。
『

ω
E
O
『O『
同
ロ
ι
3・

ω
5
F
0
2・
r
H
g
r
・4
J
U
O『臼『
O官
丘
一
ロ
四
時
r
o
i
z件
。
同
玄
ω

町内
5
、H，
nr。
口
町
丹
O

H

ロ内山

E
E
g
g
-
3
こ
れ
は
、
本
文
一
八

O
語
た
ら

ず
の
短
か
い
も
の
で
あ
る
。
同
封
文
書
と
し
て
、
李
鴻
章
の
紹
介
献
(
前

出
、
註
⑤
を
み
よ
)
と
、
ベ
ア
リ
ン
グ
の
起
草
し
た
「
馬
建
忠
と
の
曾
話

の
血
児
童
日
」
が
入
っ
て
い
る
。
李
鴻
章
の
紹
介
欣
は
や
や
ぎ
ご
ち
な
い
英
文

で
書
か
れ
て
い
る
が
、
馬
建
忠
汲
遣
の
目
的
を
、
「
争
わ
れ
て
い
る
本
件

に
関
す
る
若
干
の
情
報
を
直
接
の
調
査
に
よ

っ
て
集
め
る
こ
と
」

J
。

g
-
Z
2
r可
旬

コ

〈

2
0
〔
3

2五
三
ミ

2
『
E
5
5向。司自阻止。口

r
o
R
E間

口
唱
。
ロ
任
命
日
向
5
2
白骨同制帥
C
O
-
-
d

と
し
て
い
る
。

@

『記
言
記
行
』
、
頁
二
九
七
。

@

「

-
謬
署
函
稿
」
、
各
一
二
、
二
五
丁
裏
|
二
六
丁
裏
。

@
2
玄
命日。『
E
E
B
O『
n
g
Z円臼
2
3
4
2
v
玄
島
町
内
5
、H，
n
Y
E
P
-
w

ru『
何
・
回
ω
ユロ
m-ω
回目
-
p
ω
O唱同
-

H

N
・

]
F

∞∞
Y
E
E
-
M曲
唱
。
『
回
『
O間同門・

ι
5四件
v
o
i聞
広
三
宮
同
次
芯
叶
nroロ
四
件
。
円
ロ
ハ
-
5
5
5
2・3

@
イ
ン
ド
政
艇
の
イ
ン
ド
省
宛
の
一
八
八
一
年
一
一
一
月
九
日
附
の
報
告

(
一
八
八
一
年
第
一
一
一
一
一
一
蹴
信
〉
は
、
イ
ン
ド
省
の
聞
い
に
答
え
て
、
ア

ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
の
政
臨
の
立
場
を
詳
し
く
総
括
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
末
尾
の
第
七
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
馬
建
忠
の
来
印
に
ふ
れ
、
ベ
ア

リ
ン
グ
が
「
個
人
の
資
格
で
」
の
ベ
た
意
見
を
「
確
認
」
し
て
、
「
中
園

政
府
が
、
引
績
く
交
渉
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
提
案
を
、
敢
え
て
、
出
し
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て
来
た
場
合
に
は
、
我
々
は
、
こ
の
む
ず
か
し
い
問
題
に
隻
方
の
満
足
す

る
よ
う
な
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
切
望
し
て
、
ど
ん
な
提
案
で
も
検
討
す

る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
の
ベ
た
。
。
。
、
、
・

8帆

F
F
H
V偽

C
Sミ
ミ
ミ
ミ
。
」
、

同
ミ
R
S
O
Y民
連
合
白
白
N
〉・唱

-R

@
馬
建
忠
の
「
問
答
節
略
」
で
は
、
彼
の
提
案
は
次
の
通
り
。
「
償
使
印

度
歳
出
鶴
片
。
或
専
筈
於
中
園
園
家
。
或
専
筈
於
中
園
所
指
篤
承
撹
公
司
。

遁
盤
交
易
。
不
復
線
鶴
他
商
之
手
。
並
将
出
口
鶴
片
箱
数
。
立
一
定
額
。

毎
歳
遜
滅
。
約
積
至
二
三
十
年
之
久
。
減
完
自
然
禁
紹
。
如
是
緋
法
。
則

鈴
筈
鴻
片
之
様
操
自
.
雨
園
園
家
。
中
園
於
進
口
鶴
片
無
虞
姦
商
之
俄
漏
。

貴
闘
於
出
口
鶴
片
亦
放
有
定
項
之
可
枚
。
数
十
年
閲
。
無
待
仰
衆
商
之
鼻

息
。
且
使
貴
園
醤
議
鶴
片
者
。
行
見
減
裁
有
法
。
群
像
自
塞
。
善
全
之
策

莫
此
若
也
。
」
(
「
弔
辞
署
函
稿
」
、
各
=
一
、
二
七
丁
表
一表
。
併
照
、
『
記
言

記
行
』
、
頁
二
九
八
〉
。

@
第
一
田
舎
談
の
「
問
答
節
略
」
は
、
「
誇
署
函
稿
」
、
巻
一
二
、
二
六
丁

裏
ー
三

O
了
裏
、
お
よ
び
、
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
九
七
|
一
一
一

O
一
一
。
第
二

回
禽
談
の
は
、
「
謬
署
函
稿
」
、
巻
二
一
、
三

O
丁
裏
1

三
二
丁
表
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
三

O
二。

@
「
至
余
身
任
印
度
戸
部
之
事
。
凡
有
所
形
諸
紙
筆
者
。
必
先
集
議
而
後

可
行
。
況
此
事
有
関
交
渉
。
既
未
奉
有
英
廷
之
命
。
亦
誼
敢
私
立
筆
援。

此
賞
職
分
限
之
。
並
非
故
策
推
卸
也
。
貴
道
向
其
諒
之
。
」
(
「
誇
署
函
稿
」
、

巻
一
二
、
=
=
丁
裏
)
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
三

O
三
。
こ
の
電
報
の
内
容
と
お
ぼ
し
き
も
の
の

内
容
を
、
李
鴻
章
は
、
駐
英
公
使
曾
紀
津
宛
の
一
八
八
一
年
九
月
一
一
一

O
日

附
の
函
の
中
で
、
次
の
様
に
知
ら
せ
て
い
る
。
「
洋
葵
加
税
麓
一
節
。
迄

無
定
議
。
馬
建
忠
往
陪
香
港
印
度
商
督
。
嬢
其
電
信
。
印
督
請
中
園
統
買

洋
輔
衆
。
大
意
可
行
。
官
緋
克
妙
。
祭
従
無
阻
。
惟
債
数
宜
定
。
及
一
年
遁

滅
或
五
年
通
減
箱
数
。
並
三
十
五
十
年
限
各
節
。
事
関
交
渉
。
宜
公
使
商

酌
。
此
地
難
定
等
語
。
該
道
即
日
回
津
。
官
餅
公
司
殊
多
窒
破
。
商
緋
亦

難
有
把
握
。
」
(
『
李
文
忠
公
金
集
』
、
「
朋
僚
函
稿
」
、
各
二

O
、
一
八
丁
表
)

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
電
文
は
、
ベ
ア
リ
ン
グ
と
の
曾
談
の
要
旨
を
貨

に
鮮
か
に
要
約
し
て
い
る
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
一
一
一
一
八
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
一
一
一
一
七
、
三
一
九
l
三
二
一
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
一
一
一
一
二
三
二
二
。
ソ
ロ
モ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・

サ
ス
l
ン
に
つ
い
て
は
、
次
を
み
よ
。
。
。
ロ
ニ
河
O
丹

Y
同
】

E
h四

2
8
3

b
u語
RHhhh可(問、。ロ品。ロ

H
m。r
R
H
白
色
0

・
S

AH
H
U
B
司ユロ
g
ι
r
u『〉円ロ。

司円。回目

-zod弓

J

円。『

r
L句
。
・
同
哲
也
0
1
2・

@
の
と
ま
見
。
・
句
〈
』
器
M
Y
B
-
H
∞I
N
C
・

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
七
、
二
四
八
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
九
|
二
五

O
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
五
。
一
八
六
二
年
の
中
葡
燦
約
は
、
マ
カ
オ

の
地
位
に
関
す
る
規
定
の
再
交
渉
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
求
め
て
容
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
、
中
園
側
が
批
准
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
七
三

l
二
七
四
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
七
、
二
四
九
、
二
五
五
、
二
七
五
二
七
六
、

二
八
七
、
一
二
二
二
、
三
二
六
。
馬
建
忠
が
行
く
先
ざ
き
で
同
銀
行
に
接
鏑

し
た
の
は
、
雨
替
や
船
の
切
符
の
手
配
の
震
で
も
あ
っ
た
。
長
く
総
支
配

人
を
つ
と
め
た
ト
マ
ス
・
ジ
ャ
ク
ソ

ン
は
、
同
銀
行
の
基
礎
を
築
き
、
こ

れ
を
設
展
さ
せ
た
大
物
で
あ
り
、
ロ
パ

l
ト
・
ハ

l
ト
と
匹
敵
す
る
人
物

と
さ
れ
た
。
カ
メ
ロ
ン
は
、
後
年
、
中
園
の
外
債
募
集
に
深
く
か
か
わ
っ
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た
人
で
、
一
八
七
三
年
か
ら

八
九
年
ま
で
、
上
海
支
庖
長
の
ノ

l
プ
ル

も
、
同
銀
行
の
雌
し
た
逸
材
の

一
人
で
、

後
年
、
総
支
配
人
と
な
っ
た
。

彼
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
同
銀
行
の
次
の
百
年
史
を
参
照
。
玄

E
コ
no

c--5・割
、ミ
k
v
S
F
H
宮

町
2
1
2
h
ね
え
ま
g
h
b
R
凶

s
b
S向

。宅一、。
g
h
なお・

b
h
H
R
R同
い
て
。
¥
阿
QMH
入山
h
s
d
叫

d
g
ま
色
、
2・苦ミ
S
F

NV。K
H
E
N
F
N可
SQWMheNG
N
h
g丸
岡
町
。
E
U道
庁

-n同R
ミミ
h
h
b
内
h
E
H
h
h
N
h
E凡
l

、町九州、
EH、
同
(
「
0
2
品。ロ
u

司白
ro
『俗口内田明白『伺『・]戸市郡山
一)・

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
四
九
。
カ
メ
ロ
ン
の
こ
の
設
言
の
背
景
に
は
、

一
八
七
六
年
に
英
図
商
人
た
ち
が
敷
設
し
た
奥
松

・
上
海
銭
道
を
中
園
地

方
官
憲
が
買
収
し
て
取
り
は
ず
し
た
と
い
う
有
名
な
一
件
が
あ
る
よ
う
で

も
あ
る
。
設
言
中
の
「
二
千
高
金
磁」
と
い
う
の
は
金
額
が
大
き
す
ぎ
る
。

「
二
百
世
間
金
務
」
の
誤
植
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
「
南
行
記
」
に
は
、

銀
道
に
言
及
し
た
記
事
が
散
見
し
、
馬
建
忠
の
関
心
の
ほ
ど
が
知
ら
れ

る。

次
を
み
よ
。
『
記
言
記
行
』、
頁
二
七
三
|
二
七
四
、
二
八
三
、
二
八

四
、
二
九
一
二
九
二
、
三

O
七
、
三

O
八
、
三

O
九、

三

一
五
、
三
二

O
、
一
二
二
二
、
三
二
回
。

(句

『記
言
記
行
』
、
頁
二
五

0
1二
五
一
。
ハ

l
ド
キ
ャ
ス
ル

の
設
言
は

衣
の
と
お
り
。

「
倫
中
園
需
用
借
項
。
頗
願
放
労
。
並
可
較
他
銀
行
減
利

至
六
賛
。
並
云
前
貴
闘
借
債
之
時
。
曾
有
向
我
行
談
及
者
。
因
慮
経
手
人

多
。
従
中
取
利
。
有
損
本
行
制
官
名
。
是
以
僻
之
。

以
後
中
園
借
款
。
似
須

向
各
行
探
聴
利
息
質
在
情
形
。
庶
不
至
誤
出
重
利。」

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
五
二
|
二
五
三
。
引
用
し
た
部
分
の
原
文
は
、

-
次
の
と
お
り
。

「園
強
基
於
園
富
。

園
富
惟
頼
行
商
。
華
人
率
精
貿
易
。

筈
図
之
基
在
鷲
。
乃
島
貝
圏
不
惟
無
法
推
助
。
且
多
方
阻
援
。
此
而
欲
求
富

強
。
猶
縁
木
求
魚
也
。
但
華
商
不
磨
無
術
。
人
多
都
菩
。
士
大
夫
既
不
屑

興
交。

即
我
商
人
在
中
園
者
。

亦
従
来
問
遜
華
商
奥
宴
。
誠
使
牽
商
議
番

通
文
。
彬
彬
朝
団
躍
。
則
土
不
郡
葉
。

西
人
繁
交
。
将
見
争
利
於
市
。
較
争

名
於
朝
者
日
衆
。
非
講
求
富
強
之
一
道
敗
。
」

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
七
二
二
七
一
ニ
。

⑫

醇

一幡
成
『
出
使
英
法
義
比
四
園
日
記
』
(
上
海
鴻
賀
市
附
石
印
、
酔
六
堂

設
免
、
一
八
九
二
年
〉
、
各
一
、
六
丁
表
。
張
探
索
の
こ
と
は
、
一

八
八

四
年
に
「
夷
情
を
偵
探
」

す
る
震
に
、
サ
イ
ゴ

ン
と
シ

ャ
ム
に
汲
遇
さ
れ

た
鄭
官
悠
(
鄭
槻
熔
)
の
『
南
遊
日
記
』
(
自
序
、
光
絡
一

O
年
〔
一
八

八
四
年
〕〉
(
『
中
山
文
献
』
第
八
冊
〔
呉
相
湘
主
編
『
中
園
史
皐
叢
書
』

第

一
一
冊
、

牽
精
製
生
書
局
、
一
九
六
五
年
〕
所
枚
の
影
印
本
〉
、
頁
一

九
|
一
一
一
一
、
七
五
、
七
七
、
八
一
ー
ー
八
九
、
に
も
み
え
る
。

⑪
『
記
言
記
行
』、
頁
二
七
三
。

@
『
記
言
記
行
』、
頁
二
七
四
|
二
七
六
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
領
事
館
の
創

設
と
初
期
の
紋
況
に
つ
い
て
は
、
陳
育
怒
「
新
嘉
技
中
園
領
事
設
置
史
」

(『南
洋
雑
誌』

第
一
袋
、
第
六
期
〔
一
九
四
七
年
四
月
〕
、
頁

一一一一一ー

一
二
三
%
胡
毘
基
の
事
蹟
は
、
次
の
諸
警
に
く
わ
し
い
〈
そ
れ
ぞ
れ
の

索
引
を
み
よ

)o
r
z
oロ
問
自

g
同

(
宋
旺
相
)
、

0
2
h
s令
A

M12
3・
民
吉
。
ミ
。
¥
H
t
の
と
ミ
誌

な

匂
S
官
官
、
内
(
円
、
。
ロ
ι。ロ
日

』o
E
F由
ロ
ミ
ミ
-
S
N
3
・
者
丘
件
。
円
玄
品
3
g
n
o
a
b
N・・
0
ミ
』

nH
S札‘

wdn尚
早
号
柄
。
¥
匂
shnH』守司♂

N
〈。-目
・
(
円、
o
z
oロ
一
』
o
y
ロ
ζ
c
『g
u、.

5
N
】〉・「
-

H

吋・の
O
B
r
o
F
の
と
宮
崎
内
匂
R
Z
H
句
。
円
を
に
と
芯

hhhHNQhEH

h

p

ヨ
ミ
ミ
H
t
凶

31t'Fミ
e
h
v・0
ヨ
』
旬
。
。
な
』
U
S
F
o
n
c臼
仲

〈
と

-4・
Z
・J

円・
υ

』
-
F
〉
C
2
5
・
S
S
)
・
ま
た
、
胡
亜
基
な
ど
の
活

躍
し
た
、
蛍
時
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
僑
祉
舎
に
つ
い
て
の
研
究
と
し

て、

次
を
み
よ
。
白
石
隆
「
華
民
護
衛
署
の
設
立
と
曾
黛
|
|
一
九
世
紀
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シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
批
舎
の
政
治
的
興
化
」
(
『
ア
ジ
ア
研
究
』
一
一
一
一
巻
、

二
披
〔
一
九
七
五
年
七
月
〕
、
頁
七
五
|
一

O
二〉。

⑮
『
記
言
記
行
』
、
頁
一
一
一
一
一
五
|
一
一
一
一
一
六
。
「
南
行
日
記
」
、
一
七
丁
表。

@
左
乗
隆
に
つ
い
て
は
、
註
@
に
引
い
た
陳
育
搭
「
新
嘉
披
中
園
領
事
設

置
史
」
お
よ
び
次
を
み
よ
。
朱
傑
動
「
左
乗
隆
輿
曾
紀
津
」
(
『
南
洋
雑
誌』

第
一
巻
、
第
四
期
〔
一
九
四
七
年
二
月
〕
、
頁
七
五
|
七
六
)
(
同
誌
の
同

期
の
表
紙
に
左
乗
隆
の
宵
像
あ
り
〉
。
ω
g
m
O回
開

ω
g
ロ
F
毛
・
門
戸
-

Z
-
N
S
I
M
H
O
-
N
N
0
・
M
g
l
M
M
吋
・
M
g
-
N
巴
・
孫
子
和
『
清
代
同
文
館
之

研
究
』
(
華
北
、
嘉
新
水
泥
公
司
文
化
基
金
舎
、
一
九
七
七
年
)
、
頁
一

九
O
、
一
九
一
、
四
三
四
|
四
三
七
、
四
四
一
二
、
四
五
三
、
四
五
回
、
五

O
一
、
五

O
四
、
五
三
九
。
醇
編
成
の
評
言
は
、
彼
の
『
出
使
英
法
義
比

四
園
日
記
』
、
各

て
八
丁
表
l
八
丁
裏
。
鄭
級
官
隠
は
一
八
八
四
年
に
、

左
乗
降
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
中
園
人
の
土
木
勢
働
者
の
惨
状
に

つ
い
て
議
論
を
し
て
い
る
(
前
婦
、
『
南
遊
日
記
』
、
頁
九
一
九
五
)
。

③
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
七
六
1
二
七
八
。
十
来
訪
し
た
四
人
の
商
人
の
中
、

大
伯
公
舎
と
い
う
禽
黛
の
「
大
寄
」
で
あ
っ
た
郎
天
徳
に
つ
い
て
は
、
次

を
み
よ
。
F
O
O
口
。
。
日
r
o
♂
も
・
町
た
・
・
司
司
・
ロ
印
H
H
由
・
戸
坦
|
H
B
L
N
白

1
H
N
吋
・
そ
の
他
の
三
人
に
つ
い
て
は
未
詳
。

副
護
衛
司
と
い
う
の
は
、
契
約
移
民
の
保
護
と
舎
黛
の
取
締
り
を
目

的
と
し
て
、
英
図
の
海
峡
植
民
地
政
府
腕
が
一
八
七
七
年
に
華
民
護
衛
署

(
の
r
E
g
o
-
J
2
0
2
0
2
Z
〉
を
設
立
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
華
民
護
衛

司
な
g
g
円
四
円
『
え
の
r
5
2
0
1
1
初
代
は
、
者
-
〉
-
-
I
n
r
o
ユ
ロ
岡
)
を
、

ベ
ナ
ン
に
副
護
衛
司
公
2
5
2
仲
買
0
5
2
0
円
。
聞
の
日
H
5
2
0
-
-
初
代

は
、
開

--Fユ
〉
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
機
構
に
つ
い
て
は
、
註
⑫

に
引
い
た
白
石
隆
論
文
と
、
鄭
恵
明
「
華
民
政
務
司
署
史
略
」
(
『南
洋
皐

報
』
四
巻
、
一
一
輯
〔
一
九
四
八
年
〕
、
頁
五
四
|
五
九
〉
を
み
よ
。
カ
ー

ル
(
開
・
同
号
】
〉
に
つ
い
て
は
、
次
を
み
よ
。
円
、
.
M
り
・
。
O
B
r
旬
、
、
-
R
H
4

3
・
M
N
0
・
N
u
u
・
M
g
・
円
リ
マ

S
ミ
内

SR同
匂
守
町
内
芯
ミ
・・
・
¥
ミ
H
F
ぬ
師
、
内
号

。
¥
』
昆
♂
司
・
品
白
血
・

マ
タ
ネ
ア
己
・
司
・
〉
-
p
h
n
Z
巳
『
〉
に
つ
い
て
は
、
次
を
み
よ
o
n
F
3
・

ミ門町内AH誼
札

U
N
.
2
円
芯
ミ
・
・
・
¥
司
H
V
内
問
、
号
。
L

ご
白
色
・
M
Y
A
S
A
P
-
F両
陣

r
o
-
-

ω
n
o
a
A
N
N
・
-
。
、
・
円
た
・
・
2
-
-
Y
3
・
S
I
S
-
N
∞
叶
・
問
、
.
同
り
・
。
。
B
r
o
♂

。
、
.
町
民
H
4
司
・
品
由
ロ
・

マ
ク
ネ
ア
と
の
曾
話
で
馬
建
忠
が
い
っ
た
「
華
英
書
院
」
と
は
、
具
鰻

的
に
ど
う
い
う
皐
校
を
い
わ
ば
モ
デ
ル
と
し
て
彼
が
考
え
て
い
た
の
か
、

不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ベ
ナ
ン
の
華
僑
枇
舎
の
概
況
に
つ
い
て
、
彼

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
此
開
肇
商
僑
寓
者
約
八
高
人
。
関
商
篤

首
。
臨
同
封
南
次
之
。
非
如
新
加
披
之
富
戸
建
麗
賢
人
。
顔

〔
顔
金
水
筏
の
あ

る
じ
た
る
関
商
〕
之
居
室
悉
佑
西
制
。
鎗
内
務
十
商
。
皆
矯
別
塁
。
軍
飛
鳥

草
。
淘
足
第
五
ロ
園
生
色
。
不
園
海
外
寛
別
開
生
面
如
此
。
」
(
『
記
言
記
行
』
、

頁
二
七
六
|
二
七
七
)
。

⑮
『
記
言
記
行
』
、
頁
三

O
三
(
九
月
一
一
日
〔
奮
閏
七
月
一
八
日
〕
の

項
)
。
「
南
行
日
記
」
、
一
二
丁
裏
〈
九
月
八
日
〔
諸
国
閏
七
月
一
五
日
]
の

項
)
に
、
「
忽
有
一
華
人
至
館
。
驚
起
詞
之
。
則
此
開
紹
無
華
商
。
渠
胡

姓
偶
以
業
茶
来
此
。
今
貸
本
鋪
折
。
流
落
不
能
錦
。
側
然
倒
之
。
」
と
あ

る
。
こ
の
同
じ
胡
姓
の
中
園
人
が
、
ま
た
訪
ね
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
「
関
脊
登
舟
。
捜
検
甚
苛
。
」
(
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
二
)
。
「
南
行
日

記
」
、
八
丁
表
、
で
は
や
や
詳
し
く
、
「
俄
至
開
。
舟
停
。
関
膏
登
舟
捜

検
。
傾
箱
倒
復
。

至
食
物
書
籍
。
皆
云
須
税
。
是
何
閥
政
之
苛
。
」
と
あ

る。
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⑮
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
四

l
二
八
五
。

⑫
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
四
。
「
南
行
記
」
に
は
、
「
土
品
目
」
と
い
う
表

現
が
、
ほ
か
に
も
度
々
出
て
く
る
(
同
書
、
頁
二
八
八
、
二
八
九
、
三

O

八
、
三

O
九
%
同
じ
意
味
で
、
「
酋
長
」
と
言
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る

(同
書
、
頁
二
九
三
、
三

O
八
)。

お
そ
ら
く
は
、
藩
王
そ
の
他
の
門
閥

を
、
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
も
の
を
も
含
め
て
、
包
括
的
に
意
味
し
う
る
ナ
ワ

ー
プ

(
E唱
曲『〉

(
イ
ス
ラ
ム
系
〉
も
し
く
は
ラ
ー
ジ

ャ

?
と

ι
(ヒ

ン
ド
ゥ
l
系
)
の
誇
話
と
し
て
用
い
た
も
の
だ
ろ
う
(
松
井
透
氏
示
敬
)
。

こ
こ
で
い
う
「
土
品
目
」
と
は
、
具
慢
的
に
ど
う
い
う
も
の
を
指
し
て
い
る

の
か
、
分
ら
な
い
。
仮
に
、
漠
然
と
、
ナ
ワ
l
ブ
と
し
て
お
い
た
。

⑧
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
八
八
。

@
『
記
号
一
口
記
行
』
、
頁
二
九
三
|
二
九
四
。

，O
J
7
'
l
ナ

@
「
酬
明
隠
蒲
大
羅
。
表
長
千
五
百
里
。
内
列
曾
長
数
十
。
各
治
其
土
。

有
英
官
監
之
。
按
英
人
輿
其
藩
「脇
立
有
篠
約
。
雄
不
登
問
。
大
要
有
二
。

一
約
土
曾
非
奉
英
朝
之
命
。
不
得
掻
自
輿
兵
。
一
約
曾
長
蛍
養
兵
若
干
名
。

英
図
有
事
郷
境
。
嘗
助
之
。
且
裁
総
兵
費
若
干
。
至
圏
内
政
事
維
可
専
行
。

而
大
計
一
票
諸
英
監
。
立
約
之
後
。
英
の
窓
食
。
願
籍
口
於
土
曾
之
不
遜

盟
約
。
暴
使
其
民
奪
其
政
柄
。
而
自
代
之
。
(
中
略
)
土
曾
浪
後
無
嗣
。

亦
覇
占
之
。
而
土
曾
無
嗣
者
。
衆
皆
畏
英
信
。
威
聾
八
年
丘
ハ獲
之
役
。
群

思
議
動
。
其
明
年
印
度
制
軍
誇
於
英
廷
。
許
土
曾
無
嗣
者
以
支
庶
承
襲
。

途
安
鷲
。
今
則
英
人
監
其
図
。
不
参
政
事
。
殆
利
其
不
治
可
籍
盛
岡
口
寅

鍬
。
」
(
『
記
言
記
行
』
、
頁
三
O
八

|
三
O
九
三

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
二
六
二
。

@
『
記
言
記
行
』
、
頁
三
一
二
。

⑧
「
孟
貿
海
口
。
四
面
環
山
。
無
風
癖
之
除
。
商
船
峻
織
。
各
図
皆
有
輸

船
公
司
。
以
通
貿
易
。
推
其
興
旺
之
由
。
則
在
花
旗
南
北
交
戦
之
時
。
初

欧
洲
織
布
廠
。
皆
用
美
園
棉
花
。
及
美
内
鋭
。
棉
花
無
出
。

於
是
英
人
競

往
印
度
枚
棉
。
印
度
歳
出
棉
以
億
蔦
計
。
造
問
治
八
年
撃
通
蘇
合
渚
河
。

販
舶
来
印
度
者
。
不
復
鏡
大
浪
山
。
計
程
二
旬
日
。
則
印
度
輿
美
園
之
距

欧
洲
遁
相
持
。
而
印
度
之
棉
。
途
盤
断
欧
土
失
。
及
今
印
度
自
設
織
廠
。

而
英
人
織
廠
幾
無
以
自
立
。
始
有
尾
大
之
患
。
四
億
花
旗
乱
時
。
洋
商
亦

至
中
図
。
販
棉
市
倫
惨
水
禁
浮
秤
以
取
利
。
棉
過
赤
道
。
壷
腐
朽
不
可

用
。
而
阪
商
途
組
。
誠
能
以
中
園
有
絵
之
棉
。
運
往
英
図
。
使
償
印
度
鴻

片
之
利
。
則
元
太
組
征
印
度
取
士
口
貝
回
之
功
。
叉
血
旦
特
衣
被
天
下
一
時
而

己
哉
。
奈
何
震
一
一
一
好
硲
致
失
事
機
。
の
令
国
柄
片
無
窮
之
漏
尼
。
歳
輪
印

度
。
震
之
闘
銭
道
。
震
之
溶
河
渠
。
印
度
之
民
日
富
。
中
園
之
民
日
紬
。

可
慨
也
己
。
」
(
『記
言
記
行
』
、
頁
一一一

一
四
l
一一一一五
〉
。
な
お
、
馬
建
忠

は
シ
ム
ラ
で
郡
西
爾
(
原
名
未
詳
〉
と
い
う
名
の
役
人
か
ら
関
税
の
こ
と

を
き
い
た
が
、
そ
の
話
の
中
に
、
「
其
進
口
税
以
棉
布
告
周
大
宗
。
今
亦
自

立
織
布
局
。
以
奥
英
之
織
廠
争
市
。
若
於
英
園
棉
布
川
山
征
進
口
一
祝
。
則
英

之
織
布
局
勢
勝
閉
敵
。
」
と
あ
っ
た
と
す
る
(
同
書
、
頁
三

O
四)。

首
時
の
ボ
ン
ベ
イ
の
綿
業
に
つ
い
て
は
、
七
、
八
年
あ
と
の
吠
態
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
一
八
八
九
年
に
佐
野
常
樹
(
農
商
務
省
書
記
官
)
が
川

崎
利
兵
衛
〈
大
阪
紡
績
舎
祉
)
と
杉
村
億
之
助
(
一
一一
重
紡
績
舎
祉
)
を
伴

っ
て
ボ
ン
ベ
イ
綿
業
観
察
の
震
に
渡
遣
さ
れ
、
鋳
朝
後
に
提
出
し
た
詳
細

な
調
査
報
告
が
、
溢
津
青
淵
記
念
財
園
龍
門
社
編
『
溢
津
祭
一
俸
記
資
料
』

第

一
O
巻

(
抽出
津
栄
一
億
記
資
料
刊
行
舎
、
一
九
五
六
年
〉
、
頁
二
六
七

l
三
二
八
、
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
英
園
の
綿
業
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
棉
と
イ
ン
ド
棉
、
お
よ
び
、
雨
者
の
関
連
に
論
及
し
た
研
究
と
し

て
、
吉
岡
照
彦
「
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
確
立
期
の
原
棉
問
題
L
Q東
北
大
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皐
文
民
宇
都
研
究
年
報
』
第
一
五
貌
〔
一
九
六
五
年
〕
、
頁
九
一
|
一
二
七
〉

を
参
照
。
}
九
世
紀
後
半
、
こ
と
に
南
北
戦
争
以
後
の
山イ
ン
ド
の
棉
花
総

出
と
綿
工
業
に
つ
い
て
の
衡
に
し
て
要
を
え
た
記
述
と
し
て
、
山
本
達
郎

編
『
イ
ン
ド
史
』
(
第
三
版
、
第
一
八
刷
、
山
川
出
版
社
、
一
九
七
七
年
〉
、

頁
二
六
六
1

二
六
九
(
松
井
透
執
筆
)
、
を
参
照
。

@
「
南
行
日
記
」
、
一
丁
表
。

@
「
南
行
日
記
」
、
七
丁
裏
。

@
「
酉
刻
。
借
眉
叔
乗
馬
出
遊
。
眉
叔
常
論
金
痴
肥
必
不
能
躍
馬
。
至
是

余
振
轡
欲
馳
。
則
眉
叔
語
牌
生
馬
劣
。
回
明
輿
緩
行
遁
意
云
。
」
(
「
南
行
日

記
」
、
一
三
丁
裏
)
。

@
「
眉
叔
観
察
滑
稽
才
也
。
因
輿
余
深
交
。
忘
分
院
略
。
熔
笑
無
所
不

至
。
是
役
一
路
頗
厭
苦
之
。
至
是
正
色
大
韓
激
論
以
規
正
。
眉
叔
篤
之
己

議
。
向
可
謂
能
受
議
言
失
。
」
(
「
南
行
日
記
」
、
一
四
丁
裏
)
。
「
滑
稽
L

と

は
、
藤
堂
明
保
編
『
謬
研
漢
和
大
字
典
』
(
皐
習
研
究
社
、
一
九
七
八
年
)

に
よ
れ
ば
、
「
な
め
ら
か
な
表
現
で
人
を
自
分
の
ベ

l
ス
に
の
せ
る
才
人
。

ま
た
、
お
ど
け
の
知
恵
」
。

な
お
、
締
り
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
香
港
へ
の
航
海
中
、
奥
底
需
は
熱

病
で
苦
し
ん
だ
。
馬
建
忠
が
呼
ん
で
来
た
船
中
の
西
洋
畿
が
岨
眼
視
計
(
「
水

銀
細
波
璃
管
」
)
を
口
に
入
れ
て
熱
を
計
り
、
白
い
粉
末
の
下
剤
を
の
ま
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せ
た
。
こ
の
輔
衆
が
利
か
な
い
の
で
、
女
の
日
に
水
薬
を
の
ま
せ
た
が
、
熱

は
引
か
ず
、
便
通
も
な
か
っ
た
。
奥
出
回
擦
は
、
馬
建
忠
が
と
め
る
の
も
き

か
ず
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
「
紅
盤
丹
」
を
服
用
し
た
。
す
る
と
、
何
時

聞
か
た
っ
て
激
し
い
腹
痛
が
し
て
、
一
気
に
ど
っ
と
腹
が
く
だ
り
、
俄
か

に
気
分
が
よ
く
な
っ
た
。
粥
が
食
べ
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
か
な
わ
ず
、

西
洋
人
の
ポ
l
イ
が
す
す
め
る
ス
l
プ
(
牛
肉
湯
〉
を
額
む
と
、
気
持
が

悪
く
な
っ
た
。
数
日
後
に
香
港
に
つ
い
て
、
王
絡
の
と
こ
ろ
で
粥
を
二

碗
、
「
南
腿
」
や
「
醤
瓜
」
を
そ
え
て
、
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
甘
露

に
あ
り
つ
い
た
思
い
が
し
た
。
丁
度
、
駐
米
公
使
と
し
て
赴
任
す
る
鄭
藻

如
か
ら
、
随
員
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
既
に
「
奏
調
」
し
た
と
い
う
手

紙
が
と
ど
い
て
い
た
が
、
馬
建
忠
が
笑
っ
て
、
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
ひ
ど
い

病
気
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
う
二
度
と
遠
く
へ
行
こ
う
と
は
し
な
い
に

ち
が
い
な
い
と
言
っ
た
。
奥
底
需
は
、
香
港
で
ゆ
っ
く
り
養
生
を
し
て
か

ら
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
、
急
に
元
気
が
出
た
。
「
南

行
日
記
」
の
原
文
に
臼
く
、
「
乃
中
於
眉
叔
一
激
。
豪
気
従
増
。
所
患
若

失
。
越
目
途
行
。
従
之
叉
東
去
中
土
激
高
里
会
」
と
。
(
以
上
、
こ
の
パ

ラ
グ
ラ
フ
は
、
「
南
行
日
記
」
、
十
七
丁
裏
、
に
よ
る
。
〉

(
一
九
七
九
年
一

O
月
一
六
日
捌
筆
)
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Ma Chien･chung゛ｓ Account of His Mission to India in 1881

　　　　　　　　　　　

ＲａｎｎｏＭａｓａtａhａ

　　

Ma Chien-chung 馬建忠(1844-1900), the author of j砥z一ｓhih■ｗ&ｎ-t’ｕｎｇ

馬氏文通，ａ pioneer modern book of grammar, has been known as a capa-

ble administrator and negotiator in the service of Li Hung-chang 李鴻章，

and also as a sophisticated French-trained reformist thinker. The collection

of his writｍｅｓ，　ＳＭｈ-1どｏ･chai　ｃｈｉ-ｙｅれｄふ臨緬ｇ適可斎記言記行(preface,

1896) contains eleven occasional memoranda or treatises dealing with

such topics as economic policy, diplomatic service, naval training or modern

railways, and five accounts of his missions as emissary, investigator or

political agent. Perhaps the most remarkable of these latter five accounts

vｓＮａｎ-Iiｓｉｎｇ　ｃｈｉ南行記,which is an account in the form of day-to･day

journal of Ma's mission to India in 1881｡

　　

Ma was sent to India by Li Hung-chang in order to obtain informa-

tion on the opium question, especially the opium revenue system, and also

to sound out the government of India on the possibility or practicability

of gradually reducing and eventually terminating the opium trade to China

by agreement. On his way to Simla, the summer capital ０ｆBritish India,

and from Simla back to China, he visited Shanghai, Hong Kong, Saigon,

Singapore, Penang, Calcutta, Bombay, Poona, Colombo, and again Penang,

Singapore, and Hong Kong｡

　　

His travel account is valuable not only as material for the study of

his ｏ伍cial activities during the mission, but also as records of his obser-

vations on the Chinese and Westerners he met with and the places he

visited. In particular, Ma's image of India as represented in the account

might be of some interest to any student of Asian history.　It shows how

India as of 1881 was seen by an educated Chinese traveller, moreover by

one who was vigorously engaged in government service and who knew

both Europe and China｡

　　

Ma Chien-chung had ａ travel companion in the young educated man

named Wu Kuang-p'ei 呉廣霧(1855-1919). Wu had studied the so-called

ｙａｎｇ-ｉむt£洋務andwanted to serve abroad as ａ diplomat or consul. This

- ４－



man also wrote ａ detailed jOU｢nal of the journey, entitled Ｎａｎ-hｓing

j訪一砿f南行日記. While Ma's account is mainly concerned with the

ｏ伍cial side of the journey, Wu's ｊＯＵ｢naldescribes cities and landscapes

of the places visited and manners and customs of local inhabitants. It

also records social contacts that Ma and he had with Chinese friends in

Shanghai, Hong Kong or Singapore.　Thus, by reading both and com-

paring them, we can have　clearer understanding of the various aspects

of this journey･
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